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平成２６年知内町議会第１回定例会（１日目）

◎ 招集年月日 平成２６年３月６日（木）

◎ 招集の場所 知内町役場 議場

◎ 開 会 日 時 平成２６年３月６日（木） 午前１０時０６分

◎ 閉 会 日 時 平成２６年３月６日（木） 午後 ５時１５分

◎ 出 席 議 員

１番 西 山 和 夫 ７番 敦 澤 良 子

２番 木 村 一 ８番 吉 田 峰 一

４番 松 井 盛 泰 ９番 森 永 勉

５番 谷 口 康 之 １０番 伊 藤 政 博

６番 泉 政 栄

◎ 会議録署名議員 ２番 木 村 一 ４番 松 井 盛 泰

◎ 欠 席 議 員 な し

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した説明員

町 長 大 野 幸 孝

副 町 長 網 野 眞

総 務 企 画 課 長 手 塚 恵 一

総務企画課政策室長 小田島 伸 二

生 活 福 祉 課 長 大 野 樹

産 業 振 興 課 長 藤 谷 亘

建 設 水 道 課 長 佐々木 孝 幸

出 納 室 長 大 館 光 晴

教 育 長 田 中 健 一

教 育 次 長 村 上 芳 二

高 校 事 務 長 松 崎 輝 幸

スポーツセンター長 上 村 政 美

（給食センター長） 村 上 芳 二

代 表 監 査 委 員 村 上 壽

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 村 上 義 久

議 事 担 当 係 長 野 戸 英 二
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平成２６年知内町議会第１回定例会議事日程

（第１号） 平成２６年３月６日（木）午前９時４６分開議

日 程 議 件 番 号 議 件 名

第 １ 会議録署名議員の指名 ２番、木村 一君 ４番、松井盛泰君

第 ２ 委員会報告 議会運営委員会報告について

第 １ 号 （委員長報告）

第 ３ 会期の決定について

第 ４ 議長の諸報告

第 ５ 町長の行政報告

第 ６ 議案第１号 平成２５年度知内町一般会計補正予算（第１０号）について

第 ７ 議案第２号 平成２５年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

について

第 ８ 議案第３号 平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に

ついて

第 ９ 議案第４号 平成２５年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて

第１０ 議案第５号 平成２５年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計補正予算（第

２号）について

第１１ 議案第６号 平成２５年度知内町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

第１２ 議案第７号 平成２５年度知内町水道事業会計補正予算（第３号）について

第１３ 報告第１号 平成２５年度知内町教育委員会の活動状況に関する点検・評価につ

いて

第１４ 平成２６年度知内町行政執行方針について （町 長）

第１５ 平成２６年度知内町教育行政執行方針について（教育長）

第１６ 追跡質問

第１７ 議案第８号 知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例について

第１８ 議案第９号 知内町と松前町における電子情報処理組織による戸籍等に関する事

務の受託について

第１９ 議案第10号 知内町と江差町における電子情報処理組織による戸籍等に関する事

務の受託について

第２０ 議案第11号 知内町と奥尻町における電子情報処理組織による戸籍等に関する事

務の受託について

第２１ 議案第12号 知内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について

第２２ 議案第13号 知内町公共下水道条例の一部を改正する条例について

第２３ 議案第14号 知内町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

第２４ 議案第15号 北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例につい

て
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● 開会宣言・開議・議事日程

◎ 議 長（伊藤政博）

只今、黙祷を捧げました山田顯氏は、平成１６年に初当選され、経済民生常任委員、

総務文教常任委員、森林林業林産業活性化議員連盟会長を歴任され、平成２４年から

の今期には、経済民生常任委員会副委員長、議員会長に就任されておりました。３期

９年１０カ月にわたる議員生活において、町の財政問題、商工業の振興、防災対策な

どに取組、小谷石地区の観光振興には、特段の情熱を捧げられておりました。豊富な

人生経験に基づいた山田氏の活躍が期待されていただけに、突然の訃報に議会として

も大きな喪失感に包まれているところであります。ここに山田氏のご冥福をお祈りし、

哀悼の意を表するところであります。

平成２６年第１回知内町議会定例会の開会にあたり一言、ご挨拶申し上げます。

本定例会は、平成２６年度知内町一般会計予算を含む２８議案、報告１件、町長・

教育長の平成２６年度町行政・教育行政執行方針が提出されております。本定例会で

は、町政執行方針を基に平成２６年度予算を審議する重要な議会であります。平成２

６年度の予算は、１年限りのものであると言えますが、しかし、その波及効果は後年

度にも大きく影響することは当然のことであり、その配分と金額は、当を得たもので

なければなりません。ご案内のとおり、日本経済は回復しているといわれております

が、地方においては、まだ実感できる状況にはなく、また、財政は硬直度を強めつつ

ある時期でもあるだけに、財政運営には、細心の注意と勇気ある決断が求められるも

のと考えます。知内町議会は、町民との情報共有を重視し、町民の意見を的確に把握

するために、地区別議会報告会を開催してまいりました。このことを基に町民の意見

を諸政策に反映すべく十分に審議を尽くしていかなければなりません。本定例会の議

会運営に格段のご協力を賜りますようお願いを申し上げて、開会の挨拶とさせていた

だきます。

只今の出席議員は、９人です。

定足数に達していますので、平成２６年第１回知内町議会定例会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

本日の会議日程は、お手元に配付のとおりです。

● 会議録署名議員の指名

◎ 議 長（伊藤政博）

日程第１、『会議録署名議員の指名』を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、２番、木村一君及び

４番、松井盛泰君を指名します。

● 委員会報告第１号 議会運営委員会報告について

（委員長報告）
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◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２、委員会報告第１号、『議会運営委員会報告について』を議題としま

す。

議会運営委員会は、去る２月２８日に開催されており、委員長からその内容につい

て報告を求めます。

議会運営委員会委員長、敦澤良子君。

◎ 議会運営委員会委員長（敦澤良子）

委員会報告第１号、議会運営委員会報告について。

平成２６年知内町議会第１回定例会の議会運営について、別紙のとおり報告する。

平成２６年３月６日提出。知内町議会議長、伊藤政博。

それでは、内容を説明させていただきます。

議会運営委員会報告書。平成２６年知内町議会第１回定例会開催にあたり、本委員

会に付託された議会運営に関する件について審議した結果、下記のとおり運営するこ

とに決定したので、会議規則第７３条の規定により報告します。

平成２６年３月６日。知内町議会運営委員会委員長、敦澤良子。知内町議会議長、

伊藤政博殿。

１．会議開催の状況。開催日、２月２８日。出席委員、敦澤・木村・西山・谷口・

森永。欠席委員はなし。説明員なし。事務局、村上・野戸。２．会期について。本定

例会の会期は、３月６日から１３日までの８日間としたい。３．議事日程について。

議事日程については、別紙配付のとおりである。なお、重要な案件については、議会

運営委員会を開催することとし、議事日程の追加や変更は議長に一任する。４．付議

案件について。付議案件は、報告１件、行政報告１件、委員会報告２件、議案２８件、

報告１件、行政執行方針２件、発委２件、意見書案３件、議長発議４件であります。

５．意見書案について。意見書案件は、別紙のとおり３件である。６．予算審査特別

委員会の設置について。新年度予算に関連する議案第８号から第２２号までの１５議

案については、議長を除く議員全員で構成する。予算審査特別委員会を設置し、これ

を付託して審査する。７．議長の諸報告及び説明員の出席について。議長の諸報告及

び説明員の出席については、別紙配付のとおりである。８．その他、３月９日日曜日

午前９時３０分からサンデー議会を開催する。以上報告を終わります。

◎ 議 長（伊藤政博）

以上で議会運営委員会報告を終わります。

本日の議事は、只今、議会運営委員会委員長から報告のあったとおり進めてまいり

ます。

● 会期の決定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第３、『会期の決定について』を議題にします。

お諮りします。本定例会の会期は、只今、議会運営委員長から報告がありましたと

おり、本日から３月１３日までの８日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月１３日までの８日間に決定

しました。

なお、只今、委員長報告のとおり、サンデー議会を３月９日に開催致しますので、

ご承知おきください。

● 議長の諸報告

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第４、『議長の諸報告』を行います。

平成２５年第４回知内町議会定例会以降における議長の諸報告並びに町長はじめ特

別職、管理職員の出席要求については、お手元に配布のとおりですので、ご了承願い

ます。

これで、議長の諸報告を終わります。

● 町長の行政報告

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第５、『町長の行政報告』を行います。

町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

平成２６年第１回知内町議会定例会を開会するにあたり、行政報告を申し上げます。

第４回定例会以降、今定例会までの町行政の主要な事項について、別紙によりご報告

を申し上げます。

まず、第１点目は、消防救急デジタル無線整備に関わる補助金確保に関する要望活

動の実施状況についてであります。１月の２１日消防救急デジタル無線整備にかかる

補助金の確保に関し、渡島西部広域事務組合の構成四町が衆議院議員前田一男氏に対

し、要請・要望活動を実施したところであります。衆議院議員前田一男氏、そして、

渡島西部構成町から松前町の石山町長、福島町の佐藤町長、そして、木古内町から大

野副町長の４名で要請活動を行ったところであります。要望書の内容については、別

紙のとおりでありますので、あとでお目通しをいただければと思います。

次に第２点目は高波による離岸堤の一部崩落に対する緊急要請活動の実施について

であります。２月１０日太平洋釧路沖を通過した低気圧の影響で発生した高波により、

建設海岸中ノ川地区と農地海岸元町地区の離岸堤の一部が崩落したことから、２月１

２日に渡島総合振興局を訪問し、建設海岸の管理であります建設管理部、農地海岸の

管理者であります渡島総合振興局産業振興部に対し、被害の未然防止に向けた早急な

対応を求めると共に、知内海岸の特殊性を訴え、今後の抜本的対策を求める緊急要請

をしたところであります。懇談の中で、要請活動の中で、災害復旧費事業としての対

応は困難であるとの見解でありましたものですから、引き続き、東北沖を通過する低

気圧によって高波が発生する特殊性がある地域であることを本年度の単独要望の折に

も理解をしていただくよう要請をしていきたいというふうに考えておりますので、よ
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ろしくお願いを申し上げます。

続いて、第３点目は、渡島西部広域事務組合の動向についてであります。平成２６

年第１回定例議会が２月２８日に開催され、報告第１号、２号の専決処分した議案の

報告について、議案第１号の北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、議

案第２号の渡島西部広域事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定につ

いて、議案第３号の渡島西部広域事務組合衛生処理条例の一部改正について、議案第

４号の渡島西部広域事務組合消防手数料条例の一部改正について。議案第５号の渡島

西部広域事務組合火災予防条例の一部改正については、いずれも提案どおり承認可決

されたところであります。また、議案第６号の平成２５年度渡島西部広域事務組合一

般会計補正予算（第５号）については、歳入歳出それぞれに３億９，４１１万円を追

加し、総額を３６億５，６７４万５千円としたところであります。補正の主な内容は、

渡島西部四町で今、進めようとしております消防救急デジタル無線整備事業に４億２，

０９５万２千円を追加して、繰越事業として実施することとしたところであり、知内

町の負担金として７，６４９万３千円を追加補正したところであります。また、議案

第７号の平成２６年度渡島西部広域事務組合一般会計予算については、歳入歳出予算

の総額を１６億８，１３１万４千円とするものであり、前年対比で１５億２，１９８

万３千円の減となりました。なお、知内町負担金は、２億９，１５５万円で、前年比

１４０万２千円の減となったところであり、救急業務の充実のために本年度高規格救

急自動車の購入費として２，９４１万１千円を計上したところであります。

次に第４点目は、渡島廃棄物処理広域連合の動向についてであります。２６年第１

回定例議会が２月１５日に開催され、議案第１号、平成２６年度渡島廃棄物処理広域

連合一般会計予算については、歳入歳出予算の総額を１６億３９３万５千円とするも

のであり、前年比１億４３１万５千円の増となったところであります。なお、知内町

の負担金は６，７２８万４千円で、前年比１７６万５千円の増となりました。前年比

で大幅な増額となった要因は、焼却施設中継施設定期点検料の増によるものが主な内

容であります。また、議案第２号の平成２５年度渡島廃棄物処理広域連合の一般会計

補正予算（第２号）、それから、議案第３号の渡島廃棄物処理広域連合の運営に関す

る条例の一部改正については、いずれも原案どおり可決されたところであります。

次に第５点目は、北海道後期高齢者医療広域連合の動向についてであります。２６

年第１回定例会が２月２４日に開催され、議案第１号の平成２５年度北海道後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療会計補正予算（第２号）について、同じく議案第２号

の北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

について、議案第３号の北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例

基金条例の一部を改正する条例については、いずれも提案どおり可決されたところで

あります。また、議案第４号の平成２６年度北海道後期高齢者医療広域連合一般会計

予算については、歳入歳出予算の総額を１４億４，６８０万３千円とするものであり、

前年比で２億１，０３５万４千円の減となったところであります。また、議案第５号

の平成２６年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計予算については、

歳入歳出予算の総額を７，８６６億１，９４４万９千円とするものであり、前年比で

３３２億６，５８８万７千円の増となったところでございます。以上、４点について

行政報告とさせていただきます。よろしくお願い致します。
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◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第６、議案第１号、『平成２５年度知内町一般会計補正予算（第１０号）

について』を議題とします。

失礼しました。元へ戻ります。只今、町長から今定例会に上程しております議案に

ついて、説明したい旨の申し出がありました。これを許します。

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今議会に上程をしております議案第２８件、報告１件について、ご説明を申し上げ

ます。

議案第１号、平成２５年度知内町一般会計補正予算（第１０号）については、歳入

歳出にそれぞれ６，４１４万９千円を追加し、４８億２，１６６万７千円とするもの

であります。補正の主な内容は、消防救急デジタル無線整備に伴い渡島西部広域事務

組合負担金の追加であります。

議案第２号から議案第６号は、知内町国民健康保険事業特別会計ほか４特別会計の

平成２５年度補正予算であります。事業費の確定等により５特別会計合わせて５，３

３３万９千円を減額し、１４億２，８３９万５千円とするものであります。

議案第７号は、平成２５年度知内町水道会計補正予算（第３号）についてでありま

すが、主なものは、業務の予定量並びに収益的収入及び支出の補正であり、収益的収

入の水道事業収益に１，１０２万円を追加し、１億２，８０６万９千円とするもので

あります。

議案第８号は、知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例についてでありまして、この議案については、人事院勧告に基づく給与調整

のための条例改正をするものであります。

次に議案第９号から１１号は、知内町と松前町、江差町、奥尻町の各町における電

子情報処理組織によって戸籍等に関する事務の受託についてでありますが、戸籍の電

算処理を４町共同で行うため、戸籍等事務の受託をするための規約を制定するもので

あります。

次に議案第１２号は、知内町は道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について

は、道路法施行令の改正に伴い、占用物件に発電施設の追加や区分変更が行われ、合

わせて占用料の変更をするための条例改正であります。

次に議案第１３号は、知内町公共下水道条例の一部を改正する条例についてと議案

第１４号、知内町水道事業給水条例の一部を改正する条例については、消費税率の引

き上げに伴い、これまで内税方式の使用料を外税方式に改めるための条例改正であり

ます。

次に議案第１５号、北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例に

ついては、公立高等学校にかかる授業料の不徴収及び高等学校就学支援金の支給に関

する法律の改正により、経済的負担軽減の適正化と奨学資金を支給などについて定め

るために条例を改正するものであります。

次の議案第１６号から２１号までは、一般会計ほか５特別会計の平成２６年度予算

であります。議案第１６号の平成２６年度知内町一般会計予算についてでありますが、

予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億６，４００万円と定めるものであります。

議案第１７号から２１号までの１５議案は、知内町国民健康保険事業特別会計ほか

特別会計の平成２６年度予算であります。５特別会計合わせての予算の総額を歳入歳
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出それぞれ１４億１，４５１万３千円と定めるものであります。

議案第２２号、平成２６年度知内町水道事業会計予算についてでありますが、業務

の予定量、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出について定めるものであり

ます。

議案第２３号については、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてであ

り、構成団体の変更に伴って規約を変更するものであります。

議案第２４号については、函館市との定住自立圏の形成に関する協定の締結につい

てでありますが、函館市を中心地として渡島檜山管内全市町と各種連携を進めながら、

圏域づくりをするため、中心市である函館市と協定を締結するため、議会の議決を求

めるものであります。

次に議案第２５号は、知内町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてでありま

すが、新たに地域材の活用や木質バイオマスエネルギーの利活用をはじめ、消防救急

デジタル無線整備など、必要項目を新たに加えるための変更であります。

議案第２６号は、知内町社会教育委員に関する条例の制定については、社会教育法

の一部改正により、社会教育委員の委嘱の基準等について条例で定めが必要となった

ため、条例制定をするものであります。

議案第２７号については、地方自治法第２０３条及び第２０３条の２に定める者に

対する報酬及び費用弁償支給に関する条例及び知内町農業者トレーニングセンター条

例の一部を改正する条例についてでありますが、スポーツ基本法の施行により従来の

体育指導員は、スポーツ推進委員に名称変更されたため、文言整理のための条例の一

部改正するものであります。

議案第２８号は、教育委員会委員の任命についてであります。

報告第１号は、平成２５年度知内町教育委員会の活動状況に関する点検・評価につ

いてであります。

議案の内容につきましては、後ほど説明させていただきますので、ご審議の上、議

決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げて説明と致します。

● 議案第１号 平成２５年度知内町一般会計補正予算（第１０号）について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第６、議案第１号、『平成２５年度知内町一般会計補正予算（第１０号）

について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第１号、平成２５年度知内町一般会計補正予算（第１０号）について。

平成２５年度知内町一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正であります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ６，４１４万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８億

２，１６６万７千円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。
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第２条、地方債の補正です。地方債の変更は「第２表地方債補正」による。

第３条繰越明許費の補正であります。繰越明許費の追加は、「第３表繰越明許費補

正」による。

恒例によりまして、歳出より説明致しますので、４７ページをお開きいただきたい

と思います。

１款１項１目議会費から６１万円を減額し、６，４５０万１千円とするものであり

ます。内容は９節旅費から１１節需用費まで、それぞれ不用と見込まれる額を減額す

るものであります。

次に２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費から３４万円を減額し、１億９，

９１３万８千円とするものです。内容は４節共済費で不用と見込まれる共済負担金３

４万円を減額するものです。

次に３目財産管理費から４９１万円を減額し、２億５，２１９万８千円とするもの

です。内容は１１節需用費で燃料費に不足が見込まれることから５０万円の追加、１

３節委託料では、それぞれ業務委託料の執行残合わせまして１１８万５千円の減額、

１５節工事請負費でも庁舎耐震改修工事費の執行残４２２万５千円を減額するもので

す。

次に４目財政調整基金費に１５５万６千円を追加し、４，１６２万３千円とするも

のであります。内容は２５節積立金で、減債基金積立金から公共施設等整備基金積立

金までそれぞれの基金の利息分合わせて１５５万６千円を追加するものです。

次に６目企画総務費、補正額はございませんが、ふるさと創生事業にかかる財源を

基金繰入から過疎地域自立促進特別事業債に組み替えるものであります。

次に１１目地域会館管理費から２８万円を減額し、１，９７５万５千円とするもの

です。内容は１１節需用費で燃料費、電気料に不足が見込まれることから合わせて２

８万円の追加。１５節工事請負費では、事業の執行残として合わせて２６万円の減額、

１８節備品購入費では、町内会館備品購入執行残として３０万円を減額するものであ

ります。

次に１２目自治振興費から６３万１千円を減額し、１億５，４７１万１千円とする

ものです。内容は１１節需用費で、街路灯防犯灯電気料に不足が見込まれることから

６０万円の追加、１２節役務費、１３節委託料では、ブロードバンド利用モニタリン

グ調査が予定していた機器の調達が困難となったことからそれぞれの事業費を減額、

それから、１６節原材料費では、防犯灯移設原材料費で不用と見込まれる額２０万円

の減額、１９節負担金補助及び交付金では、共聴施設対策事業助成金として事業費の

増加に伴い２組合分合わせて９９万７千円を追加するものです。

次に３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費から１６７万３千円を減額し、１，

７４７万４千円とするものです。内容は１１節需用費で実績見込みにより不用と見込

まれる出生記念品の６万円の減額、１３節委託料では、住民基本台帳ネットワーク機

器更新委託料の執行残１６１万円を減額するものです。

次に４項選挙費、２目参議院議員通常選挙費から１６５万円を減額し、６２０万２

千円とするものです。内容は１節報酬から１６節原材料費まで事業の完了によりそれ

ぞれ不用額を減額するものであります。

次に８３ページをお開きいただきたいと思います。８款土木費、４項住宅費、１目

住宅管理費から４２万７千円を減額し、１，２９２万１千円とするものであります。

内容は１３節委託料、１５節工事請負費でそれぞれ事業の執行残として公営住宅長寿
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命化計画策定委託分２７万円、すみれ団地物置建替工事分２５万７千円を減額するも

のです。

次のページです。９款１項１目消防費に８，０００万１千円を追加し、３億２３０

万７千円とするものです。内容は１９節負担金補助及び交付金で渡島西部広域事務組

合負担金として８，０００万１千円の追加でありますが、要因は消防救急デジタル無

線整備費が国の平成２５年度補正予算で採択されたことに伴う負担であります。なお、

説明につきましては、予算説明資料見出しナンバー１、総務企画課関係の２６ページ

で致しますので、お開きいただきたいと思います。予算説明資料、総務企画課関係の

２６ページです。消防デジタル無線整備費の負担金関係の一覧であります。まず、整

備費でありますが、知内町分の整備費については、２５年度補正分は、１億２，３４

７万２千円となっており、３町合計では、４億２，０９６万３千円となっております。

なお、福島消防署のデジタル無線については、表の欄外、一番下に記載してございま

すが、福島町の防災行政無線整備と合わせて他の補助制度を活用して実施することと

なっております。また、各町の負担額には、次の表に記載してございますが、知内町

分は国補助金が３，９７０万３千円ございますので、整備費１億２，３４７万２千円

から差し引いた８，３７６万９千円が負担金となりますが、これの財源につきまして

は、補正予算債及び防災減災事業債を充当することとなっております。なお、この事

業は、先ほども説明しましたが、予算を翌年度に繰り越して実施することとなってお

ります。また、この事業は２５年度と２７年度、２カ年で実施することとなっており

まして、２７年度の予定事業費については、上段の１番上、平成２７年度の欄に記載

のとおり、知内町分は８，３６３万４千円ということになってございますので、ご参

照いただきたいと思います。

続きまして、議案に戻ります。８５ページをお開きいただきたいと思います。２目

災害対策費に３９万９千円を追加し、１，０１１万１千円とするものです。内容は１

１節需用費で防災行政無線の修理費として３９万９千円を追加するものであります。

次に９９ページをお開きください。１２款１項公債費、１目元金に４千円を追加し、

６億３，３９９万８千円とするものです。内容は２３節償還金利子及び割引料に公債

費償還元金として不足が見込まれることから追加するものであります。

次のページです。２目利子から１０９万円を減額し、８，０１０万２千円とするも

のです。内容は２３節償還金利子及び割引料で公債費償還利子不用額１０９万円を減

額するものであります。以上で総務企画課関係の説明を終わらせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

それでは、５６ページをお開きください。５６ページ、３款民生費、１項社会福祉

費、１目社会福祉総務費に２２万６千円を減額し、７，４２４万７千円とするもので

あります。９節旅費で国の臨時福祉給付金事務用として旅費７万円の追加、２５節積

立金で地域福祉基金積立金として利息分２千円の追加、２８節繰出金で国民健康保険

特別会計繰出金として２９万８千円の減額であります。

次に３目の老人福祉費につきましては、補正額はありませんが、財源内訳の変更を

してございます。

次に５８ページ、４目心身障害者特別対策及び母子等福祉費に６１２万４千円を追

加し、１億１，４０７万２千円とするものであります。２０節扶助費で障害者介護給
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付費・訓練等給付費に５５０万円の追加、障害者の補装具給付費に６２万４千円の追

加でございます。これは不足が見込まれることから補正するものであります。

次に５目介護保険費に６６万２千円を追加し、８，９９８万３千円とするものであ

ります。２８節繰出金で介護保険特別会計繰出金として６２万２千円を追加するもの

であります。

次に６０ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費につきましては、補正額は

ありませんけれども、財源内訳の変更をしてございます。

次に２目の児童措置費につきましても、財源内訳の変更でございます。

次に６２ページ、３目児童福祉施設費につきましても、財源の内訳の変更をしてご

ざいます。次に４款衛生費、１項保健衛生費、２目の予防費に７２３万円を減額し、

２，４３０万１千円とするものであります。

１２節役務費につきましては、住民総合検診料から任意風しん等予防接種料につき

まして、不用と見込まれる額６０７万２千円を減額してございます。それから、１３

節委託料につきましては、生活習慣病検診委託料として１３０万円の減額、２３節償

還金利子及び割引料の平成２４年度女性特有のがん検診推進事業補助金返還金として

１４万２千円の追加であります。

次に６４ページ、３目の環境衛生費に３０万９千円を減額し、８６３万４千円とす

るものであります。７節賃金で蜂の巣駆除の賃金を予定しておりましたけれども、不

用と見込まれることから減額をしてございます。

次に４目の診療所費に１８９万円を減額し、１，６９０万７千円とするものであり

ます。１１節需用費で薬品購入代９１万円の減額、不用と見込まれる額の減額であり

ます。次に１５節工事請負費に旧湯の里診療所解体工事の執行残として９８万円の減

額であります。

次に６６ページ、５目の保健医療総合センター管理費に３９万８千円を減額し、１，

０９１万５千円とするものであります。１３節委託料で整形レセプトコンピューター

保守点検委託料１４万６千円の減額、健康管理システム保守料として２５万２千円の

減額、それぞれ不用と見込まれる額の減額でございます。

次に２項１目清掃費に３５０万８千円を減額し、２億５，７２９万５千円とするも

のであります。１９節負担金補助及び交付金の渡島西部広域事務組合負担金で３５０

万８千円の減額であります。これにつきましても、不用と見込まれる額の減額でござ

います。以上で生活福祉課の説明を終わらせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に産業振興課長。

◎ 産業振興課長（藤谷 亘）

続いて、産業振興課関係の補正について、ご説明致します。６８ページです。

５款労働費、１項労働費、１目労働費で１７４万円を減額し、１，３９２万円とす

るものです。内容については、１３節委託料で２４万円の減額、これは委託料の確定

により減額するものです。

１９節負担金補助及び交付金で１５０万円の減額、これは新規高卒者等雇用奨励事

業に該当者がなかったことから減額するものです。

次に６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費に５万円を減額して、４０

２万７千円とするものです。内容については、９節旅費で不用と思われる５万円を減

額するものです。
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次に３目農業振興費に１０６万２千円を減額して、１億１，８５１万２千円とする

ものです。１９節負担金補助及び交付金で１０６万２千円の減額をするものです。内

容については、新規就農青年就農給付金は、所得制限により２人が非該当となり、３

００万円を減額するものです。次に所得補償制度推進事業補助金は事業費の確定によ

り６万２千円を減額するものです。次に地域づくり総合交付金事業補助金は、２００

万円の追加で、これはニラハウスビニール等整備事業交付金で追加配分があったこと

から追加をするものです。

次に農地費に１，１５０万９千円を追加し、２，８３７万３千円とするものです。

内容については、１９節負担金補助及び交付金に道営農業農村整備事業負担金として

１，１５０万９千円を追加するものです。内訳として、重内地区に５００万５千円追

加、重内第２地区に６５０万４千円の追加であります。事業概要としては、重内地区

は用水路工、２路線で延長２，７０１ｍ、また、重内第２地区は用水路工、２路線で

延長２，３００ｍ及び暗渠排水の調査設計となっております。なお、本事業は繰越事

業で実施します。

次に２項林業費、２目林業振興費に３７万５千円を減額して、３，１００万５千円

とするものです。内容については、１３節委託料で２委託事業の執行残として２５万

円を減額するものです。１７節公有財産購入費は用地買収費の執行残１２万５千円を

減額するものです。１９節負担金補助及び交付金は追加と減額の差引でゼロでありま

す。森林整備対策事業補助金につきましては、２５０万円を追加するものです。内訳

としては、間伐等で事業量の増が見込まれることから追加するものです。次に知内町

地域材活用住宅助成で事業量の残が見込まれることから２５０万円を減額するもので

す。

次に３目造林事業費１７３万４千円を減額して、２，０３６万５千円とするもので

す。内容については、１３節委託料で町有林整備事業の確定により執行残として１７

３万４千円を減額するものです。

次に３項水産業費、２目水産振興費に６８６万３千円を減額して、３，９４９万円

にするものです。財源内訳は、道補助金で２７７万８千円の追加、地方債で１，１０

０万円の追加、その他は積立金繰入で８４３万７千円の減額、一般財源が２３０万４

千円の減額です。内容については、７節賃金及び１４節使用料及び賃借料でそれぞれ

不用額を減額するものです。１９節負担金補助及び交付金で６７３万６千円を減額す

るものです。内訳としては、沿岸漁業増大対策事業は１５０万円の減額、これはアワ

ビ１万個の放流を致しましたが、エゾバフンウニ種苗の放流では、平成２４年と２５

年の夏場の高水温を影響が考えられ、ウニの種苗が確保できなかったため中止したこ

とによるものです。次に地域づくり総合交付金事業の養殖漁場整備では４４万円の減

額、これは養殖施設数の変更と入札減です。次に農林漁業セーフティネット資金利子

助成は１１万円の減額、これは申請者数の減によるものです。次に漁労活動支援対策

事業は１６６万円の減額、これは涌元漁協の漁具保管倉庫の新設で、工法変更したこ

とから本年度事業を中止にしたことによるものです。次に沿岸漁業経営改善利子助成

事業は１９万２千円の減額、これは申請者数の減によるものです。次に漁業収入安定

対策事業は１２９万円の減額、これは漁業共済で申請者数の減によるものです。次に

水産多面的機能発揮対策事業負担金は１５４万円の減額、これは事業の実施にあたり

協議等に時間を要したことなどによる一部適期に事業ができなかったことによるもの

です。
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次に７款商工費、１項商工費、２目商工振興費に１０万円を減額して、１，８０２

万３千円とするものです。内容については、１９節負担金補助及び交付金で、本イベ

ントに出店しなかったことから不用額を減額するものです。

次に３目観光費に２０万２千円を減額して、１，１３４万円とするものです。内容

については、さわやかトイレ手洗い器温水自動水栓の修理に不足が生じたことから７

節賃金に１万１千円、１６節原材料費に１４万７千円をそれぞれ追加するものです。

次に都市と地方との交流推進事業の執行残として１２節役務費で３０万円、１４節使

用料及び賃借料で６万円をそれぞれ減額するものです。以上でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

７７ページでございます。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費から２４

３万円を減額し、３，０９５万５千円とするものでございます。１９節負担金補助及

び交付金で住宅耐震等補助金を２４３万円減額するものです。今年度広報誌に制度内

容を２度掲載し、町内の建築業者への説明会を開催し、更には固定資産納税者への制

度案内文書を送付するなどして周知を図ってまいりましたが、結果、実績はゼロでご

ざいました。今後とも引き続き、周知、広報活動をしてまいりたいと考えております。

次のページ、７８ページをお開きください。２目下水道整備費から７７３万３千円

を減額し、１億８，４７２万２千円とするものでございます。１９節負担金補助及び

交付金で浄化槽の事業費確定による減額、２５節委託金で基金利率確定により４万７

千円の追加、２８節繰出金で特別会計繰出金の確定により４４４万円の減額でござい

ます。

７９ページでございます。２項道路橋梁費、２目道路維持費に４２８万８千円を追

加し、６，６２７万円とするものでございます。１３節委託料で道路ストック総点検

委託業務に国の補正予算成立を受け４５０万円を追加し、また路面性状調査委託の事

業費確定により２１万２千円の減額でございます。この道路総点検の中身につきまし

て、説明資料でご説明致しますので、説明資料見出し４の１ページをお開きください。

まず、道路ストック総点検のこの定義でございますが、これまで整備された舗装、橋

梁、照明、標識、法面、擁壁等の構造物など道路に関する整備済み施設をストックと

言います。笹子トンネル事故以来、道路の安全対策が喫緊の課題となっています。国

土交通省では、２０１４年度から老朽化対策を重点的に取り組むこととしており、当

町におきましても、第三者災害防止の観点から道路ストックの損傷状況を把握し、維

持管理更新計画策定のための点検を実施するものでございます。点検項目につきまし

ては、中程の表にあります。橋梁から舗装までございますが、橋梁及び道路付属物の

照明と標識類の点検につきましては、平成２６年度予算に計上しております。法面と

構造物７０箇所の点検を今回、補正で計上した部分でございます。また、舗装につき

ましては、今年度予算で路面性状調査として点検終了してございます。また、３番目

その他に書いてございます橋梁長寿命化にかかる点検、これにつきましても５年に１

度の義務づけでありまして、今回の後ほど出てまいります補正予算で計上してござい

ます。

次に８０ページをお開きください。３目橋梁維持費に１，７８９万４千円を追加し

て、３，８０５万６千円とするものでございます。１３節委託料で前浜橋、上の沢橋

の調査設計委託料が事業費確定により３件合わせて７０万６千円の減額、先ほど説明



- 14 -

させていただきました橋梁点検委託料に７７０万円の追加でございます。１５節工事

請負費では、事業費確定により１３０万円の減額と国の補正予算成立により２６年度

事業の前倒しとして柳橋補修工事１，２３０万円を追加するものでございます。柳橋

補修工事の場所、内容につきましては、説明資料４の３ページをご覧いただきますよ

うお願い申し上げます。

続きまして、８１ページでございます。４目道路橋梁改良工事費ですが、財源内訳

の変更でございます。町道森越稲荷改良舗装工事に全額地方債を充てる予算でござい

ましたが、一部交付金措置できることからの組み替えでございます。

次のページ、８２ページをお開きください。３項河川海岸費、１目河川総務費から

４０万円を減額して７４２万９千円とするものです。１６節原材料費で河川維持補修

原材料費不用額と見込まれる４０万円を減額するものです。以上で説明を終わらせて

いただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に教育次長。

◎ 教育次長（村上芳二）

それでは、８６ページをお開き願います。１０款教育費、１項教育総務費、１目教

育委員会費に１万７千円を追加し、２５１万７千円とするものでございます。内容に

つきましては、任期満了に伴う教育委員の選任にかかる委員報酬として１万７千円を

追加するものでございます。

次に８７ページ、２目事務局費から３９４万４千円を減額し、１億１，８５９万９

千円とするものでございます。内容につきましては、１３節委託料で教職員が対象の

各種検診や検査にかかる委託料で不用と見込まれる１３万円の減額と、１５節工事請

負費の教職員住宅の解体工事にかかる入札執行残として１６万円を減額し、２１節貸

付金では、奨学資金の借入申込みが当初見込んでおりました人数より少なかったこと

から不用と見込まれる３７２万円の減額と、２５節積立金では教育振興基金の運用利

子分として６万６千円を追加するものでございます。

次に８８ページ、３目学校給食センター費に１９万２千円を追加し、６，５５６万

４千円とするものでございます。内容につきましては、３節職員手当等で扶養家族の

異動に伴う不足分として３万５千円の追加と、１１節需用費の光熱水費で重油代に不

足が見込まれることから２５万円を追加し、１３節委託料の空調機定期点検業務委託

料で不用と見込まれる９万３千円を減額するものでございます。

次に８９ページ、２項小学校費、１目学校管理費から２３万９千円を減額し、４，

７７５万９千円とするものでございます。内容につきましては、７節賃金で特別教育

支援員の異動に伴い、不用と見込まれる５０万円の減額と、１１節需用費の光熱水費

で灯油代と電気料に不足が見込まれることから６９万円を追加し、１３節委託料では

各種保守点検委託料で不用と見込まれる２４万円の減額と、１５節工事請負費の湯ノ

里小学校プール屋根改修工事で入札執行残として１８万９千円を減額するものでござ

います。

次に９０ページ、３項中学校費、１目学校管理費から３６２万円を減額し、４，３

１１万９千円とするものでございます。内容につきましては、８節報償費の心の教室

相談員の異動に伴い、開設時期が２カ月程度遅れたことから不用と見込まれる謝金１

４万円を減額し、１１節光熱水費で灯油代と電気料に不足が見込まれることから１０

５万１千円を追加し、１８節備品購入費ではスクールバスの購入にかかる入札執行残
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として５２０万円の減額と音響設備などの学校管理備品の更新に伴い６６万９千円を

追加し、差引４５３万１千円減額するものでございます。

次に９１ページ、４項高等学校費、１目学校管理費から４２万円を減額し、２億４，

７１１万９千円とするものでございます。内容につきましては、１１節需用費の光熱

水費で重油代と電気料に不足が見込まれることから７５万９千円の追加と、１４節使

用料及び賃借料の教職員住宅維持補修足場借上料で不用と見込まれる１１万１千円を

減額し、１５節工事請負費の陸上競技場夜間照明設置工事及び教職員住宅解体工事に

かかる入札執行残として合わせて２９万円の減額と、１９節負担金補助及び交付金の

バス通学生交通助成については、対象生徒が当初の見込みより少なかったことから不

用と見込まれる７７万８千円を減額するものでございます。

次に９２ページを５項幼稚園費、１目幼稚園管理費につきましては補正額はありま

せんが、入園料並びに保育料の減額に伴う財源の組み替えでございます。

次に９３ページ、６項社会教育費、１目社会教育総務費から９６万円を減額し、１，

０１８万円とするものでございます。内容につきましては、放課後子ども教室の開催

に伴い、お手伝いをしていただいております教育活動支援員が当初予定していた人数

より少なかったことから８節報償費で１６万円の減額と材料費等が安く購入できたこ

とから１１節需用費で３０万円を減額し、１９節負担金補助及び交付金の文化・スポ

ーツ振興事業助成では、当初予定されておりました事業が確定したことから不要と見

込まれる５０万円を減額するものでございます。

次に９４ページ、２目公民館費に２０万９千円を追加し、４，０１７万２千円とす

るものでございます。内容につきましては、８節報償費のスクールステージフェア開

催にかかる事業が終了したことに伴い、不用と見込まれる１４万円の減額と１１節需

用費の光熱水費で重油代と電気料に不足が見込まれることから１４０万５千円を追加

し、１５節工事請負費のふれあい工房及び中央公民館外壁改修工事にかかる入札執行

残として合わせて５６万２千円の減額と、１８節備品購入費の公民館イス更新にかか

る執行残として１０９万２千円を減額するものでございます。なお、社会教育振興の

一部に充てていただきたいということで実は寄付を受けたところでございますが、使

い道につきまして、町内の読書サークル等の団体から幼児から児童生徒にかかる図書

の充実の要望があり、その関連する経費として書架制作にかかる７節賃金と１６節原

材料費に合わせて９万８千円の追加と８節の備品購入費に図書購入分として５０万円

を追加するものでございます。

次に９５ページ、３目郷土資料館費に４万６千円を追加し、１，６５６万円とする

ものでございます。内容につきましては、３節職員手当等で住居手当に不足が見込ま

れることから４万６千円を追加するものでございます。

次に９６ページ、４目青少年交流センター管理費については、補正額はありません

が、センターの維持補修にかかる７節賃金と１６節原材料費の組み替えでございます。

次に９７ページ、７項保健体育費、１目保健体育費に２２万４千円を追加し、３，

０６２万２千円とするものでございます。内容につきましては、７節賃金でスポーツ

施設の維持補修賃金に８万円の追加と１１節需用費で光熱水費の電気料と消耗品に不

足が見込まれることから合わせて２４万６千円を追加し、１５節工事請負費のスポー

ツセンター屋外非常階段改修工事にかかる入札執行残として１０万２千円を減額する

ものでございます。

次に９８ページ、２目町民プール及び子ども交流センター建設事業費から１９３万
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２千円を減額し、４億７，７３２万円とするものでございます。内容につきましては、

町民プール及び子ども交流センターの建設に伴う設計者選定にかかる８節報償費並び

に実施設計にかかる１３節委託料が確定したことから不用と見込まれる額合わせて１

９３万２千円を減額するものでございます。以上で教育委員会関係の補正予算とさせ

ていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が途中ですが、ここで暫時休憩致します。

再会は１１時１５分と致します。

（ 休憩 午前１１時０２分 ）

（ 再会 午前１１時１６分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

歳出の説明が終わりましたので、続いて、歳入並びに地方債、繰越明許費の説明を

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

それでは、５ページをお開き願いたいと思います。１款町税、１項町民税、１目個

人から１１８万２千円を減額し、１億５，１０８万１千円とするものです。内容は現

年課税分で当初の所得増加見込みに対し、減少したことから４９１万円の減額、滞納

繰越分では、徴収率のアップにより３７１万８千円を追加するものです。

次に２目法人、９３７万９千円を追加し、３，３６３万９千円とするものです。内

容は法人税割の増加に伴い追加するものであります。

次に２項固定資産税、１目固定資産税から１，３２９万円を減額し、４億５，８２

４万１千円とするものです。内容は現年課税分で、償却資産分が当初見込みに比較し

減少となったことから１，４７５万１千円を減額し、滞納繰越金では、徴収率のアッ

プにより１４６万１千円を追加するものです。

次に３項１目軽自動車税から１４万３千円を減額し、１，０１５万９千円とするも

のです。内容は本年度収入見込額により減額するものです。

次に４項１目たばこ税に９１８万円を追加し、４，５５５万７千円とするものです。

内容は当初収入見込額に比較し、たばこの消費本数が増加したことから追加するもの

であります。

次に７款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金、１目自動車取得税交付金

に１００万円を追加し、８５０万円とするものです。内容は本年度収入見込額により

追加するものであります。

次に８款１項１目地方特例交付金に３１万５千円を追加し、８１万５千円とするも

のです。内容は本年度収入見込額により追加するものであります。

次に９款１項１目地方交付税に２，７１６万７千円を追加し、２０億１，８９９万

６千円とするものです。内容は３月交付の特別交付税見込額により追加をするもので

あります。

次に１１款分担金及び負担金、２項負担金、２目民生費負担金から２６万９千円を

減額し、１，４０８万８千円とするものです。内容は保育料負担金で本年度収入見込

額により減額するものであります。

次に１２款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料から１２６万９千円を

減額し、１９８万円とするものであります。内容は保育所使用料で本年度収入見込額
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により減額するものです。

次に６目教育使用料から１２５万３千円を減額し、３３８万円とするものです。内

容は高等学校入学検定料から幼稚園保育料までそれぞれ収入見込額により減額をする

ものであります。

次に１３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金に３６４万３千円

を追加し、１億１，７６６万９千円とするものです。内容は障害者介護給付訓練費等

給付費負担金及び障害者補装具費負担金で本年度扶助費の確定見込みにより合計３０

６万３千円の追加、保険基盤安定制度負担金では、今年度収入見込みにより５８万円

を追加するものであります。

次に２項国庫補助金、１目土木費国庫補助金に１，３７２万５千円を追加し、５，

２４８万１千円とするものです。内容は浄化槽設置整備国庫補助金で事業費の確定見

込みにより２９万４千円の減額、社会資本整備総合交付金では、国の２５年度補正予

算で採択された橋梁長寿命化補修事業で１，１７７万５千円の追加、道路取得総点検

事業で２７３万円の追加であります。また、公営住宅長寿命化計画策定委託及び路面

性状調査事業では、それぞれ事業確定により減額をするものであります。また、住宅

耐震改修等国庫補助金では、今年度事業申請がなかったことから１０１万７千円を減

額し、地域の元気臨時交付金では、町道森越稲荷線改良舗装事業分として８０万円を

追加するものです。

次に２目教育費国庫補助金に６２万９千円を追加し、１，８５５万４千円とするも

のです。内容は公立高等学校授業料不徴収交付金で、本年度収入見込額により追加す

るものです。

次に３目民生費国庫補助金に７万円を追加し、９９万５千円とするものです。内容

は臨時福祉給付金給付事業で事務費分として収入見込額を追加するものです。

次に４目総務費国庫補助金に１９万７千円を追加し、４，５７６万５千円とするも

のです。内容は地域の元気臨時交付金で木質バイオマスボイラー施設等実施設計委託

料の事業費確定により８０万円を減額し、新たな難視対策事業助成金では、事業費の

増加に伴い２組合分９９万７千円を追加するものです。

次に３項委託金、１目総務費委託金から１６５万円を減額し、６４０万円とするも

のです。内容は参議院議員通常選挙委託金で事務費の確定に伴い減額するものです。

次に１４款支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金で７２万７千円を追加し、

７，８３８万８千円とするものです。内容は障害者介護給付訓練費等給付費負担金及

び障害者補装具費負担金で本年度扶助費の確定見込みにより１５３万１千円の追加、

保険基盤安定制度負担金では、本年度収入見込額により８０万４千円を減額するもの

です。

次に２項道補助金、２目民生費道補助金から７７万９千円を減額し、１，５２０万

４千円とするものです。内容はひとり親家庭等医療費道補助金で２１万２千円の減額、

乳幼児医療費道補助金で５６万７千円の減額ですが、それぞれ扶助費確定見込みによ

り減額するものです。

次に３目農林水産業費道補助金に１６９万円を追加し、３億３，２９０万３千円と

するものです。内容は農業費道補助金で新規就農青年就農給付金、戸別所得補償推進

制度事業補助金、地域づくり総合交付金事業でそれぞれ事業費の確定見込みにより減

額、追加し、食料供給基盤強化特別対策事業補助金では、事業の追加に伴い２地区分

２０８万４千円を追加するものです。また、林業費道補助金では、造林事業費補助金
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から再生可能エネルギー等導入推進事業補助金まで、それぞれ事業費の確定により、

減額、追加するものです。更に水産業費道補助金では、地域づくり総合交付金事業養

殖漁場整備事業分として追加交付があったことから、２７７万８千円を追加するもの

であります。

次に４目教育費道補助金から３０万６千円を減額し、８２万２千円とするものです。

内容は放課後子ども教室推進事業で事業費確定見込みにより減額するものでありま

す。

次に６目労働費道補助金から２４万円を減額し、１，３６７万４千円とするもので

す。内容は緊急雇用創出推進事業、地域材利用推進事業の事業費確定見込みにより減

額するものです。

次に１５款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入から１０６万８千円を

減額し、１，６０９万９千円とするものです。内容は教員住宅使用料で本年度収入見

込額により減額するものです。

次に２目利子及び配当金に１６９万７千円を追加し、３９７万３千円とするもので

す。内容は財政調整基金利子から出資配当金まで、それぞれ利子及び配当金の本年度

収入見込額を追加するものであります。

次に２項１目財産売払収入から２２８万１千円を減額し、２，３４７万４千円とす

るものです。内容は町有林売払収入として３００万円の減額、町民プール解体材の物

品売払収入として７１万９千円を追加するものですが、それぞれ本年度収入見込額に

よるものであります。

次に１６款１項１目寄付金に５０万円を追加し、１２０万円とするものです。内容

につきましては、町の子どもたちのためにと町民からのご寄付があったことから追加

するものであります。

次に１７款繰入金、２項基金繰入金、１目積立金繰入金から８，２１８万４千円を

減額し、７，９８４万２千円とするものです。内容は教育振興基金繰入金から公共施

設等整備基金繰入金までそれぞれ事業費の確定見込み並びに一部起債等の充当による

財源の組み替えにより減額するものであります。

次に１９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金に３３万円を追加し、

３３万１千円とするものです。内容は本年度収入見込額により追加をするものです。

２項預金利子、１目預金利子に１１万３千円を追加し、２１万３千円とするもので

あります。内容は本年度収入見込額により追加をするものです。

次に４項受託事業収入、２目民生費受託事業収入に２２万１千円を追加し、８１万

８千円とするものです。内容は後期高齢者医療広域連合受託事業収入で、健康診査分

として追加するものであります。

次に５項雑入、１項雑入に９０万９千円を追加し、２，８４３万４千円とするもの

であります。内容は重度ひとり親家庭等医療費戻入から住民総合健診料等まで、それ

ぞれ収入見込額により追加及び減額をするものであります。

次に２目診療所収入から８２万９千円を減額し、１，３１５万１千円とするもので

す。内容は本年度収入見込額により減額をするものであります。

次に２０款１項町債、２目土木債に５９０万円を追加し、４，４００万円とするも

のです。内容は過疎地域自立促進特別事業債で浄化槽設置整備事業及び公営住宅長寿

命化計画策定委託で事業費の確定見込みによりそれぞれ追加し、橋梁長寿命化補修事

業については、事業の追加により５００万円を追加するもので、道路橋梁債では事業
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費の確定により町道森越稲荷線改良舗装事業分として８０万円を減額するものであり

ます。

次に３目教育債に４，０１０万円を追加し、１億８，３８０万円とするものです。

内容はスクールバス整備事業債は、事業費の確定により５２０万円の減額、過疎地域

自立促進特別事業債では、高校バス通学生交通費助成事業で事業費の確定により８０

万円の減額、文化・スポーツ振興助成事業は、基金繰入から財源組み替えにより６０

０万円の追加、教育福祉施設等整備事業債では、町民プール及び子ども交流センター

建設事業に４１０万円を追加するものであります。

次に４目消防債に８，３２０万円を追加し、１億３４０万円とするものです。内容

は消防施設整備事業債で消火栓更新整備事業から消防救急デジタル無線実施設計委託

料までは事業費の確定によりそれぞれ減額をし、消防救急デジタル無線整備では、事

業の追加により８，４９０万円を追加するものであります。

次に６目農業債に６４０万円を追加し、１，８６０万円とするものです。内容は道

営農業農村整備事業で事業の追加により、２地区分合わせて６４０万円を追加するも

のです。

次に７目労働債から１５０万円を減額し、ゼロとするものです。内容は過疎地域自

立特別対策事業債で新規高卒者等雇用奨励事業助成分として事業費確定見込みにより

減額するものです。

次に８目林業債から５２０万円を減額し、１，１１０万円とするものです。内容は

公有林整備事業債及び過疎地域自立促進特別事業債で事業費確定見込みによりそれぞ

れ減額をするものです。

次に９目衛生債から３０万円を減額し、８０万円とするものです。内容は過疎地域

自立促進事業債で事業費確定見込みにより水疱瘡等ワクチン接種事業分を減額するも

のです。

次に１０目商工債に１８０万円を追加し、１８０万円とするものです。内容は過疎

地域自立促進特別事業債で事業費確定見込みによりそれぞれ追加するものでありま

す。

次に１１目総務債に３９０万円を追加し、２億２，３５０万円とするものです。内

容は過疎地域自立促進特別事業債でブロードバンド利用モニタリング調査で事業費確

定に伴い２００万円を減額、知内町ふるさと創生事業で、基金繰入から財源組み替え

により１，１５０万円を追加、緊急防災減災事業債庁舎耐震改修事業では、事業費確

定により２６０万円を減額、庁舎暖房改修事業債の木質バイオマスボイラー施設等実

施設計委託では、道補助金の交付により３００万円を減額するものであります。

次に１２目水産業債に１１０万円を追加し、１１０万円とするものであります。内

容は過疎地域自立促進特別事業債で事業費確定見込みにより、水産物販路拡大助成事

業に追加するものであります。

次に３ページをお開きいただきたいと思います。第２表地方債補正であります。変

更で過疎地域自立特別事業債５，４２０万円を７，４２０万円に、道路橋梁債は２，

２４０万円を２，１６０万円に、スクールバス整備事業債２，０００万円を１，４８

０万円に、教育福祉施設整備事業債１億５，３８０万円を１億５，７９０万円に、消

防施設整備事業債２，０２０万円を１億３４０万円に、農業基盤整備事業債５８０万

円を１，２２０万円に公有林整備事業債８２０万円を５５０万円に、緊急防災減災事

業債２億１，４６０万円を２億１，２００万円に、庁舎暖房改修事業債３００万円を
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ゼロにそれぞれ限度額を変更するものであります。なお、記載の方法、利率、償還の

方法については、変更ございません。

次のページです。第３表繰越明許費補正です。追加で、平成２５年度予算のうち次

の事業予算につきましては、２６年度へ繰り越すものであります。２款総務費、１項

総務管理費で新たな難視対策事業費補助事業助成金３，５９６万５千円、矢越山荘建

設工事８，９０７万円、６款農林水産業費、１項農業費、道営農業農村整備事業１，

２２２万９千円、８款土木費、２項道路橋梁費、道路ストック総点検委託４５０万円、

橋梁点検委託７７０万円、柳橋補修工事１，２３０万円、９款１項消防費、消防救急

デジタル無線整備事業８，４９３万６千円、１０款教育費、７項保健体育費、町民プ

ール及び子ども交流センター建設事業４億４，３９６万５千円、以上８事業合わせま

して、６億９，０６６万５千円を平成２６年度へ繰り越すものでございます。以上で

説明を終わらせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑は先例により歳出から款毎に行います。

最初に１款議会費、ありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、次に２款総務費。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

５３ページ、防犯灯の新設でちょっとお尋ねします。隣の町は、自治体で役場で持

っていないので、町内会負担ということで随分、最小限に抑える取組をしているそう

ですけれども、この新設に関して、知内町の場合、考え方として、照度、明るさです

ね、そういった基準等設けてやっているのか、そして、このある程度の最低基準、こ

こにまだ達していないという域があって、こういう新設を行うのか、その辺、どうな

んですか。あくまでも町内会から要望があれば、新設という考え方なのか。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。防犯灯の移設、新設については、原則町内会からの要望ですが、

新たに住宅ができただとか、そういうことで今までは要望が来ております。そういう

ことであれば、うちの方も新設、移設等してございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

あくまでも基準はないということですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

失礼致しました。国道淵については、だいたい８０ワット、それから、国道から中

に入った道道だとか、町道だとかは、だいたい４０ワット、６０ワットということで

設置をしてございます。

◎ 議 長（伊藤政博）
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ほかに総務費、２款ありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、次に３款民生費。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

５８ページの障害者介護給付金等、不足が生じたということで追加とありますけれ

ども、ここに訓練等の給付金も追加ということになりますけれども、今までの訓練の

追加なのか、それとも、やっている経過の中で新しい訓練が加わっての追加なのか、

その辺の確認をお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

これにつきましては、今、既存の入っている人が人数も増えるわけですから、その

関係で給付費が増えているということでご理解をいただきたいと思います。したがっ

て、訓練をする人の数がまず増えるということはあるんですけれども、内容が変わる

ということではないということでご理解をいただきたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ちょっとネットの中で出てきたことなんですけれども、例えば、下半身麻痺の訓練

なんですけれども、それぞれに対して通常の訓練とまた新たな方法、要するに厚生労

働省から提案された訓練の方法等を勘案して、その年度で確か訓練方法、内容を変え

たというちょっと経過があったんですけれども、それらの工夫というのは、あくまで

も予算の中で確定をすればそのままということなのが、臨機応変にその都度、その人

に対応した訓練の方法、効果的な訓練の方法を探るということなのか、その辺の考え

方。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

説明致します。これらについては、そこそこの施設にお任せしていますので、その

施設の中で必要な訓練を実施するということになっていると思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

例えばですね、これはまた違うところなんですけれども、下半身不随というか押し

車、何て言うのか分かりませんけれども、寄っかかって歩くような歩行機能訓練です

か、そういうのもありますよね。それが車、２輪の障がい者用の改良編なんですけれ

ども、ペダルが付いているんですけれども、３輪駆動みたいになっていて、ペダルに

足を掛けて動かすことによって、下半身の麻痺の訓練、要は足を動かすという、それ

によって歩行が可能になるだとか、いろいろあるわけですよね、それは特許を取って、

要するに自分の力だけではない、車の力もあるそうなんですけれども、要は動かない

足を動かせてやるという訓練だそうですけれども、だから、そういうことをすること

によって、劇的に症状が改善されたという例もありますので、その辺、確かに施設の

問題なのかもしれませんけれども、町としてそういう訓練にまたちょっと手厚い考え
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方を投げかけてやれば、要するに障害の程度も軽くなるわけですから、負担軽減にも

繫がりますし、そういう投資というのはどうなんですか。あくまでも施設任せという

ことですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

まず、ここで言っているのはですね、ある程度、障害が固定した人なんですね。で

すから、今、通常、ケガをして入院をして、そこでやるまず、訓練と言いますか、リ

ハビリとは違うということです。ですから、ここに心身障害者として認定をされた人

がそれぞれの施設等で訓練をする、施設に入所をしたり、あるいは、グループホーム

に入ってですね、そして、生活をしている中で通常の生活訓練をしていくということ

ですから、そこはやはり施設にお任せするというのが原則になるのかなと思います。

以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）

３款民生費であります。ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、次に４款衛生費。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

蜂の駆除なんですけれども、以前、外注に出すというお話ありましたよね。その後

の経過どうなったんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

６４ページの蜂の巣の駆除の関係で、２５年度は蜂の巣駆除の賃金ということで計

上させていただきました。それで、以前にもご指摘をいただきまして、私どももそれ

ぞれの町内の団体等にお願いができないかということでいろいろ協力を依頼したんで

すけれども、なかなか受けていただく団体が今のところない。それから、いろいろ条

件がありまして、作業員の服務状態ですとか、いろいろそういうことがありましてで

すね、受けていただく団体がなかったということで、賃金、補助員ということで、職

員の補助員ということで１名分の賃金を計上したんですけれども、たまたま募集をし

たところ、申込みがなかったと。それで、個別にもあたったんですけれども、やって

いただく方がいなかったということで、職員で対応しています。それで、新年度につ

きましてもですね、実は法人等にお願いをしたいということで考えていたんですけれ

ども、今のところ、難しいのかなということで賃金で計上しておりますので、当分の

間、職員を中心に補助員ということで作業を進めていきたいなということで考えてお

ります。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

報道で自治体の職員が作業中にケガをしたと。それは蜂の巣に限ってのことではあ

りませんけれども、それで、訴えられたという事例、最近、確か道新だったと思うん

ですけれども、見た記憶がございます。そういう意味では、安全管理の上で、万全だ

ということなんですか。今日、たまたま郷土資料館で雪下ろし、屋根のしていた状況
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があったものですから、補助ロープしていたわけでもありませんので、そういう指導、

徹底がなされているのか、そういう都度やることによって、職員が自らやることによ

って管理、課長なのか、それとも、本人なのか、町長なのか、その辺の徹底というの

は、どこで徹底させるんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

説明致します。職員の蜂等作業に入る段階では、職員命令ということで、私どもの

方で、担当課長の方でしております。それで、私どもの方では、ある程度の作業の高

さというのを限定しています。したがいまして、２階にあるですとか、３階にあるよ

うなものについては、職員で対応できないものですから、これらについてはですね、

消防署にお願いする部分もあるわけです。ですから、消防署の方でもそれらの作業に

あたってはですね、ロープを付けるとか、はしごに頑丈な作業員を何人か付けるとい

うようなこともしていただいてですね、今、作業をしているという状況で、ある程度

の一定のところまでは町の職員でやれますが、それ以外はできない部分については、

個別にどなたか業者を頼んでいただくか、または消防署で対応できるものについては、

消防署の方で対応をしていただくというような整理をしてございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

あくまでも、万が一のときがあったときには、訴えられてもそれなりの対応はでき

るということですか。

それで、次、旧湯の里の解体がありますけれども、予算の中で現状、２６年１月現

在の利用状況ありますけれども、過去のちょっと２５年持ってくるの忘れたものです

から、過去のデータと比べてどうなんですか。新たに新設して利用患者が増えている

のか、またはどうなのかという。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

ご説明致します。６５ページの湯の里診療所の関係だと思いますけれども、これに

つきましては、現在のところ、患者数には大きな増減というのはないです。したがい

まして、今まで来られた方についてはですね、移動しまして、バス停が近くなったと

いうことで函館バスを利用できるということでは評価をいただいているという状況で

あります。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

議会の中で上がる段階で、ブザーを押せば職員が対応してくれるんだという話があ

りましたけれども、そのときは確か１名か２名対象者いたという記憶がありますけれ

ども、その後、対象者は増えていなくて、またそういう方がいれば、職員が対応して、

別に苦情等ないという考えでよろしいですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。
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◎ 生活福祉課長（大野 樹）

１階部分にインターホンを付けましてですね、職員がすぐ迎えに行く状態をつくっ

ておりますけれども、これを使った状況というのはないということで、それぞれ高齢

者の方も手すりを使って大丈夫ですということをいただいておりますので、今のとこ

ろ大丈夫だと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

４款衛生費、ほかにありませんか。５番、谷口君。

◎ ５ 番（谷口康之）

６３ページの役務費の方で、今回、ほとんど全部減額になって、実績報告書を見ま

すと、脳検診の方も今まで人気があったやつも検診率がパーセント的に下がっている

のかなと思うんですけれども。それと、その要因はどのようなことになっているのか。

それからもう１つですね、今までも何回も問題になっていますが、子宮頸がん、こ

れは子どもさんの自主的なものだと思うので、この辺について、うちの町としては、

子どもさんたちの対応というか、自主検診の部分についての啓蒙、啓発というか、そ

ういうものをどのような形でやってきているのか、まず、お知らせ願いたいと思いま

す。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

説明致します。脳検診、１００名から１３０名にということにしました。それで、

今回ですね、この３月まで１３０人全て１００％埋まっております。したがって、

１人か２人、もしかするとキャンセルになる可能性はありますが、今のところ１００

になる予定です。

それから、今回、減額の大きな要因として子宮頸がんのワクチンの接種が１２３万

円減額しております。これにつきましては、２５年４月から定期接種となっておりま

すけれども、副作用等が疑われる報告があったことから、厚労省が６月から接種の積

極的な勧奨を中止したという状況があります。ですから、この状況を基に保護者にそ

れらを伝えた結果として、１２３万円が残ったということであります。それで、今、

現在、厚労省の方でもいろいろ副作用の原因等、まだ調査している段階で、まだいろ

いろと協議中ということで、現在も積極的な勧奨は控えるようにということの内容の

文書で来ております。したがいまして、当面はこのような状況になるのかなと思って

おります。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかにありませんか。８番、吉田君。

◎ ８ 番（吉田峰一）

今、５番議員さんがお話した１２の役務費なんですけれども、６００万円減になっ

たということは、単に金額では言えないだろうと思いますけれども、町民の健康状態

というのは、どうなったんだろう。例えば、総合的に見たときに良いのか、悪いのか

という判断ですけれども、その辺はどう考えますか。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

説明致します。全体のことで今、執行残が２，６００万円のものが６００万円落と
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しているということでご指摘だと思います。したがいまして、私ども医療費の方を調

べております。それで、国民健康保険の医療費の状況でいきますと、１人当たりの金

額がですね、２年前と比較して１人当たり３万円くらい落ちているんですね。したが

って、予防効果は現れているということで思っております。したがいまして、今回、

減額をしておりますけれども、従来と変わらない状況の検診状態ではあると。したが

って、検診イコール結果として結びついたのかどうかというのはこれからいろいろ精

査しなければなりませんけれども、国民健康保険の一般の給付費が落ちているという

ことでご理解をいただきたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

６番、泉君。

◎ ６ 番（泉 政栄）

先ほどの５番議員さんの関連した質問なのですが、子宮頸がんについて絞ってお聞

き致します。先ほど、積極的な対応というか、積極的に勧誘しないという話だったん

ですが、もし、希望者がいて、接種してくださいと言った場合は、どのようになるの

かということを１点とそれから、道新の夕刊だったと思うんですけれども、このワク

チンにちょっと不具合を生じるアルミニウムとか書いてあったと思うのですが、その

ようなものが混ざっていて、それが不具合を起こす原因ではないかというふうな記事

が載っていました。それをちょっと頭にあったものですから、町長の行政執行方針に

も推移を見守るというふうになっておりましたが、ちょっと気になるのは、希望すれ

ば接種を受けられるのかどうかということ１点お願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

説明致します。私どもの方では、積極的には勧奨しないということで説明しており

ますけれども、保護者の方がですね、子どもさんに接種をしたいという場合について

は、それは個人の決定でありますので、町の方でだめですということになりませんの

で、その場合は、接種をしております。現に６月以降も何人か接種してございます。

それから、原因の特定ができないという、いろいろな原因はあるんだろうと思うんで

すけれども、因果関係については、まだワクチンと副作用がどうなのかということに

ついては、まだ決定事項ではありませんので、今、厚労省の専門部会が一生懸命審議

をし、調査をしているという段階ですので、私どもの方では、その状況を見た中で、

今後、進めていくようになるのかなと思います。以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）

６番、泉君。

◎ ６ 番（泉 政栄）

ちょっと心配なのは、原因が分からなくて、発症例も少ないけどあるということで

すよね、そういうときの希望者に対しての念書とか、そういう必要はないんですか。

ちょっと教えてください。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

説明致します。当然、病院の方では同意書をいただくということになります。保護

者の同意書ですね。ですから、後の接種をすることについての同意をもらうというこ
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とであります。後の例えば、因果関係はっきりしませんけれども、もし、障がい等が

出てきた場合にはどうしますかということではなくて、あくまでも接種することにつ

いての同意をもらっているということです。

◎ 議 長（伊藤政博）

４款衛生費、ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、次に５款労働費。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

６８ページの新規高卒者の雇用、今回減額ということでゼロなんですけれども、所

管調査の中で、この題目の中で、所管調査させていただきました。その報告書、見ら

れていますか。見られたとすれば、これから予算あるので、そっちの方でよかったん

ですけれども、予算にどのような考え方で進むのか、お尋ねします。

◎ 議 長（伊藤政博）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（藤谷 亘）

私どもの方では、各事業所にもＰＲしていましたけれども、該当者がいなかったと

いうことで、特に積極的なものはしていません。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

この奨励金の今後の考え方ということでのご質問でありますので、たまたま２５年

度は該当者がなかったという判断であります。それで、基本的には今、行政もそうで

ありますけれども、町全体で若い人方が働ける環境づくりということを私の要するに

執行方針の中で入れさせていただいておりますので、その該当ある、なしに関わらず、

予算は計上していただいて、町の支援として地元の企業の皆様方にご理解をしていた

だける努力を引き続きしていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいた

だければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

確かにいる、いない、希望ある、ない、別にして、予算に上げるというのはいいん

ですけれども、ただ、所管調査の中で、我々が所管調査をして報告をしているわけで

すから、せめて最初に見ていただきたいなと、担当にはね。その中で、端的に言えば、

中小企業法以外にもあるだろうと、そういうことで枠を広げて考えてもらえないかと

いう提案なんですけれども、その辺、町長どうですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

その枠の拡大については、以前から議員の皆様方からご意見をいただいている所で

ありますので、これは前向きにうちの方では対応をしたいというふうに思っておりま

すので、ご理解をいただければと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

５款労働費、ほかにありませんか。
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（「なし」の声あり）

ないようでありますので、次に６款農林水産業費。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

先ほど町長の行政報告の中であったんですけれども、中ノ川と元町の離岸堤という

か、歯っ欠け状態に中ノ川はなってしまっているんですよね。元町も見ましたけれど

も、随分、沈下しているという状況あります。それで、以前にもできた段階でお話さ

せていただきましたけれども、確かちょっと記憶間違っているかもしれませんけれど

も、受皿が３段から３、２、１、確か３か４なんですよ、受皿が。４から４、３、２、

１か、３から２、１か。それで、業者と随分、お話させてもらった経緯があるんです

けれども、ただ、業者と言えば失礼な話になりますのでそれはちょっと聞き流してい

ただいて、ただ、考え方として、あくまでも今の基盤では要するに土台ではまたこの

ような事例が発生するだろうと、前にもこの質問をさせていただいて、下の基礎を増

やすか、それともまだ根っこからもう少し改良するのか、というのは、今のブロック

が積み上げ組んでいくブロックなんですね。テトラと違って、ただ乱積みするという

感じのものじゃないんです。それで、以前、復旧したときも、崩れたときは要するに

下から上げて復旧するという形なものですから、予算もかかるし、時間もかかるし、

そんなもの俺たち望んでいないと。あくまでも砂地だという環境もありますし、いろ

いろ勘案して、もうテトラでも何でもいいと、それも余ったブロックでいいんだと、

どこかで新ブロックやるのに旧ブロック余りますよね、そういうのでもいいんだと、

それを乱積みして、ある程度の高さだけは維持してくれという前回もお話しさせてい

ただいたんですけれども、災害には当てはまらないということでありますけれども、

その辺の考え方、お願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、離岸堤のことについてご指摘をいただいたんですけれども、まさしく今、西山

議員が考えているのと私も同感であります。それで、先般、要請をさせていただいた

ときに、中ノ川の要するに離岸堤、３基設置していただいたときに、町民の皆様方全

ての人方が随分小さいブロックだねと、それは、ハマナスで、もう飛んでいる状況を

見極めた中での話でありますから。ただですね、なかなかこれは担当の説明はうちら

がいくら特別の地域なんですよと、これは要するに低気圧、台風以外にも先ほどちょ

っと行政報告で申し上げましたけれども、東北沖を通過すれば、間違いなく高波で被

害がある地域だということをどうして理解していただけないんでしょうかという話も

してきました。そうすると、あくまでも災害復旧というのは、風速１５ｍ、また例の

基準を担当が言うんですよね。それはもう聞き飽きていると、ですから、地域にあっ

た離岸堤をあなた方これで大丈夫だと、波を防げるということで、あなた方が設計し

てやったんだから、あなた方の責任だろうというまで話をさせていただきました。そ

れで、先ほどちょっと申し上げましたけれども、単独事業、今、毎年、議員の皆様方

と一緒に要望活動をさせていただいておりますので、今、室長の方にずっと経過、何

年度から離岸堤を設置していただいて、低気圧によって、要するに離岸堤が飛んでい

る、これが全部今、記録としてうちの方で持っていますので、それも付けた中で、一

緒に本庁の方に、総合振興局では全然話にならないというふうに私、思っていますの

で、是非、７月くらいに単独要望を従来であればやっていますので、その時にもきち
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んと資料を持っていって、特殊的な地域なんですよと、ですから、台風だけじゃなく

て、低気圧でも影響があるんですよと、そして、あなた方が責任を持って設置をした

んだから、その責任を取れということをですね、是非、申し上げていきたいと思って

います。何回やっても同じ規模のものを積み上げるだけですから、また同じく飛んで

しまうということもですね、話をさせていただいていますので、これは議会の皆様方

と一緒に要請活動をしていきたいと思っていますし、私もその辺は逐次、担当の方に

連絡を申し上げたいというふうに思っていますので、ご理解をいただければと思いま

す。

◎ 議 長（伊藤政博）

昼食のため、暫時休憩します。再会は、午後１時と致します。

（ 休憩 午後１２時００分 ）

（ 再会 午後１２時５９分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

ただいま、６款農林水産業費の質疑中であります。質疑ありませんか。

５番、谷口君。

◎ ５ 番（谷口康之）

７２ページの地域活用材、当初予算では５６０万円見ていますけれども、実際は約

半分くらいしかないということで、この辺の要因はどのようなものが結果として考え

られるのか、それが１点。

それからですね、７７ページの住宅耐震補強、毎年、課長に言っているんですけれ

ども。

◎ 議 長（伊藤政博）

すみません、７７ページ、土木費ですので、後ほどお願いします。

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（藤谷 亘）

地域材の住宅助成につきましては、当初３５０万円でした。それで、補正をしまし

て８１０万円ということで、当初の５月からの受付で、３カ月くらいでほぼ底をつく

ような状況でした。それもある程度、町内の住宅事情の推移をみながら、この辺あれ

ば年度間通して対応できるんじゃないかということで追加しましたけれども、その後、

思ったほどですね、延びなかったという状況にあります。また、一部、フローリング

の関係でですね、一部、その辺を少し住宅を希望する人が会社の方のご意見もあった

ようですから、その辺で少しまた他社の方でですね、町内業者の方にもまた影響があ

ったのではないかと想定されますけれども、いずれにしても、これからもまたこの事

業については、住民の要望もありますし、ふれあい懇話会、町内回ったときにも、今

年また何棟かの希望も寄せられておりますので、当面、ここ３年ほどの事業でありま

すけれども、推移を見ながら周知に努めていきたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

５番、谷口君。

◎ ５ 番（谷口康之）

今の課長の説明、利用する建てる方々もそうですし、何かそれを供給する業者のフ

ローリングに問題があるということであったんですけれども、その辺、それは業者の

部分はあるんでしょうけれども、これから、今年の予算もあるんでしょうけれども、
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その部分でその問題はクリアできる形になっているんですか。まず、お知らせ願いま

す。

◎ 議 長（伊藤政博）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（藤谷 亘）

新しい業者がフローリングの方も手がけると言っていますので、ある程度、それは

解消できると思います。また、町内の業者もそういう面では、別な角度からもですね、

町内の地材を利用しようということで、業者の方についてもですね、工夫を凝らしな

がらＰＲするようです。また、そういう面で見ますと、今年度ですね、全体で住宅新

築で１４件ほどの規模でありましたけれども、町内の業者につきましては、２１％と

いうことで、前年度から比べてですね、若干ながらも地材、地域材の助成というもの

は少なからず効果が出ていると思いますので、少しここ１年だけの話でありますから、

今年、来年に向けてですね、もう少しまた強くＰＲをしながら進めていきたいと思っ

ています。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかにありませんか。２番、木村君。

◎ ２ 番（木村 一）

今の助成制度、地元産の材料と合わせて地域業者と限定しているんですけれども、

広く大いに使ってもらうようであれば、今後、ハウスメーカーあたりの協力関係もそ

の辺は将来的に考えていけないものかどうか、ひとつその辺の考え方をお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（藤谷 亘）

まだそこまでですね、町としては踏み込んで検討もしていません。ただ、やはり広

くやっぱり町内の業者のことを優先したいんですけれども、町内に住所を有する者の

やはり活用ということも考えれば、関係業者、機関の団体ともですね、いろいろ意見

を聞きながらですね、前向きにそういう面では創意を工夫しながらですね、ただ今の

時点ではどうする、こうするははっきり言えませんけれども、これからまた協議会の

場を設けましてですね、その辺も検討していきたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

２番、木村君。

◎ ２ 番（木村 一）

知内の地域材を使った住宅の着工件数とハウスメーカーが建設した住宅割合、その

辺、内容分かったらお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（藤谷 亘）

昨年度は２５年度ですけれども、今のところは、全体で新築につきましては、１４

件です。それと、内容につきましては、町内業者３件、町外業者が１件、ハウスメー

カーが１０件ということです。割合としては、町内業者が２１％、町外業者が７％、

ハウスメーカーが７１％という割合になっています。また、増改築なり、住宅以外の

建築もあります。増改築については、町内業者が３件、それから、町外業者が１件で

合計４件、それから住宅以外の建築ということで、車庫・倉庫、これにつきましては、
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町内業者が５件、町外業者１件、ハウスメーカーが１件で合計で７件ということで、

新築・改築、住宅以外の建築を含めた件数では、町外業者を使ったものが１１件で４

４％、町内業者につきましては、３件で１２％、ハウスメーカーが１１件で４４パー

セントということで、合計２０件の建築がなされています。全体的に見ますと、相当、

４４％いうことになると、かなり住宅以外のものも含めると、この制度の効果が出て

いるのではないかということで認識しています。

◎ 議 長（伊藤政博）

２番、木村君。

◎ ２ 番（木村 一）

今のこの比率を聞いても、どうしても７１％、ハウスメーカーがウエイトが大きい

ような気がするんですけれども、地域材を活用してもらえるのであれば、その辺をも

う少し視野に入れてもらった考え方も将来やっぱり必要ではないかというふうには、

広く普及をさせるためにはですね、必要ではないかと。なぜ、このメーカーに７１％

という比率がいくのか、設計の段階でやっぱり地元がなかなか建て主との折り合いが

合わないのか、その辺のもう少しやっぱりアンケートなり取って調べていく必要があ

るのではないかと思うんですけれども。もう一度。

◎ 議 長（伊藤政博）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（藤谷 亘）

只今の件ですけれども、これにつきましては、制度そのものが基本的に地域材の活

用と町内建築業者のやっぱり振興ということが主目的でありましたものですから、相

当、すぐ効果ということも考えますとですね、やはりしばし町内業者の建築具合、ま

だやったばっかりですから、すぐどうこうということは難しいですけれども、ここ１

・２年、もう少し推移を見ながらですね、検討してみたいと思います。ただ、地域材

の活用につきましては、確かに議員さんの指摘のとおり、町地材ということであれば、

それも十分、理解はできるわけですけれども、１つの町内業者の振興ということが主

目的でありますので、その辺も少し今後またほかの業者とも含めながらですね、検討

してまいりたいと思います。また、アンケートにつきましては、今回の１１件につき

まして、活用した設置主につきましては、アンケート、やはりどのような希望の形で

今回、地域材を使うことになったのか、利用勝手、様々な角度からですね、アンケー

トは実施しまして、それをまた次のですね、今、お話しました普及に向けて資するこ

ととしておりますので、またその辺の結果が出次第、報告したいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

４番、松井君。

◎ ４ 番（松井盛泰）

ちょっと関連してですけれども、この制度を使ってですね、地元材の普及というの

は確かに効果が出てきたと思うんですよ。だけども、地元業者の育成というのは、こ

の制度ができたから育成になっているのかどうかという問題。もし、本当に育成する

のだったら、あなた方、行政がどういうふうにこれを指導していくかということまで

考えなかったら、本当にこの制度というのは死んでしまうと思うんですよ。それが１

点ともう１つ、ブランドバザールの関係、これは以前からこの制度始まってから、何

億もの金をつぎ込んでいるんですよ。中には、カキニラ冬の陣のカキニラまつりにつ

いては、もうすっかり町内外、ましてや、道外の方までも定着して相当の人気になっ
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ている。これが費用対効果といったら、これだけ費用掛けてこれまで効果が出た事業

はないと思う。しかし、電源支援事業だったか、あっちからもらってきて、いろいろ

と２年か３年くらいまでは、２億７・８千万円くらいつぎ込んでいると。更に毎年１

千万円ほどの金をつぎ込むけれども、何の効果がある。やることはいいんですよ。電

源立地交付金をもらってやることはいいんですけれども、この事業そのものの視点を

目先をそろそろ変えてみたらどうだと思うのですが、お答えをいただきたい。

◎ 議 長（伊藤政博）

ちょっと待ってください。まず、地域材の活用、地元振興については答弁いただき

ますが、ブランドバザール、商工費関係になりますので、今、とりあえず、質問を受

けましたので、１回、答弁をしていただきますが、あとは商工費でお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

今、４番議員さんのお尋ねでありますけれども、地域材の活用助成で業者育成、果

たして、どの程度、果たされているのかということであります。それで、実はこの制

度、始まったばかりでありまして、先ほど産業振興課長の方からお話しておりますと

おり、本事業については、基本的には地域材をより多く、積極的に使っていただくと

いうことが１点、それと以前から議会の中でも議論がありますけれども、ハウスメー

カー等に関してもその助成対象にすべきではないかというご意見もありました。そう

いう中で、実は本制度の大きな考え方の１つの中に地域業者の育成ということもある

わけです。それで、先ほど２番議員からのお尋ねでもありますけれども、地域材の活

用については、もっと幅広く町外の業者さんにも呼びかけて、地域材を積極的に使っ

てもらうことも考慮するべきではないかというご意見もっともかというふうに思って

おります。ただ、一方では、町外業者の方々に地域材を使っていただくということは、

一方では、今、町の制度との兼ね合いがどうなのかということになるわけですから、

当然、町外業者の方に使っていただくということになると、その助成範囲の拡大も考

慮しなければならないということ、一方ではあるんだろうというふうに思っています。

それで、確かにこの制度だけで業者育成が果たすことができるのかということは、当

然の話であります。昨年、実は地域材の活用推進会議というものを立ち上げを致しま

した。これは町で計画をつくってございまして、それに則って、地域材を積極的に使

っていただくということで、国・道の機関、さらには町内の業者さんも入って、地域

材を積極的に使っていただく、そのための共通理解を図っていただくということでの

ものであります。それで、この会議、立ち上げたばかりですから、これから少しずつ

動かしていくわけなんですけれども、まず、大きくは今まで行政が積極的に進めてき

たわけなんですけれども、地元業者さんを含めて広く利用する方々にも地域材を利用

することをご理解をいただいて、積極的に使っていただくということの中で、これか

ら事業を進めてまいりたいというふうに思っております。それで、今後の取組なんで

すけれども、今の地域材の活用の助成制度、当面、２５年度から３か年の予定で動か

してございます。それで、先ほど産業振興課長からも話がありましたとおり、今回、

住宅新築なさった方、それぞれに地域材の助成をした方だけでなくて、幅広くアンケ

ートも実施してございます。様々なご意見をいただいておりますので、それらの意見

を踏まえながら今後、来年、再来年ということの中で、どういう形に制度にしていけ

ばいいのかというあたりは、更に内部的にまた詰めていく必要があるんだろうという
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ふうに思っております。以上でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

ブランドバザールの関係。産業振興課長。

◎ 産業振興課長（藤谷 亘）

ブランドバザールにつきましては、確かに目に見えない、効果が見えないというこ

とでありましたけれども、これにつきましては、食の安全・安心ということで、わが

町の地場産品のＰＲ、それから販売ということで、一生懸命、過去やってきたわけで

すけれども、直接的な効果というものは見えづらいところはありますけれども、カキ

ニラまつりにしましてもですね、今回９，７００人ということで、いろいろと札幌の

方からもご来場いただいているということを踏まえまして、ゴーゴーキャンペーンと

かイベントを開催したときにもですね、結構、観光の方でも、遠くから札幌からも来

ていただいている、そういう面では、ブランドバザールもですね、きっかけになって

いるのではないかと。確かな検証はしておりませんけれども、そういう目に見えない

ですけれども、そういう形で効果は少しずつ出ているのではないかと思っています。

ただ、現実的にどのくらいの数なり、お金の面では、経済効果があるのかということ

につきましては、これはまた今年度ですね、十分、過去の反省も踏まえまして、今年

１年、検証させていただきまして、来年度からどうあるべきかをはっきり今年１年か

けてですね、見極めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

ブランドバザールについては、また商工費でありましたらお願い致します。

農林水産業費、ほかにありませんか。４番、松井君。

◎ ４ 番（松井盛泰）

今、副町長から答弁をいただいたところでございますけれども、意識の違いという

か、立ち上げして間もないということ、私から言えば、立ち上げする前のこの現状と

いうのは把握できなかったんだろうか。だから、立ち上げと同時にハウスメーカーも

一緒に入れるべきではないかと言ったところがそこなんです。実際、現状的に１４件

の新築のうち、町外から来た大工さんも含めて４件しか建ててないんだよ。これが現

状でしょう。これやる前から分かっていたと思うんですよ。だから、これらも含めて

ですね、考え方立ち上げたばかりだから、これからという考えは抜きにしてですよ、

地元業者の育成そのものの前に住民サービスをどうするかの問題なんだって。建てた

住民に対するサービスを町でどういうに手助けするのかという問題でしょう。ハウス

メーカーだっていいんじゃないですか。住民がいいばいいんだもの。住民サービスを

こっちに置いておいて、ただ地元業者の育成を前面に出すというのは如何なものかな

という気がするんですが、もう一回どうですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

ご説明致します。確かに今、委員ご指摘のとおり、今、ハウスメーカー非常に利用

なさる方が多いということは私どもも承知しております。それで、ただ、考え方とし

て、まず、１つは、地域材の利用推進会議なるもの、これは家建てる云々ということ

ではなくて、地域材をどういう形で積極的にご利用いただくかということ、これは以

前にもちょっとお話をしたことがあろうかと思うんですけれども、実は地域材の活用

に関しては、地元業者さん、今まで必ずしも積極的ではありませんでした。それで、
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今回、町で単なる助成制度ということだけでなくて、積極的地域材を活用しようとい

う声がけをする中で、地元業者さんも然らばどういう形で使えるのか、それと造林、

それと林産業、さらには建築業者さん、それらが連携した中でどういう形でやれるの

かという、その仕組みがようやく今できつつあるのかなというふうに思っております。

それで、確かに議員ご指摘のとおり、ハウスメーカーも入れて広く云々ということな

んですけれども、一方では、今、こういう制度を設けてもなおかつそういう状況にあ

るということの中で、全てその垣根をなくして範囲を拡大してそれらを入れた場合に、

果たして、地元業者がどうなるのかということも一方ではあろうかと。確かに議員ご

指摘のとおり、住民サービスということ、住民が選択できるということ、そういうこ

とでは分かるんですけれども、一方では、地元業者のことも考えながらやっていかな

きゃない側面もあるんだろうというふうに考えています。それで、そういうふうに考

えた場合に、今、とりあえず、制度として動かしてございますけれども、それらを検

証しながら、然らば、住民のことを考え、地元業者のことを考え、そういう場合にど

ういうふうにしていけばいいのかということは、またこれからの議論ではないのかな

というふうに思っております。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

４番、松井君。

◎ ４ 番（松井盛泰）

実際、ハウスメーカーで建てた人の話、地元のスギを使えと、地元産のスギを使え

ということなんだけれども、産地証明、誰がしてくれるんだという、この疑念はみん

な持っている。これは実際、ハウスメーカーの人も言っていました。ここですよ、ハ

ウスメーカーを宣伝するところは。地元で生産したものについては、地元産ですよと

証明できるでしょう。そういうことで、ハウスメーカー、私は２件しかあたっていま

せんけれども、そういうことで疑念持っていることも事実であります。そういうこと

で、やっぱり行政そのものも地元業者に任せるのではなくて、そういう人たちにも地

元の材を使ってくださいの宣伝くらいはやっぱりするべきだと思うんですね。どうで

すか、もし、あれば言ってください。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

地場材の活用、これは要綱をつくるときにいろいろと議員の皆様方からもご意見を

いただきました。それで、今、確かに実績としてハウスメーカーが多いということも

私なりにも理解をしているところであります。ただですね、この制度を作った考え方

については、地場材振興ということを私はずっと行政の中で言わせていただいて、教

員住宅の建設から始まって、こんな状況に今なっているということをまず、ご理解を

ください。それで、今、いろいろと議員からの指摘があります。ハウスメーカーでも

地場材を使って、その状況で助成をしていいんだろうかという意見でありますけれど

も、まずですね、地場材振興と地元企業の育成ということを１つの考え方として要項

を作らせていただいたということで、まず、それは整理をしていただければと思いま

す。ですから、まず、制度は３か年ということで、２５・２６・２７、３か年で今、

やらせてもらって、１年目今、終わりました。それで、今、２５年度に新築した皆様

方のアンケートも今、調査をしているということでありますので、将来的にそれがど

ういうことに今やれば、地域の人方が有効に活用していただけるか、これは当然、行
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政として考えなければならないことだろうというふうに認識をしております。ただで

すね、行政が制度を作ったからといって、行政が何もやらないので、地元企業が育成

しますかというのは、私は違うと思います。制度があるのでありますから、地元の企

業が黙っていればハウスメーカーに持っていかれるという危機感を持ってもらいたい

ということも１つ、雰囲気を促したいということで、私は機会がある毎にどうしてメ

ーカーに持って行かれるのか、あなた方の努力が足りなかったんじゃないですかとい

うことも言わせてもらっています。ですから、行政は行政としてきちんと要綱を作ら

せてもらいました。それを受けて、地元の要するに企業の皆様方がそれを如何に活用

できるかというのは、私は行政というのは制度、要綱を作らせてもらった、あとは活

用は、地元の企業の皆様方の奮起だというふうに私は思っていますので、まず、３か

年間、これはやらせて状況を見極めさせてください。要するに地場材の振興という協

議会も立ち上げして、その中から今、いろいろと議論をしていただいていますので、

まずですね、それはこのままの状況だったら、確かに変わらなければハウスメーカー

に持っていかれるということもきっとあるだろうと思いますし、それから、消費税の

アップで、駆け込みということも現状としてはきっとあったんだろうと思いますので、

その辺もちょっと見極めさせていただいて、今後の対応を取らせていただければと思

いますので、ご理解いただければと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

４番、松井君。

◎ ４ 番（松井盛泰）

論議する気持ちはなかったのですが、２５年から３か年計画でこの制度を立ち上げ

ましたよと。１年やって反省すべきものは反省すべきでないですか。それが制度でし

ょう。３か年やったから何もコンクリにする必要ないですよ。そして、これを立ち上

げるときにも議会として意見も何回も言った。最終的には、聞き入れないで作ってし

まったでしょう。１年経過したら、悪いところは悪いところでやっぱり制度を直して

いくべきですよ。何でもこの制度ばかりでなくて。全ての制度全部そうだと思うんで

すよ。何か答弁あったら言ってください。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

ちょっとその辺は、４番議員とはちょっとかみ合いませんけれども、私は制度を作

らせてもらいました。行政として地場材の振興ということを謳わせてもらいました。

地元の企業がこれを如何に活用するかというのは、先ほど言いました、企業の努力だ

というふうに思っていますので、私はその辺はもう少し機会ある度にその辺は話をさ

せていただければというふうに思っています。それで、検証はしないということは言

っていません。きちんとその辺の状況を踏まえた中で、検証をさせていただいて、せ

っかく要綱を作らせていただいて、地場材の振興ということを行政の要するに柱とし

て謳わせていただいていますので、これはきちんとその辺の状況を踏まえた中で、変

えるものべきものについては、きちんと変えさせてもらいたいという考え方あります。

ただ、スタート、いろいろと議論をいただいた中で、要するに地場材振興ということ

で、そして、地元企業の育成ということで走らせていただいた状況があるものですか

ら、その辺、もう少し見極めさせていただいて判断をしたいというふうに思いますの

で、よろしくお願い致します。
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◎ 議 長（伊藤政博）

４番、松井君。

◎ ４ 番（松井盛泰）

質問されれば、ころっと答弁が変わってくるね。あえて言いたくなかったけれども、

町長は２５年から３年間制度をやるから、制度を見極めてくださいと言ったばっかり

で、今、検証しませんって言っていて、検証という言葉、１回も出してないんだよ、

あなた。だから言っているんだよ、俺、あえて。あえて答弁する必要ないけれども、

もう少し考えて答弁した方がいいですよ。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

それは議員の皆様方の考え方でありますけれども、私は今、アンケート調査をして

いますと。そのアンケート調査を見極めながらということを言わせてもらっています

よ。ですから、それは基本的にはこの制度と要綱というのは、３カ年でスタートさせ

ていただいたことでありますので、まず、その辺の状況を見極めさせていただいて、

訂正をするものについては訂正をするということ、それと基本的に４番議員ときっと

考え方違うのは、地元の企業の皆様方は、行政やったから黙って行政が投げておいた

ら、それはメーカーに持っていかれますよということは違う。地元の企業が危機感を

持って、如何にその制度を活用すべきか、奮起を促したいし、それは地元の企業の努

力であるというふうに私は理解しています。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ちょっと確認なんですけれども、先ほど課長の言ったアンケート、スギ材を使って、

どういう感想を持ったのか、また、メリット、デメリットのアンケートなのか、２番

議員いうのは、多分、今の地元を選ばなかった町外に出た方々、ハウスメーカー選ん

だ方、なぜ、ハウスメーカーにいかざるを得なかったというアンケートなんです。そ

の辺、ちょっともう一度、どっちなのか確認お願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

暫時休憩します。

（ 休憩 午後 １時２７分 ）

（ 再会 午後 １時２８分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

林政係長。

◎ 林政係長（三原知明）

ご説明します。アンケートにつきましては、地域材活用の制度を使われた建て主の

方、それから、平成２４年に建築した地域材を活用した教員住宅、これに住まわれる

方に対してのアンケートを実施しております。

◎ 議 長（伊藤政博）

質疑を続行します。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

だから、その辺、やっぱり受ける担当課長もしっかり質問者の言っていることを理



- 36 -

解してやっぱり説明をしてもらわないと、やっぱり肝心なことを聞いているわけです

よね、なぜ、ハウスメーカーにいったのかなんですよ、我々の知りたいのは。やっぱ

り地域にも建築業者いるわけですから、建築業者いるにも関わらず、外部、町外、ま

たは、ハウスメーカーにいかざるを得なかった理由、根本は何だったのか。そんなス

ギ使ったからどうのこうのじゃないですよ、我々の聞きたいのは。まず、その感覚が、

今、１４件の方々が建てて、町外のハウスメーカーにいった方々がどういう思いでい

ったのか、その辺のアンケートをしっかり取っていただきたいと思います。

それと、予算の方で言おうと思って我慢していたんですけれども、この中で議論す

べきだなと思ったので。今、町内の大工さん、建築業者、木質軸住宅かな、何か呼び

方いろいろあるみたいですけれども、ツーバイフォーだとか、プレハブ方式だとか、

いろいろ工法があるそうですけれども、技術的には木質に限って言えば、木質に柱を

立ててどうのこうのという建て方、それに関して言えば、技術的なものはどこにも多

分負けない技術は持っているんだと思うんですよね。ただ、今、自分もこれから河川

改修始まります。その中で、今、立ち退きの対象になっています。それで、いろいろ

ハウスメーカーまた地元の業者、そして、町外の業者話を聞かせていただければ、や

はりいろいろな理由があるわけですよね。それぞれの例えば、内装的なもの、内装と

いうか空間ですね、内部の空間的なもの、あと、外装的なもの、あと、施行方法、い

ろいろあるんですけれども、ただ、確かにハウスメーカーいっちゃうというのは、そ

れなりの融通が利く、まして、工期も早い、そして、見栄えも良いし、ただ、欠点と

いうのはやっぱり単価高いんですよ、外部というのは。それなのに、なぜ、今、その

ハウスメーカーが多いか、私もその理由知りたいから、先ほど、どういうアンケート

なんだということなんですよね。だから、今、技術的には本当に町内問題ない。なぜ、

そしたら町内を選べないか。前にも言いましたけれども、やっぱり設計段階で、もう

少し建て主の親身になって相談して、要するにこういう外観が欲しい、こういう内装

が欲しい、空間が欲しい、それを設計段階でやれるわけですよね、大工さん抜きにし

ても。だから、以前から要するに立ち上げのときから言っているのは、設計料、せめ

てその設計料を町で支援できないのか、要するに専門家の設計士と建て主が話をして、

町内に頼めばいいわけでしょう、発注を。町内の業者だって、自分の技術は信じてい

ますよ。だけども、そうやって設計士のやった仕事をすることによって、何かが足り

なかったと言うことも新たな発見もあるわけですし、更なる技術の発展だってあるわ

けですよ。いろいろなものを使うことによって。そういう面で町内を刺激する、そう

いう町おこしも１つだと思うんですよね、町内の業者を使うために。今のままで進め

ていくのであれば、町長の言うように、本当にセールスですよ、業者の。俺、河川改

修で要するにそういう場面来るから、１回、対象者に足を運んだらどうなんだと１年

前から言っています。もう１年半過ぎます。２年来る。１度も来たということはない

です。確かに来いというのは語弊があるかもしれませんけれども、そういう対象にな

っているんだよということになれば、やっぱりセールスしたいと思えばセールスする

べきだろうし、そういうことをしても１件しか言っていませんけれども、結果的には

来ませんでしたけれどもね。だから、もう少しやっぱり町内には刺激を与えながらま

た設計でいろいろな工夫をしてもらって、自分に何が足りないのか、自分の技術でそ

したらあれはできる、これはできるって創意工夫ができるわけなんですよね、そうい

う意味で、大いにそういう刺激をするためにもやっぱり４番議員が言ったように、制

度を３年固定しているから、３年間はそのまま走ります、公平性が欠けます、今、や
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った人と公平性が欠けますってどうのこうの言っていたら３年間無駄になるんです

よ。だからこそ改めていく勇気も必要だというのもそこじゃないですか。私は３年間

どうのこうのと固定するべきではないと思うのですが。今すぐにでも反省点、もしあ

って、そうするべきだという方向性が見えたときには、変えたっていいじゃないです

か。弁明すれば。今やってしまった人には、確かにそれなりの謝罪はしなければなら

ないだろうけれども、やっぱり進んでやっていくべきだろうと思っています。どうで

しょうか。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

地元業者に刺激という話を今、お使いでありますけれども、私は要綱を２０年間地

場材の振興ということは全く手を付けてきていないことは議員さん方ご理解している

と思います。その中で、私は何としても間伐材を要するに山に捨ててくる状況から地

元に運び出す、こういう形で何とか間伐材を使えないかからの発想であります。です

から、たまたま２３年度に搬出間伐ということの制度が改正になりまして、搬出する

経費も補助対象になりますよということに制度が変わったんですよ。それまでは、搬

出する経費は一切みてもらえなかったことであります。ですから、私はずっと言って

いるのは、運び出すもので要するに地元所有者の負担になるのであれば、町単独で搬

出の経費は持っていいよということをずっと言わせてきてもらっています。それで、

今、２３年度の搬出ですけれども、１００％ではありません。ですから、そこにうち

独自の上乗せということでの制度も設けていることも議員、ご存じだと思います。で

すから、基本的には、刺激という話でありますけれども、私は要綱を作って、地場材

振興ということを言わせてもらった時点で、まさしくそれは刺激を要するに持ってい

ただいているというふうに理解しています。ですから、今、１番議員さん、それから

４番議員さん、それから、先ほどちょっと２番議員さんももう少し要するに要綱を見

直しながら拡大したらというご意見あります。ですから、それは今、アンケートをや

るということでありますので、どういうことでハウスメーカーにいったかということ

も当然それは町としては周知をしておかなければならないと思いますけれども、もう

少し状況を見させていただいて、先ほど言いました、いみじくも１番議員さん、今、

中の川の改修があって、地元の企業が全くそこに営業に行っていないという、これが

ですね、現実なんですよ。ですから、私は行政としての１つの刺激剤ということの要

綱を作らせていただきました。それを要するに地元の企業がどういうふうにそれを理

解して要するに営業活動するかというのは、これはあなた方、もう少し営業しなさい

と行政からそれは言うべきじゃないと思いますし、地元の企業が危機感を持って、如

何に対応してもらえるかということだと思いますので、その辺を少し状況を見極めな

がら対応をさせてもらえればと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。以上

です。

◎ 議 長（伊藤政博）

ちょっと待ってください。アンケート調査、２番議員が提案した内容と今、やろう

としている内容が違うので、２番議員が提案していた内容についてやるつもりがある

のかどうか、答弁をいただきたいと思います。

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（藤谷 亘）
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今年度につきましては、地場材を使った建築主にアンケートを取ることとしており

ますけれども、これからですね、やはり総合的にどういうふうな在り方がいいのか、

参考までにも建てた方々について、今、どういう経緯があって、どういうふうなメリ

ット、デメリットがあったのか、そういうものを含めましてですね、協力を得られれ

ば、アンケート調査を実施したいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

議長からもう一度、確認のためにお尋ねしますが、今、今年度という言葉を使うの

ですが、今、２５年度の補正の審議中ですから、２５年度という意味でよろしいです

か。

◎ 産業振興課長（藤谷 亘）

２５年度にアンケート調査、地場材の方やっています。次年度の方で考えます。

◎ 議 長（伊藤政博）

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

大変、申し訳ありません。アンケートの関係ですけれども、確かに１番議員おっし

ゃるように、やっぱりハウスメーカーを含めて１４件新築のうち１０件あるというこ

とでございますので、これはやっぱり我々としても重く受け止めなければならないと

いうふうに思っております。それで、デザインなのか、施行なのか、どんな要件があ

るんだろうというふうに思いますので、これについては、新年度、地域材活用推進会

議の中でも議論をしながら、早期に２５年度、一部、地域材を活用の方々については

重複する部分はあるかと思うんですけれども、２５年度に新築した方々において、地

域材というか、町内業者でやった方々だけでなくて、全ての施工主の方にお願いして、

ご協力いただければ、そのアンケートを実施してみたいというふうに考えています。

以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ちょっと今、ワンクッション置いちゃったので、どう整理したらいいのかもさっき

からちょっと迷っていたんですけれども、ただ、町長の出だしの発言だけ聞けば、要

するに制度を活用して、間伐材、出し入れ要するに補助付いたので、出しやすくなっ

たと、使いやすくなったという話の中で、それを使ってもらえればいいんだという話

がありましたよね。それだけ聞いていたら、ハウスだって地場だってどこでもいい話

でしょう。そう思いませんか。それだけの制度を活用して、地域材を活用してくれと。

ハウスメーカーが使おうが、地元の業者が使おうが、地場材を使う制度を活用してと

いうことになれば、そうなんですよ。ハウスメーカーも入ってくるんですよ。その辺

のちょっと何か知らないけれども、言い方、俺の取り方悪いのかな、その辺、ちょっ

と休会でどう取ったのか、皆さん知りたいところなんですけれども、どうもその辺が

要するに言っていることと、後から２点、３点するという話がありましたけれども、

取り方がどうとっていいのか、自分の中でちょっと理解できませんでしたので、その

辺、ちょっと。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）



- 39 -

素直に取っていただければと思います。基本的に間伐材を有効に利用しようという

ことからのスタートでありますということで私は言わせてもらったんですよ。そこか

ら要するにその部分を要するに教員住宅２３年度２戸、それは制度的なものがあって、

そんなに建築材としては使えませんでした。それで、制度を全く使わないで、２４年

度にまた２戸、これは構造材９３％、外壁１００％で立てさせてもらいました。ただ、

現地を見た議員の皆様方、私もそうですけれども、もう少し地場材を活用するのであ

れば、活用しやすいような形での建て方があったのではないかという１つの要するに

反省はあります。そこから要するに今、木質バイオマスまでいろいろと地場材の振興、

そして、木質バイオマス、いろいろと今、林業振興を継続中であるということでご理

解をいただければと思います。だから、間伐材出てきているから、あなた方勝手に住

宅を建てませんという話ではなくて、スタートがそういうことから今、要するに林業

振興ということで地場材を活用することによって、町民プールを建てることができま

したし、それから、要するにチップ、間伐材を使って、チップ工場を建てて、それを

熱源として使えるようになりましたということの計画の中に住宅の助成制度を設けさ

せてもらったということでご理解をしていただければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

暫時休憩します。

（ 休憩 午後 １時４１分 ）

（ 再会 午後 １時４２分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

今回、松前見学させていただきました。中学校。正直、平屋建てということで、地

元業者もある程度、それに参画できるのかなという思いがあったんですよね、だけど

も、大々的、規模的なもの、またいろいろ予算の配分、または原材料のいろいろ加工

から含めて、最終的には地元業者、大工さんという方々が入れなかったと。今、町民

プールやりますよね、これも地元業者入れなかったと。なぜ、大工さんだけにその地

場材を活用していただいて、知内町の要するに付加を高めたいと思うのか。であれば、

大工さんが入れるような町がそういう仕組みを取ってやるのも１つの方法だろうし、

やることは大がかりだから、地元業者はやれませんと。小規模だから地元を使ってく

ださいという話ですよね、今の議論。だから、要するに町長の矛盾というのは、要す

るに小さいところをたどれば、地元全部優先して使えよと、ただ、大きい施設になっ

てしまうと、町外で仕方ないんだと、やれないんだから仕方ないんだという考え方で

いいのか、自分とすれば、町の施設なわけですから、できるだけ、たとえ、大元が外

部の企業でもそこに入っていけるような工夫をすれば、それなりの効果だって生まれ

るわけでしょう。本来はそこにいって、いろいろな技術も勉強してと、入った人は専

門家であるから、いろいろなそこで技術習得なり、知識を習得して、地元に反映させ

るというのも１つの方法だろうし、大きいものは町内でやれないから外部なんだ、小

さいもの町内でやれるから外部なんだ、それでなければ地場材も使えない、制度も使

えないということであれば、自分は本来、そういう考え方です。それはまずいだろう

と。ですから、大きいものにも地元の大工さんが入っていけるような工夫、何かする

べきだろうし、まして、町内にも業者の活性化にもやっぱり地場材を投入すべきだろ

うし、まして、スギ材だとか外部的なもの、構造的なもの助成したって、要するに町
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内に建つわけです。固定資産税も入るわけですよ。確かに大工さんという潤いはない

けれども、建つことによって、町には潤いもありますし、まして、何十年もそこに住

んでもらえるわけですから、いろいろな面での波及効果があるんですよね、だから、

１つの考え方とすればそれも地域おこしにつながるんだろうと自分は思っています

よ。ただ、町長の方針が先ほど来言うように、あくまでも地域にこだわるという発言

なものですから、それにこだわった方法、そしたら、更に地域にこだわれば、業者は、

我々が活用するためには、そしたらどうするべきなのかということで、自分は設計と

いう考え方を言わせてもらっただけで、本来は、地材だけを考えれば、全部に波及し

てもいいだろうし、まして、自治体がスギ使おうが、何しようが、公共でやる事態に

も地元の人ほとんど入っていない可能性もあるわけですよ。それをあえて今、小さな

住宅に地域は行っていないからどうのこうのという話では自分はないと思っています

ので、その辺は逆に我々が整理するのではなくて、もう少し町長の考え方を膨らませ

れば、議会の今、２名の発言がありましたけれども、それにも応えられるだろうし、

地元だって、やっぱりそれによってそこに住んでもらうという条件ができるわけです

から、それでいろいろな付加価値が上がれば、私はそれではいいと思っているんです

よ。ただ、今、どうしてもそうやっていく以上はということなので、何とか設計、そ

の３年間どうのこうのではなくて、見直しをかけていただいて、全額みないにしても、

２割、３割みて、知内の業者がまた更に活用していただければありがたい話かなと思

っています。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

松前町の今の学校、議員の皆様方が視察に行ったということで、それで残念なこと

に地元の企業が全くそこに関わりを持っていないということの今、指摘でありますけ

れども、今、町民プール、明日です、入札。ですから、決めつけないでください。そ

こに地元の企業が参画できる、できないというのは、私も全く掴んでいないし、議員

が今、そこに参画できないんだという発言はちょっとそれは控えてもらわなければと

思います。ですから、どこの企業が今、受けるかというのはそこでその辺は判断され

るんだろうと思っています。それで、私は北海道の事業であったとしても、道営の事

業であったとしても、今の重内第２地区で用排整備やっています。これは総合振興局

へ行って、道の事業だけれども地元の企業が受注できるのであったらそういう形でや

ってくださいということで、現実的に地元の企業がＪＶ組んでやっているということ

もご理解ください。ですから、私は今、やるものについては、できるだけ地元の企業

がそこに参画をしていただけるように私が動いて、できるものについては、積極的に

動こうというふうに思っています。ただ、明日の入札でどこの企業が落札していただ

けるか分かりません。ですから、その状況を見極めながら、もし、私がその辺で対応

できるのであったら、積極的に対応をしたいというふうに思っています。ですから、

今の地域材の部分でいろいろと意見をいただいておりますけれども、少し広くなって

しまっているのかなというふうに思っています。ですから、地場材の振興ということ

とそれから、要するに地元企業育成ということで、私はですね、当初考えさせてもら

ったのは、町民の皆様方の税なんですよね。要するに税を助成するということであれ

ば、私は１つの要するにくくりとして、地元の企業を育成ということを考えるべきだ

という考え方で提案をさせていただいているということもご理解ください。それで、
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今、ハウスメーカーにほとんどということであります。私もすごくその辺は疑義を感

じています。どうして坪単価があんなに高く、聞けばですよ、要するに建てているの

かと、何かあるのかというのは私も今、その辺は調べてみたいなというふうに思って

いますので、その辺をきちんと見極めながら、ただですね、これは先ほど副町長から

言いましたけれども、地域材の活用推進会議というのは、２５年度立ち上げをしまし

た。それで、いろいろと関係機関の皆様方、そして、アドバイスをもらいながら、如

何に地場材を今後、継続的に活用していくかということの協議会も立ち上げしていま

すので、その協議会の中できちんと議論をしていただいて、そして、良い方向で今、

つなげていければなというふうに思っていますので、ご理解をいただければと思いま

す。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

今、１番議員の質問の趣旨は、地元業者よりも町外の業者にたくさん受注がいく現

状を見れば、その理由として新しい技術だとか、あるいは、デザイン力だとか、基本

的な設計の能力だとか、そういうことに劣っているのではないかと、そういう意味で

設計自体を外注に出して、そして、地元業者に施行していただくと。当然、設計を外

注するということはお金がかかるわけですから、その分、町が助成をしながら、そう

いうことで町内の業者に外部の設計を基にして、技術的な刺激を与えてはどうかとい

う趣旨だと理解しているのですが、それについての答弁をいただけたらと思います。

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

実は２４年に教員住宅を建てさせてもらったときに、うちの技術屋いわく町長、道

南スギというのは、なかなか建築材に向かないんですよということだったものですか

ら、今、１，３００万円をかけて月２万幾らの要するに使用料をもらっていて、ちょ

うどいい機会ではないかということを私は言わせてもらったんです。それで、９３％、

外壁１００％でやらせてもらったということであります。それで、そのときにですね、

地元確か６企業だと思うんですけれども、設計を上げてもらいました。自分たちでも

し、この予算の中で受けようとしたら、どういう形での要するに建物が作れるのかと

いうことで、これは初めての取組でありました。きちんと地元の企業から提案をして

いただいています。それを１つのたたき台としてうちの担当が設計をし直して、要す

るに着工をしたという経過があります。それで、今、その設計士、これは確かにハウ

スメーカーと地元の企業の要するに力の差といってしまえばそうなんだろうけれど

も、私はその設計というのはあくまでも企業の努力であるというふうに思っているん

です。だから、総体の中できちんとした提案をしてもらう、それがきっとハウスメー

カーが要するに建設単価が高くなっている１つの要因なのかもしれませんけれども、

その辺、設計というのはどういう形で今、地元の企業がそれをやって、万が一、外注

に発注しているのか、自分の要するに設計士の方を抱えていてやっているのか、この

辺ちょっとですね、私、周知しておりませんので、その辺、調査をさせていただきた

いと思います。その段階で、もし、１つの地元の企業が受注できない要因としてそう

いうことがあるのであれば、再度、内部で検討させていただければと思います。以上

です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）
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話がやっぱりかみ合わないようです。設計といっても自分が言っているのは、本当

に構造的な柱を建てて、本当にこれで持つのか、持たないのかという、本当の設計で

す。そこまで入っていません。自分の言う設計というのは。あくまでも、業者と建て

主との間でやり取りしながら間取りと外観的な図面ですね、青写真、要するにこうい

う感じのイメージですよと。そこに要するに建てるときに柱何本入ったりという構造

的な問題も出てくるんだろうけれども、その設計ではありません。そこまでは２万円

からなんですよ、相談に乗ってもらえるのは。あと上限どこまであるのかわかりませ

んけれども、２万円からそういう建て主と業者との間でそういう図面ができあがると

いうことです。２万円からですよ、２万円以上となっていますから。自分も今、２万

円でやってもらいました。現実問題。だから、そういう図面があれば、自分的にイメ

ージできるわけですよ。そういうのを地元の業者とやり取りしながら、最終的にじゃ

あ、こういう外観がいいですね、こういう内部的な構造がいいですね、あとは材が要

するにどういうのを使ってどうのこうのというのは、本当に設計段階です。だから、

せめてそこを何十万円も出せと言っていない。本当にその部分の町の支援があれば、

そうした工夫もしながら業者との話し合いもスムーズに進むし、建てるときも安心感

あるじゃないですか。ある程度、それがモデル化になれば尚更。こういうモデルを作

ってくれるところもあるらしいですからね。そういうのができれば、イメージができ

て、あとで後悔しない家ができるわけですよ。現実問題ありますよ、ハウスメーカー

でも。建ててあとから後悔したという人もいるらしいです。だから、そういうことに

ならないように、住めればいいというものじゃないですよ、予算は。だから、そうい

う限られた予算の中でどういう工夫をしてもらえるか、それが図面としてできあがっ

て、プラモデルとしてできあがって、お互い納得してやれば後悔は生まれないわけで

すよね。だから、そこまで要するに行政の支援が得られれば、やる方もある程度、見

えてくるのかなという思いあるんです。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

その辺はですね、ちょっと私、認識不足で申し訳ありませんけれども、実は私も今

年度、住宅をということで、地元の企業に今、お願いを相談させていただいています。

２日、３日後にちゃんと今、１番議員さんが言われるように、図面ちゃんと持ってき

ますよ。こういう形で、それで要するにどこを修正すればいいかということを要する

に協議をしてくださいとすぐきちんとパソコンで色を付いたものを提案してもらって

います。それは私は設計費として払うという感覚ないんですよ。私の住宅も北斗の企

業がやってもらいましたけれども、その提案はですね、いくらもらうから要するにこ

れをくださいということも一切ないですし、要するに建てたいということであれば、

その情報を聞きつけて、そして、一応、聞いてですよ、こんな家を建てたいんだとい

うことを聞いていて、すぐ図面を持ってきますよ。その要するに図面で今、言うよう

に２万円からいくらになるというその請求もされてないですし、その辺の設計費の考

え方はちょっと認識持っていませんので、ちょっとかみ合わなくて申し訳ありません

けれども、その辺、ですから、ちょっとその辺が今、指摘を受けていますから、調査

をさせてください。その中で、そのことが要するに地元の企業で受注できる機会が増

えるのであれば、私はそれは考えさせてもらいますよということを先ほど答弁させて

もらっていますので、ご理解をいただければと思います。
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◎ 議 長（伊藤政博）

休憩します。

（ 休憩 午後 １時５７分 ）

（ 再会 午後 ２時０４分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

６款農林水産業費、ほかにありませんか。６番、泉君。

◎ ６ 番（泉 政栄）

関連してなんですけれども、町有林の有効利用という元の話に戻します。町有林の

有効利用ということで、一般質問私もしましたけれども、それが今、軌道に乗って、

木質バイオを使って、燃料を作る、それから、林道を作って進めていって、長いスパ

ンで、例えば５０年スパンで町有林を定期的に管理していくという方向に今、進んで

きていますし、これは大変、嬉しいなと思っています。それで、今、木質バイオの燃

料も３年分はもう確保してあるという話も聞いています。ただ、そうなりますと、定

期的に整備していくとなれば、そこへ今度使う丸太、用材というんだけれども、これ

も定期的に出てくるようになります。これは今、地場産ということで使うというふう

に町の方でも補助を出したりして進めていきたいという姿勢になっています。ただ、

そのときにちょっとネックなのが、切ったばかりだから乾燥をしてからでないと使え

ないということで、その乾燥をしてもらうためにその用材を長い距離を移動して、そ

して、そこで乾燥してもらって、そして、また持ってきてということで、結果的には

地場材を使っても、単価としてはよそから買ってくるものよりか、高くなるというの

が皆さん、これは理解してもらえると思うんだけれども、私、今、ちょっと提案した

いんだけれども、地元の業者さんで、わざわざ遠くへ行かなくてもいいように、乾燥

機を入れたいという話を聞いています。これは間違いない話だと思いますので、です

から、その乾燥機さえ入っちゃえば、今度、地元で出た丸太を地元の業者さんに持っ

ていって、そこで製材して乾燥してもらえば、ずっと木材の単価というのは安くなる

というのは誰でも分かると思うんです。そうすれば、地元の業者さんも坪単価に反映

できて、自助努力もあるだろうけれども、競争力も大きくなると思うんですよ。そう

すると、メーカーさんとも同じ土俵に上がれるかもしれない。そうなってくれば、今

度は乾燥機を入れたところが、更にプレカット機といって、ほぞを掘ったりする、機

械に入れれば、全部もう組み立てればいいようなプレカット機というのがあるんです。

それも用意してもらえれば、そこでカットしてもらって、あと、建てるところへ持っ

ていって、組み立てればいいわけですよ。ですから、私が言いたいのは何かと言うと、

地元の業者さんが乾燥機を入れたいという話がありますから、行政側も一緒に協力を

してやりましょうよというふうな提案をしたいんです。そうすれば、地元の大工さん

もその材を使って、メーカーさんと同じ土俵に上がれれば最高です。更に進んで、集

成材まで手を出せるとすれば、これは本当に地元だけで全部まかなえることになるん

じゃないですか。ですから、その辺も一緒に行政側としては進めていってほしいと思

います。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、６番議員さんが地元企業がそういう意向を持っているということをお話してい
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ますけれども、行政の方にそういう相談を受けたことも全くありません。ただ、申し

上げますのは、今、地場材を製材をしましたと。その製材したものを建築材として使

う場合については、乾燥技術が不可欠なんですよということで、うちの２５年度制度

資金、活用をして実は四国までうちの材を送り込んで、四国の企業が乾燥施設をもっ

ているということで、送り込んで検証はしているということは聞いています。ただ、

それはどういう形でやろうかということもまだ全く提案をしていただいていない中

で、町がその部分を抱えますよということは、今の時点では申し上げられません。そ

れで、区別というか、ごっちゃにしないで、木質バイオマスというのは、今、チップ

工場を建てるんです。そして、含水率を如何に落とせるかということで、熱源として

の効率が出るということはもう検証されています。ですから、その辺はきちんとチッ

プ工場を建てる段階で、要するに乾燥をできるような形での施設整備をしようという

ことで、２６年度に予算として持っていますので、もし、その段階で提案を申し上げ

ますので、その中でお話していただければ、質問していただければと思います。です

から、今の乾燥施設を整備したことによって、チップの要するに含水率を下げるとい

うことと、建築材として材として使う、うちの要するに間伐材を製材して、それを要

するに乾燥して、材と使うということは、ちょっとそれは切り離して考えていただけ

ればというふうに思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩します。

（ 休憩 午後 ２時１０分 ）

（ 再会 午後 ２時１０分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

６款農林水産業費、ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、次に７款商工費。４番、松井君。

◎ ４ 番（松井盛泰）

先ほどは大変、失礼致しました。ただ、一点、立場変われば答弁も変わってくるな

ということを痛烈に思いました。私の言いたいのは、電源立地地域対策交付金、これ

は今までスタートして、相当な額、何億円の金をつぎ込んできているわけですよ。以

前からですね、この見直しというのは、毎回、予算の度に出てきているが、しかし、

視点は全然変わっていない。以前から見たら、この交付金はどんどんどんどん少なく

なってきているけれども、あえて言うのは、費用対効果というのは如何なものかとい

うことで、来年度以降ですね、この見直し、目の付け所、もう少し見直しをするべき

じゃないかと。ちょっと担当者の意見を聞きたい。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、４番議員さんが言っています、電源立地交付金というのは、もう制度的にはご

ざいません。今、活用しているのは、電力移出県交付金という制度であります。それ

をまず、ご理解をいただきたい。電源立地については、民主党政権に変わった時点で。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。
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◎ 町 長（大野幸孝）

すみません。将来的に今の販路拡大事業、如何にすべきかということのご指摘であ

りますけれども、既にもう担当には話、私の考え方を伝えております。ですから、２

５年度の予算と２６年度の予算を比較していただければ分かるんですけれども、もう

販路拡大事業が将来的にそれはやったとしても、要するに成果として現れないものに

ついては、２６年度予算でそれは削除をさせていただいておりますので、これは新年

度予算のときにもし、ご質問いただければ、その辺はきちんと話をさせていただけれ

ば、答弁をさせていただければと思います。ですから、私はずっとだらだら継続する

という考え方ありません。２５年度についても、精査をという話を言わせていただい

て、そして、２６年度の予算にその辺はきちんと反映させていただいておりますので、

ご理解をいただければと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

７款商工費、ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、次に８款土木費。５番、谷口君。

◎ ５ 番（谷口康之）

７７ページの先ほどの課長の説明で、今年もゼロだったということなんですけれど

も、その中でも一応、ＰＲなり活動は一生懸命やっているみたいなんですけれども、

逆にですね、先ほどの地域材の活用の部分で、新築なり増改築なりという件数が一応、

出ているんですけれども、その辺の部分でのそちらの方に働きかけとか、そういう形

ではできなかったのか、その辺、ちょっともしあるようでしたら、お知らせ願いたい

と思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

実は平成２５年度の改修で対象と思われる家屋が１件ございました。それで、大工

さんとあと建て主さんとちょっと打ち合わせをさせてもらったことがあるのですが、

やはり前段で耐震診断という１つの過程がどうしても必要になってくるので、その辺

の時間のロスがもったいないということでございます。ただ、２６年度におきまして

は、地域材の実績もありますので、町内の大工さんたちと一緒に情報を共有しながら

ですね、地域材への補助金とあと、この耐震改修の補助金、バッティングはできませ

んけれども、お互い良い面がありますので、利用できるように情報を共有しながら打

ち合わせさせていきたいというふうに思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

５番、谷口君。

◎ ５ 番（谷口康之）

今の課長の説明で、耐震診断の診断ですね、時間がもったいないというあれがあっ

たんですけれども、費用とかそういうことではなくて、あくまでもそういう時間のロ

スがもったいないということで理解してよろしいんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

２５年度の方のお話ですと、時間ということでございます。
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◎ 議 長（伊藤政博）

５番、谷口君。

◎ ５ 番（谷口康之）

もし、それをやるとしたらですね、時間的に何日くらいかかるのか、やったことが

ないから分からないんですけれども、ある程度、やるとしたら、どのくらいの時間、

実際かかるんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

恐らくですね、１月くらい。ただ、手続もございます。補助金の申請があって、そ

れから、図面を探して、調査をかけて、ですから、実質作業、恐らく１月くらいかか

るんじゃないだろうか。それと、事前の書類の申請とあと、交付決定の時間をみても

１か月半から２か月くらいの時間を有するんじゃないかというふうに思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

５番、谷口君。

◎ ５ 番（谷口康之）

今の説明でありますと、私も今、課長の説明聞くまで、そんなに時間かかると思っ

ていなかったんですよね。ですから、増改築やる人たちにとったら、そういう時間と

いうものが本当に重みになってネックになってしまうんじゃないかと思うんですけれ

ども、その辺について、もう少し行政として、せっかくやってもらうための補助出す

のでしたら、その辺の事前に軽減できるようなシステムというか、町でもある程度、

そういう部分をやってやるとか、カバーできるということはちょっと考えられないん

ですか。どうですか、これから問題もありますけれども。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

実際のところ、まだ実績がないので、耐震診断員、これを木古内だとか、函館、北

斗市に登録されている方々がいらっしゃいますけれども、具体的にどのくらいかかる

か話はしていないので、先ほどの１か月は想像でございます。ただ、どうしてもそう

いう耐震診断員の方々、設計事務所にお勤めの方々なので、ほかに仕事も抱えている

ので、恐らくそれくらいの月数は必要じゃないだろうかというふうに思います。地域

の人たちにも説明しているんですけれども、改造だとかそういうことがあれば、１回

町の建築係に相談してくれと。ですから、１回相談していただいた段階で、耐震診断

員の方々の紹介も出てくると思いますので、具体的にその人たちに時間の短縮等、打

ち合わせさせてもらって、町民の皆様方に負担、迷惑がかからないような行政サービ

スをしていきたいなというふうに思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

８款土木費、ほかにありませんか。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ちょっと資料お願いしたいんですけれども、中学校のグラウンドの裏通りのところ

に道営住宅ありますよね、ブロックで積み上げた２棟、それで、あそこ今、現状入っ

ていないんですけれども、ちょっと議会報告会でどうなっているのかという話だった

ものですから、もし、町に払下げするような話持っていたら、払下げできるのか。そ
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れとも、道営として、今後、何か計画して入居、新たに募集するのか、募集というか、

道職員の。多分、道職員の入る予定ないと思うので、町があそこを何とか利用するよ

うな方法できないのかという話なんですよ。多分、今、無理だと思いますけれども、

予算のときでいいですから、その確認していただけますか。

◎ 議 長（伊藤政博）

幼稚園脇の道営住宅ですね、道職員の住宅の今後の利用計画。副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

道の住宅で、今、一部、残っている部分については、今後、どうするのかというの

は詳しく話は聞いていないんですけれども、実は底地が個人の方の所有地なんですよ。

町の土地だとか、道の土地ではないんですよ。ですから、既に解体した部分について、

更地にして、個人の方が欲しい方にお売りして、新しい住宅もう既に３件建っている

んです。ですから、多分、あの住宅を解体した後、また個人の方に土地を売買する予

定なのかなというふうには思っております。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

８款土木費、ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、次に９款消防費。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ちょっと今、書類探しているんですけれども、デジタルの話の中で、福島町が抜け

て、独自に予算を確保してやるんだという話がありましたよね。取り方なんですけれ

ども、４町で組織しているのであれば、補助率が同じであれば、４町で事務整理をし

た方が、要するに他の町のことですけれども、要するに事務方の手間が省けると思う

んですけれども、それをあえて、自分たちの行政の違う部門と一緒にやるから、それ

からは抜けるよというのは、何か補助的にメリットあってのことなんですか、その辺

ちょっと。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。まず、第１点は、福島消防署のデジタル無線整備、これはうちの

町にもありますが、防災行政無線と一緒にデジタル化をするということがあるので、

まず、別な制度を使うということです。それと、逆にですね、福島町がそういうこと

で、ほかの制度を使うことで、ほかの３町にとっては、メリットがありまして、渡島

西部広域事務組合として、今、消防デジタル無線化に対して、国の補助申請をすると

きに、上限が１億５千万円になっているんですが、それは福島町が入って４町が入っ

てやったとしても１億５千万円、福島町が抜けて３町でやったとしても１億５千万円

ですので、今回、福島町が別にやるということで、ほかの３町にとっては、メリット

があるということです。

◎ 議 長（伊藤政博）

消防費、ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、次に１０款教育費、ありませんか。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ページでいくと、９４ページなんですけれども、図書に関してなんですけれども、
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今、公民館で図書館ありまして、１人専属で配置してやっていますよね。あの方は、

図書秘書というんですか、専門的な方なのか、どうなのか。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

社会教育係にまず、属していまして、図書館秘書の資格は持っていません。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

図書館法というんですか、それに基づけば、ある程度、そういう管理なり整理・保

管、または閲覧、そういう知識があった方が本を借りに来た、例えば、自分は対象子

どもにしているんですけれども、そういう子どもたちが来たときに、そういう専門的

な知識があれば、要するに今、どういうものがオススメなのか、レベルによって、あ

る程度、指導というのか、貸付けというか、読んで欲しい本の選定ができるという話

なんですね。それで、以前、教育長、記憶があるかどうか分かりませんけれども、函

館でデジタル化やっているよと、それを見てやれば、自分の欲しい本、または興味の

ある本が出てくる可能性があるので、ただ、ぼんと漠然と置いているよりは、そうい

うデジタル化して管理した方がいいよということだったんですけれども、いまだにや

っていませんけれども、どうなんですか、その辺の工夫というのは。やっぱり子ども

たちが興味を持っているうちにある程度、どんどん吸収できるうちにそういう専門的

な知識のある人がアドバイスしながら本をこういう本もいいよと、今日来たときは、

昨日と違って、こういう本を今日は読んでみなとか、そういうアドバイスもできるわ

けですよね。そういう方向性で要するにやるという考え方はありますか。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

町の図書室について、デジタル化については、前にもご指摘いただいて、金額等も

調べまして、ここでも説明したんですけれども、だいたい７００万円から８００万円

の金額だと思うんですけれども、高額なものですから、これには移行してはいないん

ですけれども、今、お尋ねの内容は、町の図書室を子どもたち、それから、一般の利

用者も含めて、リファレンスだとかいろいろな意味で親切にやっていただけないかと

いうことだと思います。それでまず１つは、秘書の資格はないんですけれども、今の

ように子どもたちのお尋ねだとか、それから、本の紹介だとかは、我々も含めて、幼

稚園の園長も入って含めて総合的にその取組を行っています。もう１つは、図書館の

運営に関して、４町でのつながりだとか、それから、先立ても一昨日、北斗市でそう

いう勉強会もありまして、こちらの方にも参加をしてもらっています。それから、新

たに道立図書館と連携をして、図書館の改造講座とか、使いやすい取り方について、

かなり以前から道立図書館とやり取りもしながら進めていますので、小規模な図書室

なんですけれども、使い勝手は随分、工夫してきているというふうに思っています。

それと、書架の工夫だとか、本の紹介等についても、子ども向けの本も多く入れてい

ますので、子ども連れのお母さん方が使えるような館内の工夫もしましたし、それと

上がってみてご承知のとおり、以前はホールには図書は置いていなかったものですか

ら、それも含めて、一体的に使えるような工夫をさせてもらっていますので、限界は
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確かに分かります。でも、それを補うのには、それぞれの町のつながりと道立図書館

と職員の中でのつながりで補っている状況ですので、温かく見守っていただければあ

りがたいなと思っています。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

できるだけそういう研修を基にして、そういう知識を深めながら今の人材を活用す

るというのも１つの方法だとは思いますけれども、ただ、先ほど教育長が言うように、

前に言った質問ですけれども、ちょっと金額忘れていますけれども、ただ、６００万

円・７００万円という、そっちの考えなんでしょうけれども、自分はそういう報道的

なものしか知りませんので、要するに学校函館だったので、すぐに行ってくださいと。

確か自分の記憶では、１０何万円でパソコンでやれるという話の中で質問したと思い

ますので、その結果、教育長、覚えています。函館行かないで、松前行ったんだよ。

松前行ってどうのこうのという答弁なんだよ、その金額どうのこうのという話ではな

い。だから、それが有効だということになれば、やっぱり多少の金額でできるわけで

すから、それが６００万円・７００万円かけてやれなんていう話ではないわけですか

ら、もう一度、もし、興味があれば、興味がなければやらないんだろうと思いますけ

れども、子どもたちのことを思ったときには、やっぱりもう少し積極的にそれ行って

くださいということであれば、近くにあるわけですから、やっぱり教育長、渡島のや

っているんでしょう、役職、そういう面では、随分、函館方面機会あるわけですから、

そういう方々に立ち寄ってどういう工夫をされて、そういう金額でやっているのかも

確かめながら活用できるものであれば、活用していただきたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

実は断念したんですけれども、システムを入れるだけのお金のほかに、例えば、本

１冊買いまして、それを読み取るところに本の後ろにバーコード、今２つございます。

１つは金額を示すバーコードで、もう１つは、本の種類だとかを示すバーコードが付

いているんです。これをシステムに読み込むときに、その本１冊について、５０円の

支払いが生じるんです。これが確かに町の図書室は年間５０万円という金額ですから、

ちょっと今、何冊買っているか分からないですが、１千冊買ったとしても１千冊かけ

る５０であれば、そういう金額を毎年支払わなくてはいけませんし、そうであれば、

そういう金額を支払うよりも、町の中の図書を充実した方がいいだろうという我々な

りの結論だったんです。そこのところも理解してもらえればと思うのですが、ただ、

バーコード読み込んだものを図書の担当者を整理するだけのものなら、簡単なものが

確かにあります。これはもう職員の仕事上のこととしてはできるんですけれども、先

ほどのように子どもの求めに応じたり、それから、借りたい人の求めに応じて自分で

パソコンで検索してやるようなシステムに関しては、そういうようなお金の発生にな

っていますので、そこのところもご理解してもらえればありがたいと思っています。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

それに金をかけるよりはということなんでしょうけれども、ただ、自分的にも行っ



- 50 -

てみて、自分があまり得意な方ではありませんけれども、それ探すだけでも時間がか

かるんですよ。ということになれば、やっぱりどういう工夫をするか分かりませんけ

れども、タイトルがあって、あらすじ、ポンと押したらこういう内容ですとか、そこ

である程度、出てくれば、要するに時間がかなり圧縮できるし、１日行ったって、多

分、１０分くらいで検索可能だと思うんですよね、そういうものが本当に整理できる

のであれば。ということになれば、もっともっと図書の活用も幅広くなりますし、今

の状況で、確かに教育長おっしゃるような手当はしたとしても、果たして本当に自分

のどこまで、読んで見なきゃということで持ち帰って、違うからまた別なものという、

そういうロスもあると思いますので、できれば、そういうふうに単純に自分のある程

度、希望するような図書がここなんだというラインを狭めれば狭めるほど、やっぱり

活用範囲も広がるし、１冊のところ２冊読めるわけですよね。だから、そういう学校

でもやっぱり図書、読め、読めと推進しているわけですから、そういう工夫もしなが

ら、子どもたちに有効に図書館を利用してもらうという方向性で整理してもらえれば

ありがたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

図書館の利用について、本当にご指摘いただいたんですけれども、とにかく使いや

すい図書室にすることが一番のモットーであって、今、ご指摘いただいたことも、も

う１回考えています。ただ、金額とそれからシステム、それをどう活用するかという

ことを全部総合的に見ていかなければなりませんので、どちらにしても利用者が使い

やすいのが一番ですから、それと確かに、あいうえおで示していて、今までのご指摘

の中でも本が探しづらいという指摘が実はあるんです。ある程度のものは整理はして

見やすくはしたんですけれども、ただ、大きな町の図書室と比べて、その辺は見劣り

するのは事実ですので、改めて中の方でも検討もさせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育費、ほかにありませんか。５番、谷口君。

◎ ５ 番（谷口康之）

まず、９０ページの次長の説明で、心の相談員の部分で、２か月くらい空白の時期

があって、実績報告書を見ますと、４月・５月の部分でゼロになっていますけれども、

その辺の部分で、子どもさんなり、先生方の対応は実施してきたのか、まず１点目。

それから、９４ページの図書館の部分で、最近、東京の方でアンネの日記の本、破

損されていると報道されているんですけれども、うちの場合は、そういう部分はない

と思うんですけれども、一般の貸出の本とかで、そういう破損とかそういうものがあ

るようでしたら、何冊くらい年間あるのか、それをまずお知らせ願いたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

まず、最初の方の心の教育相談員の件なんですけれども、２か月間不在にはなりま

した。というのは、この相談員さんを北海道教育大学の函館校にお願いをして、毎年、

そこの大学院の学生さんを先生の方から派遣をしてもらっていたシステムを取ってい

たんです。大学院の始まるのが４月からなんですけれども、今回、なかなか応募がな

くて、時間がかかりました。２か月間という空白になりました。空白後、高校と中学
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校の方に出向いていただいて、実績報告書のような回数で、内容については、進路指

導だとか、学校生活等々について相談に乗っていただきました。いない間はですね、

これは学校の先生方が進路担当だとか、それから、担任の先生だとか、養護の先生だ

とか、いろいろな子どもの相談に乗っているのはそのとおりですので、それで十分か

といったら、なかなかいるといないでは十分であればいりませんし、よって、心を砕

きながら相談に乗っていただいたということと、来られてから先生方からも具体的に

相談員の方に相談も持ちかけられているので、問題の大きなところは今のところ指摘

されていません。

それから、図書の関係で、アンネの日記の本なんですが、まず、このことについて、

今回、毎月、図書室にそれぞれのコーナーを１か所設けているんですが、１つのコー

ナーにアンネの日記置いてみました。今、置いてあります。破損の件なんですけれど

も、滅多にはないんですけれどもあります。１つは、子どもだと思うんですが、破く

のではなくて、鉛筆で書いてあるもの、今まで１度だけなんですけれども、それと紛

失した本はありません。すみません、もう１つありました。トイレに投げられたのが、

１回あったんです。２年くらい前に。その２回になります。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

５番、谷口君。

◎ ５ 番（谷口康之）

ある程度、現場で対応してきたということで分かるんですけれども、ただですね、

やはり今までの何回も質問しましたように、いじめとかそういう部分でですね、やっ

ぱりそういう緊迫した状況がないから良かったんでしょうけれども、そういう部分が

発生した場合、誰が対応するか、本当に末恐ろしいなとちょっと対応できなく困って

しまうのではないかなとそれがまず心配があったものですから１点目。それで、各現

場の方でこれができるようであれば、心の相談員さんも必要ないという言い方失礼で

すけれども、手当てする必要もなくなってしまう。でも、今、教育長が来てからいろ

いろな形で相談をできるということで、まだ必要なのかなと思うんですけれども、こ

れからもですね、なるべくならそういう早い、４月なら４月までに年度当初からこう

いう手配をできるような形でこれから頑張ってもらいたいなと思うんですけれども。

それから、図書室の部分でですね、前隣町の方で年に１回講習受けに行ったときに

ですね、木古内の方では、ある程度、古くなった本を無料で一般の町民の方に自由に

お持ち帰りくださいというようなことをやっているものですから、私も２冊もらって

きた経緯があるんですけれども、そういうような形のものはうちの町は実施すること

はできないんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

除籍した本をご自由にお持ち帰りくださいというのは、町の文化祭、そのときに行

っています。実はそのときに余った本も今も置いてあるんですけれども、あと通年、

図書室の右の入り口の下の方の書棚の一角が、文化祭の前まで除籍の本が置いてあっ

て、ご自由にお持ち帰りくださいという札も付けていましたので、通年、取り組んで

いますが、そんなに頻繁にやっぱり持ち帰ってはいただけないような状況でずっとそ

のまま残っていることがあります。そういう現状です。

◎ 議 長（伊藤政博）
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４番、松井君。

◎ ４ 番（松井盛泰）

高校教育でお伺いしたいと思うのですが、代々木ゼミナール、アカデミック講習を

実施してですね、この間、３月１日高校生を送り出して、専門学校を含めて大勢の皆

さんが進学をしたと。そこで、このアカデミックコース、講習をやった効果というか、

もし、あったとすれば、お知らせいただきたい。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

今の高校３年生が入学したときに、アカデミックコース制がスタートしまして、結

論から言いますと、効果は大きなものがあります。具体的にまず、申し上げますと、

今回の卒業生の中で、まず、センター試験を受験した子が４名、去年はセンター試験

を受けた子が１名で、私立の大学を行きましたが、今年は４名の子がセンター試験を

受けまして、今日の報告で１人北海道教育大学には合格しました。よって、１人はだ

めな子もいたんですけれども、子どもたちの中で、自分たちでアカデミックコースに

入りながら、それから、講習も受けながら、自分で勉強もしながら進学を目指したい

という意欲が非常に高まってきたというふうに思っています。それと一緒にこのアカ

デミックコースを設置したときに、知内高等学校、物理の履修ができなかったのです

が、よって、理数系の大学に進学する場合に、非常に不利なような状況がありました。

それで、物理の担当の先生を配置していただきまして、それも同時に取り組んで、そ

の結果として、今年、工学系の国公立にも進学できたということを考えていきますと、

このアカデミックコースを入れることによって、子どもたちが将来の自分のキャリア

アップをどう図っていくかというイメージを持つのも１つですし、そこに向かって、

何をどう積み重ねていったら合格できるのかという目途も立てられているのかなと。

よって、１年次目ですけれども、ある程度の効果は大きな効果がありましたので、こ

れを１つの財産にしながら、次年度と積み重ねていければ、特色ある高校にはきっと

なっていくだろうと思っています。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに教育費、ありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、次に１２款公債費。ありませんか。

（「なし」の声あり）

それでは、ほかに歳出全般に質疑ありませんか。

ないようでありますので、歳出の質疑を終わりまして、歳入並びに地方債、繰越明

許費一括質疑を行います。

歳入は１款の町税から２０款の町債までであります。質疑ありませんか。

４番、松井君。

◎ ４ 番（松井盛泰）

繰越明許費、本当に幼稚なことで、名称の事業名というのか、きちんと当初予算書

で謳ったときの事業名でもって繰越明許で出すならいいけど、私の勉強不足になりま

した。新たな難視対策事業費、この事業ってどこにあったべということで一生懸命探

しました。説明の事業は違うんです。共聴なんです。なぜ、共聴とはじめから事業名

として載せないのかなと。あとほかの方は全部その事業で載っている。これだけ何か、
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何もないんでしょう。たまたまこれでやったという話だけなんでしょう。それであれ

ば、うんと返事すればそれでいいです。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。歳入の方ですね、２０ページをちょっとご覧いただきたいのです

が、歳入の方の２０ページで、４目総務費国庫補助金、こちらの方で、目の説明で新

たな難視対策という事業名を使っていて、それから、説明の方で共聴施設ということ

で、確かにご指摘のとおり、歳出は共聴施設というふうにしていて、繰越明許費では

新たなというふうにして、大変、分かりづらくて申し訳ございませんが、とりあえず、

そういうことで、共聴施設の事業の大まかなくくりは、新たな難視対策という事業に

なっているということでご理解をいただきたい。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかにありませんか。質疑打ち切ってよろしいでしょうか。

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第１号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩致します。再会は午後３時と致します。

（ 休憩 午後 ２時４３分 ）

（ 再開 午後 ３時０１分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

● 議案第２号 平成２５年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号）について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第７、議案第２号、『平成２５年度知内町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第４号）について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

議案第２号、平成２５年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて。

平成２５年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定める

ところによる。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ
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ぞれ４，７４９万８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億７，

２６７万７千円とするものであります。

次に２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出より説明致します。１８ページをお開きください。１８ページ、１款総務費、

１項総務管理費、１目の一般管理費に１２万８千円を減額致しまして、２４１万３千

円とするものであります。９節旅費から１３節委託料まで、それぞれ不用額と見込ま

れる額、不足と見込まれる額を補正するものであります。

次に１９ページ、２項町税費、１目の賦課徴収費で、今回、補正額は載せてござい

ませんけれども、財源内訳の変更をしてございます。

次に２款保険給付費、１項療養諸費、１目の一般被保険者療養給付費で４千万円を

減額し、３億５，８４３万４千円とするものであります。１９節負担金補助及び交付

金で保険者負担分として４千万円の減額であります。本年度の給付見込額により減額

するものでありますが、ここで先ほど一般会計で吉田議員さんから質問がありました

件ですけれども、平成２４年度と比較致しまして、１人当たりの医療費が１万１，２

７８円、２年前の２３年度と比較しますと２万７，２５２円ということで現状してい

る状況にあります。

次に２１ページ、２目の退職被保険者療養給付費につきましては、補正額ありませ

ので、財源内訳の変更でございます。

次に３目の一般被保険者療養費につきましても、財源内訳の変更でございます。

次に２３ページの４目退職被保険者療養費につきましても、財源内訳の変更でござ

います。

次に５目の審査支払手数料で３万円を減額し、１１２万３千円とするものでありま

す。１２節役務費で審査調査支払手数料で３万円の減額であります。

次に２５ページ、２６ページにつきましても、それぞれ補正はなく、財源内訳の変

更でございます。

次に２７ページの３目の一般被保険者等高額介護合算療養費、次に３項移送費、１

目一般被保険者移送費につきましても、補正額はなく、財源内訳の変更であります。

次に２９ページ、２目の退職被保険者移送費につきましても、財源内訳の変更でご

ざいます。

次に５項葬祭諸費で、１目葬祭費で１５万円を追加し、４５万円とするものであり

ます。１９節負担金補助及び交付金で葬祭費に不足が見込まれるため、１５万円を補

正するものであります。

次に３１ページ、３款１項１目後期高齢者支援金に３１万３千円を減額し、７，８

４１万７千円とするものであります。１９節負担金補助及び交付金の後期高齢者支援

金３１万３千円の減額で、支援金の額の確定により減額するものであります。

次に３２ページ、５款１項１目の老人保健医療費拠出金につきましては、財源内訳

の変更でございます。

次に３３ページ、６款１項１目の介護納付金に１６万円を減額し、３，５３４万８

千円とするものであります。１９節負担金補助及び交付金で介護納付金の減額であり

ますが、額の確定であります。

次に７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金で１９６万４千円を減額し、

１，６０７万１千円とするものであります。１９節負担金補助及び交付金で高額医療
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費共同事業医療費拠出金の確定により、１９６万４千円の減額であります。

次に３５ページ、３目の保険財政共同安定化事業拠出金で２６７万３千円を減額し、

６，８４９万４千円とするものであります。１９節負担金補助及び交付金の保険財政

共同安定化事業拠出金の確定により減額するものであります。

次に８款１項保健事業費、１目の保健衛生普及費に２３８万円を減額し、５５０万

７千円とするものであります。９節旅費で研修旅費１０万円の減額、１１節需用費、

１３節委託料でそれぞれ不用と見込まれる額を減額するものであります。

引き続き、歳入を説明致します。３ページをお開きください。

３ページ、歳入であります。１款１項国民健康保険税、１目の一般被保険者国民健

康保険税で５０万１千円を減額し、１億４，９１０万３千円とするものであります。

医療費給付分現年課税分から介護納付金分滞納繰越分までそれぞれ収入見込額により

調整をするものであります。

次に４ページ、２目の退職被保険者国民健康保険税で７３万５千円を追加し、９４

３万６千円とするものであります。医療給付費分現年課税分から介護納付金分現年課

税分までそれぞれ収入見込額により追加するものであります。

次に３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金に２，３９１万８

千円を減額し、９，８８９万３千円とするものであります。現年度分として療養給付

費負担金から現年度分として療養給付費負担金から後期高齢者支援金負担金までそれ

ぞれ減額するものであります。

次に６ページ、２目の高額医療費共同事業負担金に４９万１千円を減額し、４０１

万７千円とするものであります。高額医療費共同事業負担金として４９万１千円の減

額で、収入見込額により減額するものであります。

次に３目の特定健診等負担金で８千円を減額し、１４１万５千円とするものであり

ます。特定健診等の負担金の８千円の減額です。

次に８ページ、２項国庫補助金、１目財政調整交付金に９１３万３千円を減額し、

５，４３８万６千円とするものであります。普通調整交付金の収入見込額により減額

するものであります。

次に５款１項１目の前期高齢者交付金２，２８１万４千円を減額し、１億４，９８

３万円とするものであります。前期高齢者交付金の収入見込額により減額するもので

あります。

次に１０ページ、６款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金で

４９万１千円を減額し、４０１万７千円とするものであります。高額医療費の共同負

担金として収入見込額により減額するものであります。

次に２目の特定健診等負担金で８千円の減額で１４１万５千円であります。特定健

診等負担金８千円の減であります。

次に１２ページ、２項道補助金、１目財政調整交付金に２９４万６千円を追加し、

４千万円とするものであります。普通調整交付金、それから、特別調整交付金、それ

ぞれ収入見込額により増減するものであります。

次に７款１項共同事業交付金、１目共同事業交付金に２，６７０万６千円を減額し、

５，７３０万８千円とするものであります。これにつきましては、高額医療費共同事

業交付金保険財政共同安定化事業交付金でそれぞれ減額をするものであります。

次に１４ページ、９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金に２９万８

千円を減額し、３，８００万４千円とするものであります。保険税軽減分保険者支援
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分、それぞれ増減をしてトータルで２９万８千円の減額であります。

次に２項基金繰入金、１目の基金繰入金で３，２００万円を追加し、３，２００万

１千円とするものであります。基金繰入金３，２００万円の追加であります。これは

２５年度の収入決算見込みにより繰入れするものでありますが、現在基金残が３，２

１７万１千円、この中から３，２００万円を繰入れするものでありますが、今後の医

療費の給付の見込みによりましては、１千万円以内の繰入れで済みそうな状況にもな

ってございます。

次に１６ページ、１１款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目の一般被保険者

延滞金に１３０万円を追加し、１３１万円とするものであります。一般被保険者保険

税の延滞金として１３０万円を追加するものであります。これにつきましては、現在、

納付されているものを含めまして収入見込みにより計上してございます。

次に３項５目の雑入に１１万１千円を減額し、４１万９千円とするものであります。

雑入として、後期高齢受給者証の再交付経費として１１万２千円の追加、特定健診一

部負担金として２２万３千円の減額であります。以上で説明を終わらせていただきま

す。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

５番、谷口君。

◎ ５ 番（谷口康之）

去年も一般療養給付費９０％台に下がって、そのほかに逆に言うと、退職者の方が

１００％以上伸びたということで、その辺の要因は、先ほど一般の方はいろいろな形

の要望とか啓蒙・啓発の部分が効果が出てきているのかなということで説明で、この

退職者の部分は伸びている部分の要因は、まず、どのようなことが考えられるのか、

その１点と、それから、今回、基金の方から３，２００万円ほど繰入という形で、１

千万円で済むんじゃないかということなんですけれども、その辺の部分のどの辺まで

ある程度、うちの場合は９千万円以上の滞納が国民健康保険税の方が約半分というこ

とで、その辺の部分でどのくらいまで圧縮できる予想なのか、その辺まず、２点ほど

お知らせ願いたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

説明致します。一般被保険者につきましてはですね、毎年５０人から１００人くら

いの間で減っている状況にあります。したがって、給付費ももちろん総体的には減っ

てくるんですけれども、退職者につきましてはですね、総体の人数が少ないものです

から、その中でやはり入院等があれば、医療費が伸びていくという状況になっている

と言うことです。したがいまして、退職者につきましては、退職してすぐやっぱり医

療給付を受ける方が多くなっている状況にあるのかなということで、今、分析してお

ります。それから、３，２００万円の基金を繰入するわけでありますけれども、現段

階では、１千万円程度で収まりそうだという見込みは立てているんですけれども、最

後の２か月分がまだ医療の請求が来ておりませんので、かたいところで見て３千万円

を繰り入れする形でつくったということでご理解をいただきたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）
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５番、谷口君。

◎ ５ 番（谷口康之）

滞納の方もどのくらい今までこれから５月の会計の閉める部分で、どの辺まで繰越

の滞納の部分が圧縮できるかなと質問したんですけれども、それ分かりませんか、予

想は。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

説明致します。どの程度までというのは、具体的な数字はあれですけれども、これ

まで平成２４年度まではですね、滞納の徴収率というのは、１０％台で推移してきた

んですけれども、２５年度につきましては、３５％近くの数字でいけそうだというこ

とですので、２６年度につきましても、これ以降その予定で今、進めていく予定には

なっております。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第２号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第３号 平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第８、議案第３号、『平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）について』を議題と致します。

提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

議案第３号、平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につ

いて。

平成２５年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ１９８万５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，６６８万

５千円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入
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歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出より説明致します。４ページをお開きください。

４ページ、歳出、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で１９８万５千円を

減額し、５，３８１万１千円とするものであります。１９節負担金補助及び交付金で

保険料等の負担金の収入見込額により１９８万５千円を減額するものであります。

引き続き、歳入を説明致します。３ページをお開きください。３ページ、歳入であ

ります。１款１項１目後期高齢者医療保険料で１９８万５千円を減額し、３，２５０

万１千円とするものであります。後期高齢者医療保険料特別徴収額で１１５万３千円

の減額、普通徴収額で８３万２千円の減額で、本年度の収入見込額により減額をする

ものであります。以上で説明を終わらせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第３号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第４号 平成２５年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第９、議案第４号、『平成２５年度知内町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第４号、平成２５年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて。

平成２５年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。

第１条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ４６４万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８，１

８０万６千円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出からご説明致します。５ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理



- 59 -

費、２目設備維持費から４６４万円を減額し、５，８７５万８千円とするものでござ

います。１１節需用費で電気料の不用と見込まれる額、１３節委託料、１５節工事請

負費で事業費確定によりそれぞれ減額するものでございます。

続きまして、３ページをお開きください。歳入でございます。２款国庫支出金、１

項国庫補助金、１目下水道国庫補助金から４５万円を減額し、３０５万円とするもの

です。長寿命化計画認可変更業務の事業費確定による社会資本総合交付金を減額する

ものでございます。

４ページをお開きください。３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入

金から事業費確定により４１９万円を減額し、１億４，２３９万８千円とするもので

ございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第４号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第５号 平成２５年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計補正予

算（第２号）について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１０、議案第５号、『平成２５年度知内町農業集落排水施設整備事業特

別会計補正予算（第２号）について』を議題と致します。

本案について、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第５号、平成２５年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計補正予算（第

２号）について。

平成２５年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２５万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，７９１万

円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

４ページをお開きください。歳出からご説明致します。１款総務費、１項総務管理
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費、２目施設維持費から２５万円を減額し、８３７万４千円とするものです。１３節

委託料で委託費の確定によりそれぞれ減額するものでございます。

３ページをお開きください。歳入でございます。２款繰入金、１項一般会計繰入金、

１目一般会計繰入金から２５万円を減額し、２，９７５万２千円とするものでござい

ます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第５号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第６号 平成２５年度知内町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１１、議案第６号、『平成２５年度知内町介護保険特別会計補正予算（第

２号）について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

議案第６号、平成２５年度知内町介護保険特別会計補正予算（第２号）について。

平成２５年度知内町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

第１条は、歳入歳出予算の補正です。既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ１０３万４千円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ４億

７，９３１万７千円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出より説明致します。７ページをお開きください。

７ページ、１款総務費、１項総務管理費、１目の一般管理費に８０万９千円を追加

し、３９０万５千円とするものであります。１３節委託料で介護システム改修事業７

４万６千円の追加、介護システム保守処理委託料で６万３千円の補正であります。こ

れにつきましては、４月１日の消費税改正に伴う介護報酬等の改正により、改修が必

要となるものであります。

次に８ページ、２款１項保険給付費、１目の介護サービス等給付費に１３０万円を
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減額し、４億４８１万１千円とするものであります。１９節負担金補助及び交付金で

介護サービス等給付費に１３０万円の減額であります。

次に２項１目高額介護サービス等給付費で１３０万円の追加をしまして、８５５万

円とするものであります。１９節負担金補助及び交付金で高額介護サービス等給付費

に不足が見込まれることから１３０万円を追加するものであります。

次に１０ページ、４款地域支援事業費、２項包括的支援事業費・任意事業費、１目

の包括的支援事業費で２２万５千円を追加し、１，１１３万２千円とするものであり

ます。２節給料から４節共済費まで人件費にそれぞれ追加するものでありますが、職

員の昇格に伴う不足額を追加するものであります。

引き続き、歳入を説明致します。３ページをお開きください。

３ページ、歳入であります。１款保険料、１項介護保険料、１目第一号被保険者保

険料に３３０万円を追加し、７，４３９万９千円とするものであります。現年度分の

保険料で第一号被保険者保険料に収入見込額により３３０万円を追加するものであり

ます。

次に４ページ、３款国庫支出金、２項国庫補助金、４目介護保険事業費補助金とし

て３７万２千円を追加補正するものであります。介護保険システムの改修に伴う事業

費の追加補正であります。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、４目その他一般会計繰入金として６６万２千円

を追加し、１，６９７万９千円とするものであります。事務費の繰入金として６６万

２千円を追加するものであります。

次に６ページ、２項基金繰入金、１目介護保険事業基金繰入金として３３０万円を

減額し、５１２万８千円とするものであります。これにつきましては、保険料の収入

見込みにより調整するものであります。以上で説明を終わらせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

１番、西山議員。

◎ １ 番（西山和夫）

議案とは関係ないですけれども、介護について、今、制度的に要介護支援１・２の

中で、法改正になれば、それぞれの自治の対応ということになりますけれども、前に

一度、老健に行ったときに、入所条件が要介護４からという話の中で、４の中で入っ

ている人が例えば回復して、１・２・３になっていても、本人の希望があれば、その

まま老健に入って入れるんだという話がありました。それが今度、改正されようとし

ている中ではどういう扱いになるんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

説明致します。今の段階では、その方が必ずしも退所するということにはならない

と思います。やはり入っている人を優先するというのが制度としてあるわけですから、

ただ、今の段階でですね、制度が全く見えない状況です。したがいまして、平成２６

年度は、次期計画の計画年でありますので、それまでには国の方で方針が出てくると

思いますので、平成２６年度の計画の中でですね、整理をしまして、議会の方にも説

明できると思います。以上であります。
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◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、これで討論を終わります。

これから議案第６号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第７号 平成２５年度知内町水道事業会計補正予算（第３号）について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１２、議案第７号、『平成２５年度知内町水道事業会計補正予算（第３

号）について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第７号、平成２５年度知内町水道事業会計補正予算（第３号）について。

第１条、総則でございます。平成２５年度知内町水道事業会計補正予算（第３号）

は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量でございまして、平成２５年度知内町水道事業会計予算第２

条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（２）年間総給水量でございます。３浄水場合わせて８４８，０００㎥に１６，７

２０㎥を追加し、９５４，７２０㎥とする。

（３）１日平均給水量でございます。３浄水場合計１，３２３㎥に２９３㎥を追加

し、２，６１６㎥とする。

第３条、収益的収入及び支出。予算第３条に定めた収益的収入及び支出予定額を次

のとおり補正する。

収入におきまして、１款水道事業収益、１項営業収益で１億１，５７４万６千円に

１，１０２万円を追加して、１億２，６７６万６千円とし、水道事業収益合計で１億

２，８０６万９千円とするものでございます。

次のページをお開きください。支出でございます。１款水道事業費用、１項営業費

用で９，０６６万円に３８万円を追加して、９，１０４万円。水道事業費用合計で９，

４０１万８千円とするものです。

第４条、資本的収入及び支出でございます。予算第４条本文括弧中「過年度分損益

勘定留保資金５，１７７万７千円」を「過年度分損益勘定留保資金４，４８５万４千

円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入におきまして、１款資本的収入、１項工事負担金で４９２万円から４５万円を

減額し、４４７万。資本的収入合計で５００万５千円とするものでございます。
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支出におきまして、１款資本的支出、１項建設改良費で５，６６４万７千円から７

３２万３千円を減額して、４，９３２万４千円とし、資本的支出合計で５，６３９万

９千円とするものでございます。

次のページ、予算実施計画で内容をご説明致します。３ページでございます。

平成２５年度知内町水道事業会計予算実施計画。

収益的収入及び支出の収入におきまして、１款水道事業収益、１項営業収益で１億

１，５７４万６千円に１，１０２万円を追加して、１億２，６７６万６千円とするも

のでございます。これは吸水収益におきまして、水道使用量が特に北海道電力分が見

込みにより増加したことによります。

４ページをお開きください。支出でございます。１款水道事業費用、１項営業費用

で９，０６６万円に３８万円を追加して、９，１０４万円とするものです。これは動

力費におきまして、浄水場の電気料に不足が見込まれることにより追加するものでご

ざいます。

続きまして、５ページでございます。資本的収入及び支出の収入でございます。１

款資本的収入、１項工事負担金で４９２万円から４５万円を減額し、４４７万円とす

るものです。これは工事負担金におきまして、消火栓更新工事の事業費確定によるも

のでございます。

６ページをお開きください。支出でございます。１款資本的支出、１項建設改良費

で５，６６４万７千円から７３２万３千円を減額して、４，９３２万４千円とするも

のでございます。これは１目浄水施設改良費から４目消火栓設置費までの事業におき

まして、事業費確定による減額でございます。以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

収入支出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

留保資金でちょっとお尋ねするんですけれども、以前、監査のときから留保資金の

資料について数字的に随分間違いがあるということで、なかなか数字が出てこなかっ

たという経緯があります。それで、自分監査退いてから、たまたまその資料をお願い

してもらった経緯の中で課長ともやり取りしてきました。それ以後ですね、それらの

数字確定したのか。そして、今、現在、我々が資料要求した場合ですね、正確な数字

が出てくるのか。以前の話の中では、システム改良に向けて、それまでは何とか整合

性整理するというお話でしたけれども、どうなりました。結果的に。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

補填財源表についてのお尋ねだと思います。今回の公営企業会計システムにあたり

まして、公営会計システム導入というのは、そもそも方向性が契機でございますが、

この法改正に合わせまして、昔からの固定資産整理しました。結果ですね、補填財源

表については、まとまっております。今、年度末でございますから、平成２５年度の

決算の数字を入れた段階で、平成２５年度末の補填財源表の経過表というのはお出し

することはできます。
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◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

確かに議会では正式な書類ではありません。議会の中ではね。参考資料という言い

方いいのかどうか分かりませんけれども、それが我々はずっと信じてある程度、やり

取りしてきたつもりなんですよね。要するにこういうように処分方法もあるわけです

から。そちらの数字と議会で提出してきた数字が合わなかったということになります

と、随分問題なのかなと自分的には思うんですけれども、それはあくまでも参考資料

だからしょうがないんだという考えなのか、それとも、ある程度の整理した段階で、

それなりの説明があるのか、その点。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

予算上に過去説明しております、過年度分損益勘定留保資金、この金額については

間違いございません。ただ、この損益勘定留保資金を含めた全ての補填財源、現金の

基となる財源、これについては、正式な書類ではございませんので、過去に監査委員

の方には出した経過があるのかもしれませんが、正式な書類じゃないということでお

考えいただきたいと思います。ただ、今回につきましてはですね、今、説明したよう

に、確定金額ということで整理付いておりますので、お出しすることは可能でござい

ます。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

要するにこっちでは預貯金いくらあるよ、留保資金の方では預貯金なんぼある、要

するに財源のもとになるものは同じなわけですよ、２つとも。それらの中で、要する

に最終的にこっちを見ればこういう数字、こっちをみればこういう数字で合わなかっ

たと。すれ違いがあったという中で、確かに参考資料とはいえ、やっぱりある程度の

整合性がなければ、お互い参考資料とはいえ、資料なわけですから、それに基づいて、

やっぱり監査するという経過もあるわけですから、それが単なる参考資料だから別に

いいんだという聞こえが感じられるんですけれども、その辺の認識というのはどうな

んでしょう。随分、漁業組合と話をしてみたら、やっぱり書類的なものが全然違うも

のですから、考え方も多少変わってくるということで、ただ、整合性を考えれば、や

っぱり参考資料とはいえ資料の一部ですから、同じになるべき何だというものの考え

方でいかないと、なかなか整理できないよという話なんですけれども、どうなんでし

ょう。専門的にはそれでいいんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

今のお話の中で、こちらとこちらというお話がありましたが、補填財源というのは

ですね、今ある現金の裏付けとなるものです。それで、予算で説明しています過年度

分損益勘定留保資金というのは、現金の中にある一部分です。ですから、大本はキャ

ッシュがあって、そのキャッシュの裏付けとしては、補填財源表があって、その中に

こういう勘定留保資金の一部が組み入れるということでございますので、まず、今ま
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での損益勘定留保資金の扱いについては、誤りがないと。ただ、補填財源表について

はですね、いろいろ見ていてもクエスチョンマークの付くところがあったので、なか

なかご説明付かないところがあったのですが、今回につきましては、全部整理が付き

ましたので、説明は可能でございます。ですから、今までの補填財源表と今回の補填

財源表というのは、数字的には結構大きな違いが出てきておりますが、裏付けとして

は現金でございますので、取扱いに誤りがなかったというふうにご理解いただければ

と思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

暫時休憩します。

（ 休憩 午後 ３時３９分 ）

（ 再開 午後 ３時４１分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第７号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 報告第１号 平成２５年度知内町教育委員会の活動状況に関する点検・評価

について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１３、報告第１号、『平成２５年度知内町教育委員会の活動状況に関す

る点検・評価について』を議題とします。

報告内容の説明を求めます。

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定に基づいて、平成

２５年度の知内町教育委員会の活動状況に関する点検・評価について、ご報告致しま

す。

まず、対象事業についてお話します。平成２５年度の点検評価の対象は、１ページ

から１０ページに記載してあります、平成２５年度教育行政施策体系に基づき、施策

の進捗状況などについて点検・評価致しました。

続いて、１１ページの教育委員会の会議等の状況についてお話申し上げます。平成

２５年度は、知内町子どもいじめ防止に関する条例の制定に向けた協議、知内町イン

クルーシブ教育システム構築モデル事業、学校運営協議会設置に関する規定など教育
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課題解決に向けた取組みを進めることができました。

続いて、教育委員会が委嘱している委員会、設置した協議会などの活動状況につい

てお話申し上げます。１３ページをお開きください。まず、就学指導委員会は、学校

教育法施行例の一部改正により、就学先を決定する仕組みなどが改正されたことによ

り、就学相談員を新たに委嘱し、保護者からの相談などきめ細やかな対応を進めるこ

とができました。給食センター運営委員会では、平成２６年度４月からの消費税引き

上げに伴い、給食費の改定について協議するとともに各学校での保護者説明会を開催

致しました。下の方にある体育指導委員会では、新たに町民体力テストを実施し、多

くの参加者を得、健康に関心を向ける機会となりました。

１４ページの下段２つ目の知内町インクルーシブ教育推進会議は、文部科学省指定

事業を進める機関として設置しました。研修視察のほか教育相談や就労に向けた取組

を進めています。なお、平成２６年度に向け、新たに申請の方を今、出しています。

続いて、１９ページからの重点的に点検・評価した事業についてお話を申し上げま

す。平成２５年度の事業の点検・評価については、教育推進重点事業、社会教育の充

実、スポーツの振興、郷土資料館活動の充実、文化交流センター活動、給食センター

事業について、点検・評価を実施致しました。

まず、最初に教育推進重点事業は、３年目の取組みとなっております。その中で、

何点かについてお話申し上げます。まず、１９ページの子どもの学力を育てる取組み

ですが、子どもたちや保護者などへのアンケート調査で、学校生活が楽しいとの回答

では、そう思うとややそう思うの合計が小・中・高とも８０％以上となっております。

また、保護者でも学校生活に満足している、ややそう思うの合計が８０％以上となっ

ており、日頃から教職員と生徒、生徒同士の関係が良好な状況であることがうかがい

しれます。しかし、２５年度学力・学習状況調査結果から改善に向けた課題があるこ

とによりＢ評価と致しました。

続いて、２０ページの子どもの体力・運動能力を育てる取組みについてお話申し上

げます。知内町の課題であった子どもの柔軟性向上の取組みが２５年度一定の成果を

示した年度となりました。学校・家庭などで取組みが充実していることとと推察され

ます。また、食育においては、栄養教諭と連携した指導が計画的に実践されたことを

評価し、Ａと致しました。

続いて、２１ページの豊かな人間性を育てる取組みについてお話申し上げます。い

じめ防止に関する条例の制定とともにきめ細やかな調査の実施、いじめ撲滅に関する

学校での取組みが進められました。情報モラルに関する課題は残るものの、知内町と

して子どもの健全な育成に取り組んでいくことのメッセージを示したことなどを評価

し、Ａと致しました。

続いて、２２ページの信頼される知内高等学校教育の確立についてお話の方申し上

げます。コース制を導入し、その成果を示した年度となりました。知内高等学校教職

員が一丸となり、学校改善に取組んだ成果として、Ａ評価と致しました。

続いて、社会教育の充実にかかわる取組みについてお話申し上げます。２８ページ

お開きください。社会教育の充実にかかわる取組みから放課後子ども教室推進事業に

ついてお話の方申し上げます。評価課題に記載しているように、本来の目的からずれ、

子どもを預けるとか、習い事の場となっている傾向が見られることや、指導者の確保

に課題があることにより、Ｂ評価と致しました。今後のこの事業の教育委員会として

の取組み方に課題があると思っています。
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続いて、スポーツ振興にかかわってお話申し上げます。３２ページ、お開きくださ

い。スポーツ振興に関わる取組みでは、合宿・大会誘致を行い、各スポーツ施設の有

効活用が軌道に乗ってきていることから、Ａ評価と致しました。

続いて、３３ページからの郷土資料館の活動の充実についてお話を申し上げます。

この項目では、３８ページになります。町史編纂事業において、２５年度完成がずれ

込んでしまったことよりＣ評価とし、２６年度完成・製本・配付に向けた取り組みを

進めています。

続いて、文化交流センターの活動です。３９ページをお開きください。文化交流セ

ンターの活動では、施設利用拡大などの課題を有することにより、Ｂ評価とし、２６

年度には施設活用に関する検討の場を持つ計画を進めています。

終わりに４０ページをお開きください。給食センター事業ですが、安心した給食を

配食できる環境整備やアレルギー対応などを評価し、Ａとしました。

以上、かいつまんでお話しましたが、お手元の報告書で平成２５年度知内町教育委

員会の活動状況に関する点検・評価の報告とさせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

報告の案件でありますが、特に質疑があれば、許します。質疑ありませんか。

２番、木村君。

◎ ２ 番（木村 一）

４０ページちょっとお願いします。学校給食の充実と書いてあるんですけれども、

議会報告会の中で、ちょっと地元の生産者が以前からこの給食組合にじゃがいもを供

給して、去年もやるといったら、知内産でこういうものがあるのかという、そういう

認識が足りないというあれで、それでこっちから給食にじゃがいもを寄贈してきたん

だが、もうやめましたというそういう声が聞こえた。それで、ここでこの地場産の食

材をより多く活用したいが、今のところ決まった答えが限られて、知内町の給食で管

理栄養士さんなり担当者が本当に知内町にそういうものがあるのかということで、認

識しているかどうかと思う。あるのに。そして、以前２・３年前に置戸町で有名な栄

養管理さんが地元産の食材を使って、学校給食に用いて講演でも歩いているというこ

とでテレビでやっていたものですから、その辺を知内町産の給食関係、栄養士さんは

どうなっているのか、ちょっと一つお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

まず、地場産の使用に関しては、かなり気を付けながら使っているというふうに認

識しています。具体的にどの程度使っているか、今、資料がないんですけれども、前

のことから思い出して、ほうれん草だとか、それから、ニラ等々については、地場の

ものをかなりの頻度使っていると思いますので、なるべく地場産のものを活用しなが

ら、給食を提供したいと。それと、米飯の米についても、給食会の方にお願いをしま

して、地元のお米を使って米飯の提供を行っているということです。ただ、通年にわ

たって手に入らないもの、または、使用できないものがありますので、ものによって

は、利用度がかなりパーセンテージが違うというのは分かります。以上になります。

◎ 議 長（伊藤政博）

２番、木村君。

◎ ２ 番（木村 一）
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何年も永遠と生産してきているものだから、そういうふうな地元でそういう食材が

あるということ自体を理解していないんだべかと思うのさ、俺ら。ニラ・ほうれん草

ばっかりで、そのほかに多種多様なものがあるんだけど、それをあるのに、そういう

ものがあったんだべかとか、そういう認識しかないというのが俺、ちょっとおかしい

んじゃないかと。せっかく寄贈してきてまで、知内町の学生さん、子どもたちに食べ

させてくださいと何年も持ってきていたのに、それが分からないで、こういうものあ

ったんですかと言われたところで、何か面白くなくて、突然やめてしまったという話

なんだ。だから、その辺をもう少しあるのであれば、今までやってきたのに理解して、

きちんとこういうものありますから、例えば、子どもたち、小学生に食べさせて、地

元産こういうものをあるんですとこれも食育活動の一環としてやっていってもらえれ

ばと思うんですけれども、答弁いいですから、そういう現状がありますので、今後と

もひとつ、できたらそういうふうな使用していただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

ご指摘してもらったことについて、僕らも承知していなかったんですけれども、し

かし、不都合があったら大変失礼なことですから、実際に調査もしてみます。地場の

ものがどれだけのものがどの時期に何が取れるか、一覧表あるはずなんです。僕も見

たことがあるんです。それらに基づいて、栄養士さんの方も栄養教員の方も工夫もし

ていきますので、また何かありましたらご指摘していただけばありがたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

５番、谷口君。

◎ ５ 番（谷口康之）

給食センターの部分で、評価はＡ評価ということで、この内容を見ますと、アレル

ギー体質に対する取組みを積極的にやっているようですけれども、ただ、この部分で

ですね、うちの学校全体でアレルギー体質を持っている生徒さんの数とか、全部把握

しているんでしょうか。もし、あったら、どういうようなアレルギー反応を持って、

何人くらいいるのか、教えてもらいたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

まず、給食のアレルギーのことの調査なんですけれども、昨年の平成２５年の２月

２２日の教育委員会の文書で、学校とも協議をして、２５年度に学校生活管理表とい

う全国の学校保健会のつくっている表なんですが、これに基づいて、全校調査を行い

ました。それで、この内容からですね、１人が香辛料アレルギー、コショウとか、刺

激物については避けてほしいと。そのほか、幼稚園等々でもアレルギーの保護者から

全部いただきまして、それを学校の保管とそれから、教育委員会の保管に２つおりに

分けました。両方とも同じものを持っています。我々持っているものと給食センター

の栄養教諭とも情報交換をしまして、必要であれば、特別食も作りましょうという話

をしていたんですけれども、今回のこの調査では、特別食まで至ることがないもので

すから、日常の対応だけで間に合うという現状です。平成２６年度も入学するお子さ

んと合わせて、もう一度、全校一斉の調査、全部の調査を行いましょうということで
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進めていました。これを３年ほど続けると、ある程度の目途が見えてくると思います

ので、その後、例えば、入学生だけにするとか、対応をどうするかなども考えていき

たいなと。なお、重篤なエピペン等々指導するような状況ありませんので、アレルギ

ーに対する勉強会みたいな養教さんや学校保健会で行いましたので、特殊なエピペン

を使うような事態が起こった場合には、その使い方について、実は保坂先生の方にも

お願いをして、そのときには打ち方等々についてご教授願いたいということでお話の

方してあります。そういうような状況です。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかにありませんか。特にないようでありますので、報告第１号はこれで終わりま

す。

● 平成２６年度知内町行政執行方針について（町 長）

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１４、『平成２６年度知内町行政執行方針について』を議題とします。

町長から説明願います。

◎ 町 長（大野幸孝）

平成２６年知内町議会第一回定例会の開会にあたり、町政執行について私の所信を

申し上げ、町議会議員の皆様、町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

この１年を振り返って見ますと、冬の大雪や、夏の不順な天候の影響により、農業

では、生育遅れなどで、ニラ・ほうれん草・水稲などの主要農作物の生産販売額は一

部の作物を除いて、軒並み前年を下回り、とりわけ、本町を代表する産品であります

ニラは、３年連続して生産販売額１０億円を達成しておりましたけれども、残念なが

ら、大台に届かない結果となりました。

一方、漁業も一昨年夏から秋にかけて高海水温等による影響で、ホタテや中間育成

ウニが大量に斃死したことから、養殖漁業にあっては依然として漁獲回復には至って

おりませんが、秋サケについては、一昨年の記録的不漁から脱し、回復の兆しが見え

てきたことは、今後において少なからず期待できるものと考えているところでありま

す。

さて、長引くデフレからの早期脱却と経済再生を図るため、安倍内閣では「大胆な

金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」

を一体的に推進してきました。その効果もあり、実質ＧＤＰが４半期連続でプラス成

長するなど国内経済は着実に上向き基調と言われております。他方、中小企業・小規

模事業者や地域経済での景気回復は、未だ十分浸透せず、業種ごとにも業況にばらつ

きがみられます。また、物価動向でもデフレ脱却には至らず、本年４月の消費増税に

備え、「好循環実現のための経済対策」として５．５五兆円の補正予算により、実質

ＧＤＰを１％押し上げ、２５万人程度の雇用創出を促すことなどに重点的に取組むこ

ととしておりますが、経済対策をはじめとした国の動向を十分注視しながら、あらゆ

る制度を有効に活用して、本町においても経済対策の効果が実感できるよう各種の施

策を講じて参ります。

農林漁業を基幹産業とする本町にあっては、生産の維持増大が本町の持続的な発展

に必要不可欠であることから、農林漁業の振興発展を第一に考え、さらに、商工業の
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振興発展、雇用対策、教育福祉の充実、子育て支援や高齢者の生きがい対策、町民皆

様が安全で安心して快適に生活できるよう生活環境整備など、より住み良い町づくり

を進めて参りますので、町議会議員の皆様、そして、町民皆様の一層のお力添えをよ

ろしくお願い申し上げます。

次に、町政に対する基本的な考え方について申し上げます。

私は、町民皆様の参加と協働による元気で活力ある豊かな知内町の実現を目指し、

あわせて、職員一人ひとりが町民全体の奉仕者であることを常に意識し、町民皆様が

温もりを実感できる「笑顔かがやく躍動の舞台（まち）」をつくり上げるため、引き

続き努力して参りたいと考えております。

また、元気で豊かな知内町実現のために７つの目標を掲げ、町民皆様との「まちづ

くり懇談会」では、町の施策に対する多くの貴重なご意見をいただき、町政に活かし

て参りました。

今年度は、私が町政を担わせていただいて４年目を迎えることから、町民皆様との

お約束のもとに進めて参りました施策・事業の成果を検証しながら、引き続き町民の

目線に立った協働の町づくりを、職員一丸となって町民の皆様と共に進めて参りたく

存じますので、何卒ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

次に、主要な施策についてご説明申し上げます。

第１に、「地場産業の振興によるまちづくり」であります。

本町農業は、これまでも他産地との差別化を図りながら、安全、安心で良質な産品

を安定的に提供できる体制の構築を進めて参りました。農業基盤の整備充実を図ると

ともに、従事者の高齢化や担い手不足などの課題に対し、生産者・関係諸団体による

「南渡島地区農業振興対策プロジェクト」と連携を図りながら、解決方策について検

討を進めて参ります。

林業では、森林資源保全のため間伐などの森林整備とあわせて林業専用道の整備を

実施して参ります。また、産出木材の「地材地消」による一層の利用拡大を図るため、

地域材活用住宅助成制度を継続実施するとともに、公共施設の整備に際しても積極的

に利活用するほか、未利用材をバイオマス資源として有効活用して参ります。

漁業にあっては、一昨年の高海水温により養殖漁業への影響と、回遊魚の減少によ

る漁獲低迷が依然として続いております。一方、秋サケが若干ながら回復したことは

明るい話題であり、今後とも沿岸資源の増大対策や養殖漁業への転換、カキ・ホタテ

・マコガレイなどのブランド化に努め、本町漁業の振興と漁家経営の安定化を図って

参ります。

商工業については、商業では依然として購買客の町外流出が続き、また、製造業や

建設業では景況感が改善しているといわれているものの、中小企業・小規模事業者に

とっては未だ厳しい状況が続いており、商工業振興のため支援を継続して参ります。

観光振興は、北海道新幹線の開業が２年後に迫り、近隣他市町と連携を図りながら、

本町の資源や特性を最大限活用した体験観光を含めた観光振興についての具体的な事

業展開の体制確立や事業計画を策定して参ります。

農業の振興については、生産性の向上を図るため、「野菜集出荷施設」の施設再編

や生産性向上、農地集約化、省力化などについて協議、検討をします。

重内地区及び重内第二地区用水路等整備事業の受益者負担の軽減を図ります。

新規就農支援事業による担い手対策や研修生受入れのための住宅確保や農家支援を

行います。
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新函館農協知内支店が開催する、担い手養成講座の開設を支援します。

農業担い手育成・労働力軽減対策について、農業振興公社等の設立も視野に引き続

き関係機関・生産者と連携して検討します。

国営土地改良事業の農家負担軽減対策についても、関係機関・期成会と協議を進め

ます。

次に林業及び林産業の振興についてでございます。

地域材を利用した、町民プールと子ども交流センター複合施設および矢越山荘を開

設します。

木質バイオマスを町民センターなど公共施設の暖房熱源として活用するため、「木

質資源貯蔵施設・木質バイオマスボイラー施設」を整備します。

森林資源保全のため間伐等の「町有林整備事業」を実施するとともに、森林整備の

基盤となる林業専用道を整備します。

地材地消推進のため、住宅建設等に対して「地域材活用住宅助成事業」を継続実施

します。

人工造林や除間伐など森林整備に対し、国の制度資金に町独自の上乗せ補助を継続

実施します。

地元スギ材の有効活用及び需要喚起について、関係機関等と検討を進めます。

水源涵養や二酸化炭素の吸収源となる森林の保全のため「水源林造成事業」を実施

します。

有害鳥獣被害防止のため電気柵設置や捕獲罠監視装置を導入する「有害鳥獣被害防

止対策補助事業」を実施します。

次に漁業の振興については、さけます資源維持増大のため「さけ・ますふ化場河川

水取水施設整備事業」を支援します。

ホヤ・ナマコの事業化に向け種苗生産体制確立のための資源培養管理型漁業の振興

を図ります。

ウニ・アワビの種苗放流により、沿岸資源を増大し採貝漁業の推進を図ります。

ウニ養殖施設増設事業助成により、漁家経営の安定化を支援します。

「水産多面的機能発揮対策事業」で藻場保全や海域調査などの事業を実施します。

漁業担い手育成のための支援策を関係団体や生産者と連携して検討します。

水産物のブランド化や販路拡大事業を支援します。

小谷石漁港の越波対策事業の促進に向け要望活動を継続します。

魚礁や増殖礁設置事業などの水産基盤整備の促進を引き続き要望します。

次に商工業の振興では、特産品のブランド化や販路拡大事業を支援するとともに、

合宿受入れ宿泊事業者に対する助成制度を検討します。

ふるさと創生事業により、新規起業等へのチャレンジを支援します。

新規高卒者等を採用する中小企業への支援を引き続き実施します。

「サマーカーニバル」や「カキニラまつり」などイベント事業を支援します。

商工会への助成事業を継続します。

次に観光の振興についてであります。

ＪＲ知内駅の廃止を受け、「道の駅しりうち」の魅力を高めるとともに、青函トン

ネル出入口の町を全国にアピールするため、基本構想を策定し今後の活用方策を検討

します。

観光協会と連携して、農林漁業体験や軽登山など本町の資源素材を活かした観光振
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興を図ります。

お試し暮らしや二地域居住などを積極的に進めます。

観光協会の活動支援とあわせ、新たに設立された青年部の活動についても積極的に

支援します。

次に第２に、「子供の未来に希望のあるまちづくり」であります。

少子化が加速度的に進行している中にあって、子育てをしながら就労できる環境づ

くりや経済的な負担軽減などの支援を充実して、子育てがしやすい町、子育てが楽し

い町、子どもが健やかに育つ町づくりを推進します。

就学前保育や教育では、保育料の軽減や幼稚園に特別支援教育支援員を複数配置す

るなどきめ細かな幼児保育・教育を引き続き進めるとともに、認定子ども園の開設を

視野に、幼稚園舎改築の具体的な検討をして参ります。

また、近年、就学児童の保育に対するニーズが高いことから、本年度内に学童保育

施設「子ども交流センター」仮称でありますけれども、開設致します。

さらに、中学生までの子ども医療費の無料化の継続をはじめ、乳幼児の予防接種事

業助成の拡充を図り、安心して子育てができる体制を整えます。

教育にあっては、町立知内高校の２間口の維持存続のため、教育内容の一層の充実

を図るとともに、保護者の負担軽減のための拡充措置を講じて参ります。あわせて、

小・中・高校生のスポーツ・文化活動や研修事業に対し積極的に支援をして、引き続

き町の宝である「頑張る子どもを応援する」事業を推進して参ります。

健（検）診、予防接種、医療費助成については、水疱瘡・おたふく・ロタウイルス

予防接種費用の助成継続と新たにＢ型肝炎ワクチン予防接種助成を実施します。

中学生までの医療費を無料とする子ども医療費助成制度を継続実施します。

五歳児健診を継続実施します。

ヒブワクチン（細菌性髄膜炎）、小児肺炎球菌ワクチンの接種率向上を図ります。

一方、子宮頸がんワクチン接種は積極的な勧奨を控え、国の動向や情報の収集に努

めて参ります。

次に育児支援事業については、知内幼稚園の改築について検討をするとともに認定

子ども園の開設について関係者との協議を進めます。

乳幼児を持つ親を対象に、小児科医による子育て講座を実施します。

育児相談、新生児訪問を随時実施するとともに、障がい児の療育相談事業や発達支

援事業を継続実施します。

のびのび教室、離乳食教室、食育教室、すこやか教室など育児教室を開催するとと

もに、育児サークルの活動を支援します。

保育園（所）、幼稚園連絡会を開催します。

次に働きながら子育てができる環境づくりについては、学童保育施設「子ども交流

センター（仮称）」を開設するとともに、知内小学校校区外児童の学童保育利用の体

制を整えます。

保育料の保護者負担の軽減措置を継続します。

子ども発達支援センターの開設や障がい児デイサービスの実施を検討して参りま

す。

シルバー世代による子育てサポータークラブの設立を検討します。

次に子どものスポーツ文化活動、研修事業への支援についてでございますけれども、

子どもたちのスポーツ文化活動の支援を継続します。
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町民プールを木質バイオマスエネルギーによる温水プールに改築整備します。

知内高校の海外教育研修実施に向け、研修プログラムや支援内容について検討をし

て参ります。

次に第三に、「新たな雇用創出によるまちづくり」であります。

長引くデフレからの早期脱却と経済再生を図るため、各種の施策が講じられており、

国内経済は着実に上昇傾向にあると言われておりますが、景気回復の実感は、中小企

業・小規模事業者や地域経済には未だ十分浸透しておらず、また、業種ごとの業況に

ばらつきがみられます。

このような中にあって、事業の持続発展のため優秀な人材の確保に向け、若者を雇

用する地元企業が出てきているものの、雇用の絶対数が不足していることから新規高

卒者等の大多数は町外での就業を余儀なくされている状況にあります。

若者の地元定着を推進するため、これまで以上に町内での基幹産業の振興と業種間

の連携強化を図り、就業の場の創出確保に努めて参ります。

人材の育成・確保についてでございますけれども、各種研修等に積極的に派遣し、

人材の育成に努めて参ります。

就労の場の確保については、新規高卒者等雇用奨励助成制度を継続実施し、町内事

業所への若者雇用を支援して参ります。

木質バイオマスエネルギー事業の導入等により、新たな雇用の創出を図ります。

カキ処理施設整備による雇用拡大について関係機関と検討を進めます。

第三セクターとの連携や起業支援を通じて、町内での新たな雇用の創出を図ります。

次に第４として、「生き生きと活力あふれるまちづくり」であります。

安全、安心の町づくりのために、住民生活の基盤となるライフラインの整備強化が

絶対条件であることから、中の川をはじめとする河川改修、砂防事業、高波対策など

について関係機関へ要請活動を実施して整備促進を図って参ります。また、消防水利

確保のため、防火水槽や消火栓の整備を計画的に進めるとともに、公共施設の耐震化

や一般住宅の耐震改修助成事業を実施して参ります。

町道整備は、町道整備計画に基づき年次計画により整備を進めるとともに、あわせ

て橋梁の長寿命化対策を進めます。また、町民が不安なく冬の暮らしを実現するため、

総合的な雪への対策にも積極的に取り組んで参ります。

次に水道事業では、良質で安定的な水利確保のため湯ノ里浄水場の改修、元町・小

谷石浄水場の設備更新を進めるとともに、配水管についても耐震を考慮しながら計画

的に更新をして参ります。また、知内町クリーンセンターの長寿命化計画に基づき設

備更新に着手致します。あわせて下水道・合併浄化槽の普及推進と、ごみの減量化や

資源化を推進して参ります。

次に健康で心豊かに暮らすことは、町民の皆様が求める最大の願いであります。予

防接種による感染症対策、各種健（検）診や健康教室の実施による生活習慣病予防対

策を支援するとともに、保健事業とスポーツ振興事業の連携を強化し、町民の健康づ

くりが図られるよう努めて参ります。

また、函館市を中心市とした「定住自立圏」の圏域内における広域救急医療体制の

充実に向けた取り組みに参画し、町民の生命を守る体制の強化と充実を図ります。

さらに、交通安全運動や地域防犯運動に対しましては、町民皆様や関係機関のなお

一層の参加協力をいただき、実効性のある運動を展開して参ります。

安全、安心の生活基盤の整備については、町道整備と橋梁の長寿命化対策を計画的
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に実施するとともに、認定町道以外の生活道路整備助成を実施します。

福祉除雪サービスや屋根の雪下し助成事業の継続と総合的な雪対策事業を積極的に

進めます。

湯ノ里浄水場の改修事業、元町・小谷石浄水場の設備更新、配水管更新事業を実施

します。

知内町クリーンセンターの長寿命化計画による設備更新を実施します。

高規格救急車を導入するとともに防火水槽や消火栓など消防水利の計画的な整備を

します。

住宅の耐震診断と耐震改修に対する助成を継続します。

総合的な防災訓練を実施します。

各町内会館等災害避難所に災害備蓄用品を計画的に配置します。

下水道と浄化槽の普及促進を図ります。

中央公民館・スポーツセンターの耐震設計を実施し、計画的に公共施設の耐震化を

進めます。

中の川河川改修、森越川河口整備や砂防、高波対策事業の促進を引き続き要望しま

す。

定住自立圏の広域連携によるドクターヘリの共同運航に参画します。

心豊かに暮らす環境づくりについては、国民健康保険会計の運営安定化のため、特

定健診の受診勧奨や医療費の適正化対策を進めます。

第５期介護保険事業計画に基づき、介護保険事業の充実を図るとともに、第６期介

護保険事業計画の策定に向けた作業を進めます。

住民健（検）診や各種予防接種の助成を継続するとともに、脳検診や高齢者肺炎球

菌ワクチン助成事業の受診・接種勧奨を進めます。

介護予防事業「いきいきサロン」の開催支援や地域ボランティアの養成支援を継続

します。

障がい者と高齢者の方々が、生きがいを持って社会参加できる町づくりを進めます。

認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)整備について検討を進めます。

成人期の健康づくり活動と高齢期の介護予防事業の連続した、生涯に亘る健康維持

の事業実施について検討をします。

次に住民参加の町づくりの推進については、住民参加の町政実現のため｢まちづく

り懇談会｣や「ふれあい懇話会」を引き続き開催します。

「異業種交流会」を開催し、六次産業化によるまちおこしを進めます。

交通安全運動や地域安全運動を住民総ぐるみ運動として展開します。

次に第５として、「交流事業の推進によるまちづくり」であります。

町はこれまでも来訪者を温かく迎え、ふれあう交流の町づくりを推進してきました

が、今後も継続して各種スポーツ大会の誘致や地域間交流の機会拡充に努めるととも

に、まちづくり交流拠点施設整備についての検討とあわせ、スポーツ交流やスポーツ

合宿を積極的に推進する環境を整えるため、克雪型多目的体育館の整備と、町営スキ

ー場への圧雪車導入に向けて具体的な検討を進めて参ります。

さらに、既存の町有施設及び町内民宿を含めた宿泊施設の有効活用と、地域資源を

活用した「体験観光」の拠点づくりについても引き続き検討を進めて参ります。

スポーツ交流や合宿の里づくりについては、町民プールの温水化改築整備により、

スポーツ人口の拡大を図ります。
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渡島西部四町や函館市との連携による地域特性を活かした合宿誘致を進めるととも

に、合宿受入宿泊事業者に対する助成制度を検討して参ります。

スポーツ合宿の里づくりを進めるため、克雪型多目的体育館の整備と町営スキー場

への圧雪車導入に向けて具体的検討を進めます。

次に都市や地域との交流事業の推進については、友好町である今別町との各団体の

交流事業を引き続き支援します。

東京都北区など都市住民との交流事業を継続します。

次に体験交流の推進と環境整備についてであります。体験による来訪者との交流事

業を推進するため、農業体験型の観光受入れ体制を整備します。

山村交流事業・体験交流事業の実施に向けた施設・受入体制の整備について検討し

て参ります。

まちづくり交流拠点施設整備について産業団体や町民との意見交換会を実施致し

します。

次に第６として、「地域特性を活かしたまちづくり」であります。

北海道新幹線の開業が２年後に迫り、開業後の来訪者の受入体制整備を検討すると

ともに、本町の資源素材を最大限活かして近隣他市町との連携強化を図るため、地域

高規格道路「松前半島道路」の整備路線への格上げと早期着工を目指して、西部四町

での行政連絡協議会で取り組み方法等について検討協議をして参ります。

また、新幹線開業時の青函トンネル内で新幹線と貨物列車の共用走行に際して、当

面は新幹線の減速運行方針が示され、抜本的な解決策は、国において現在検討されて

いますが、その一方策としての「トレイン・オン・トレイン」基地誘致活動は、国や

ＪＲ北海道の動きを注視しながら、誘致活動を構築して参ります。

次に知内川の復元対策のため、昨年度、重内頭首工に新たに魚道を整備し、今年度

は親水広場など周辺整備をして参ります。あわせて、さけ・ますふ化場の河川水取水

施設整備、知内ダムからの濁水対策等についても、引き続き関係機関と連携のもと事

業を推進して参ります。

本町で最も高齢化が進展している小谷石地区の地域振興や防災対策のため、「矢越

山荘」の建て替えをはじめとした各種施策を講ずるとともに、地域での活動を積極的

に支援して参ります。

さらに、環境に対する負荷軽減の見地から、本町の地理的特性を最大限活かすため、

再生可能エネルギーの立地可能性調査を実施して参ります。

地域高規格道路「松前半島道路」整備に向けた取組みについては、地域高規格道路

「松前半島道路」の整備に向け、渡島西部行政連絡協議会で具体的な取り組み方法を

検討・協議して参ります。

次に新幹線貨物専用列車構想の実現に向けた取組みについては、カートレイン等基

地整備促進期成会や渡島総合開発期成会と連携を図り、関係機関に対して要請活動を

行って参ります。

知内川の復元対策については、子どもたちが自然に親しむ環境づくりのため、重内

頭首工周辺に親水広場を整備します。

天然アユが棲める知内川の復元のために、知内川の総合的な環境改善に向け関係機

関に対する要望活動を実施して参ります。

次に小谷石地域の総合振興対策については、矢越山荘の改築整備をするとともに、

温泉ボーリング調査・展望施設整備など、小谷石地域の振興事業を推進します。
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小谷石地域の産業振興と、住民の地域活性化活動を支援します。

次に再生可能エネルギーの取組みについては、地熱発電の立地可能性調査を実施し

ます。

潮流発電やメガソーラー発電の候補地として優位性を積極的にＰＲして参ります。

木質バイオマスエネルギーを町民センターなど、公共施設の暖房熱源として活用し

ます。

最後に７として、「行財政改革の推進」であります。

町の行財政運営について、当町の懸案事項となっておりました実質公債費比率は「公

債費負担適正化計画」に定めた目標を予定どおり達成し、引き続き創意工夫により行

政コストの削減に配意しながら財政運営をしているところであります。

今年度にあっては、効率的な財政運営を進めるための「財務会計システム」の導入

と、各種行政システムの災害時におけるリスク軽減とコスト軽減でのメリットと「マ

イナンバー制度」施行に対応するための「総合行政システム」の整備をするとともに、

戸籍事務の適正化と効率化による住民サービスの向上を図るため、関係町との連携に

よる戸籍の電算化に取り組みます。

また、町の貴重な財源である町税の収納については、公平公正の見地から、滞納税

の縮減のため引き続ききめ細かな納税相談の実施と、必要な徴収手続きを進めて参り

ます。

行財政改革の推進については、行政評価を導入し、施策事業を客観的に評価すると

ともに事務改善を図ります。

財務会計システムを導入し、会計事務の効率化を図ります。

各種システムの効率的な運用のため、総合行政システムを導入します。

以上、町政執行にあたっての考えを申し述べさせていただきましたが、本町にはこ

れまで多くの先人が築き上げてきたすばらしい歴史があり、私に課せられた使命は、

本町の歴史を持続・発展させ、町民の皆様が幸せを実感できる町にすることでありま

す。そのために職員が一丸となって歩んで行く覚悟であります。

町議会議員の皆様、町民の皆様のご理解とご協力を賜りますよう心からお願い申し

上げまして、平成２６年度の行政執行とさせていただきます。よろしくお願い致しま

す。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで行政執行方針は終わりました。

お諮りします。本日の会議時間は、議事の都合により予め延長したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本日の会議は延長することに決定致しました。

● 平成２６年度知内町教育行政執行方針について（教育長）

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１５、『平成２６年度知内町教育行政執行方針について』を議題としま

す。

教育長から説明願います。
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◎ 教 育 長（田中健一）

平成２６年、知内町議会第１回定例会の開会にあたり、知内町教育委員会所管行政

の執行に関する方針を申し上げます。

平成２５年度は、教育委員会制度改革をはじめとし、英語活動の教科化、道徳教育、

土曜授業の実施など矢継ぎ早に動き出した年度でありました。一方、教育現場では、

いじめや不登校、教育的支援が必要な子どもへの支援体制づくりなど様々な課題があ

ることから、子どもの抱える不安を取り除き、安心して学べる環境となるような施策

を実施した年度でもありました。

一方、努力が形になりにくい今の時代、個性や自由の名の下に、結局、画一的モノ

サシで競争の勝ち負けが決められ、誰もが望んでいる、豊かで創造的な自由と、大き

な隔たりとなっている不安も潜んでいます。

こうした状況から、学校教育では、ひとり一人に社会的自立に必要な能力・態度の

育成、及び個人が社会の多様性を尊重し、共に支え高めあう共生・協働の精神の育成

を図ることが重要な課題と受け止め、改善に向けた方策を立てることが求められます。

一方、社会教育・スポーツ振興に関しては、自分の豊かな人生の実現には、どんな

生き方、どんな選択の仕方があるのかを示し、地域活性化や文化・スポーツ交流など

の観点から各施策に取組むことが大切であると考えます。「地域協働の仕組みづくり」

「読書活動の推進」「学校・家庭・地域で連携した情報化への対応」「スポーツに親

しむ習慣」など、心と体の健やかな発達を促し、豊かな人間性を育むことを重視した

取組みを充実します。

平成２６年度は、これまでの教育成果を充実・発展させる実践の指標として、「自

立とつながり」を掲げ、知内町教育を創造してまいります。

１ 基本的な考え方

知内町教育委員会は、平成２３年度に５ヵ年に渡る「知内町学校教育中期推進計画」

「第６次知内町社会教育中期教育推進計画」を策定し取組みを進めてまいりました。

この『学校教育・社会教育中期教育推進計画』では、知内町教育目標の達成のための

施策に重点を置いた計画となっております。知内町教育委員会では、今年度も、各教

育機関、関係機関等との結びつきを強め、地域の教育力を高め、各学校の実践力を支

えるための活動に取組んでいく所存であります。

とりわけ、学校教育においては、「知・徳・体」のバランスのとれた教育活動の充

実を図るため、「自信力」「連携」「知内らしさの重視」を基本として知内町の子ども

を育んでいくとともに学校教育が地域の活性化と結びついていくための新たな取組み

を進めてまいります。

平成２６年度の教育行政執行にあたり、以上の視点から、これまで培ってきた「一

貫した人づくり」の教育理念実現に向け、「自立とつながり」を実践の指標とした、

教育活動を進めてまいります。

２ 教育委員会の充実に向けて

知内町教育委員会は、「知内町学校教育・社会教育中期教育推進計画」を策定し、

年度毎の評価を加え、改善・充実を図っております。

今年度は、教育委員会制度改革が議論されている中、教育委員会が歴史的に果たし

てきた役割を踏まえながら、今後の動向について注視していきたいと考えております。

また、「いじめ防止条例」が制定され、いじめ防止体制づくりができたことから、

人権感覚、思いやりの心などの育成に間断なく取組んでいかなければなりません。
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更には、学校運営協議会の指定に向けた、教育委員会規則に基づき、コミュニティ

・スクールの指定・実践・評価と学校・地域の活性化に向けた施策の検証を実施し、

根付いた制度となるよう細心の努力を重ねてまいります。

３ 学校教育の充実

(１) 知内町学校教育中期推進計画の推進

平成２３年度より、５ヵ年計画で４つの目標と８つの重点施策・重点事業を進めて

おり、その４年次目の取組みとなります。

目標１ 子どもの自信力を高める

目標達成に向けた施策として、「学力を育てる取組み」「体力・運動能力を育てる

取組み」「豊かな人間性を育てる取組み」「信頼される知内高等学校教育の確立」の

４つの重点施策を進めてまいりました。

①子どもの学力を育てる取組み

知内町の子どもたちの学力向上に向けて、各学校では改善プランを作成し、点検評

価を重ねながら、課題意識を共有し、創意を生かした授業展開を進めています。

今年度は、「知識を伝えるだけの授業の改善」を目指し、「自分で問いを立てて、

考えることを学ぶ」授業づくりに向けた支援をしてまいります。

具体的には、学力向上に向け情報機器等の充実を図り、子どもの学習意欲を高め、

効果的な学習活動が実践できる環境を充実してまいります。また、経験の浅い教員の

授業力向上に向けた計画的研修の実施、子どもに基礎的な学習事項を定着させるため

の指導体制を整えるなど、学校の取組みを支えてまいります。また、特別支援教育に

関しては、「インクルーシブ教育システム構築事業」の継続指定を受け、合理的配慮

協力員、他教育機関との連携を深め、「就学相談」「多様な学びの場の整備」「教職員

の専門性向上」「就職や社会参加に向けた取組み」など共生社会の実現に向けて一歩

ずつ進めてまいります。更に、言葉の力を高める教育として「読書活動」の普及に向

けた環境整備、読書フェスティバル等の開催、読書感想文コンクールへの応募など子

どもが自主的に読書活動を行うための取組みを推進してまいります。

②子どもの体力・運動能力を育てる取組み

子どもの体力低下、食物アレルギー疾患などへの取組みが課題となっております。

特に、子どもの体格が向上する一方で体力や運動能力が低下する傾向が続いており、

歯止めをかける取組が求められています。

今年度は、次の三点を重要課題として取組んでまいります。一つは、北海道教育委

員会が提唱する、「体力向上運動」を取入れ、各学校、各個人が目標を設定しながら

取組んでいく機会を拡充してまいります。２つめは、日常の運動量を増やすため、徒

歩通学・屋外遊び・規則正しい生活習慣など家庭の理解と協力を得ながら運動能力の

向上や生活習慣の改善に取組んでまいります。３つめとして、大学、各種団体の協力

を得ながら、楽しく学べる体育授業や補充運動の充実を図ります。

③豊かな人間性を育てる取組み

近年の急速な情報化の進展の中で、電子メディアがもたらす弊害から子どもたちを

守る取組みや社会を形づくっていく上で共通に求められるルールやマナー、規範意識

などを身に付けさせることが求められております。そのため、以下の取組みを充実さ

せてまいります。１つは、深刻化しているインターネット上でのいじめ等の問題行動

を発見し、被害の拡大を防止するために、「ネットパトロール」情報を生かした、情

報モラルの指導を徹底します。次に、日常の教育活動を通じてのコミュニケーション
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能力、思いやりの心などを育成し、「いじめ撲滅」に向けた取組みを推進します。３

つめは、道徳教育の充実です。発達段階ごとに重視すべき内容や共通に指導すべき内

容を精選し、子どもの内面を耕すことを目指します。

④信頼される知内高等学校教育の確立

コース制の導入、サテライト授業システムの活用、進路意識を高める教育講話会の

開催など教育環境充実のご支援をいただき、充実した教育環境が整い、その成果も示

されました。

西南渡島において、子どもたちや保護者が高校進学に不安をもたないために、通学

条件、教育内容、進路指導、特色ある教育活動、部活動などの充実に向け、町民各位

のご理解・ご支援を賜りたいと考えています。

今年度は、通学費の全額支給により、通学への不安や困難を解消します。道立高校

の再編整備など高校教育を等しく受ける環境が大きく変化しております。そのため、

域内の生徒を受入れる条件を整えるための取組みとなります。２点目は、「資格取得

への支援」制度を導入します。資格の取得は就職だけでなく生徒個々のキャリアアッ

プとなり、自信を持って社会へ出て行く要件となります。３点目として、国際化社会

に生きる若者の育成です。海外研修の枠組みを大きく変える内容を検討します。これ

まで、中・高で実施していた海外研修を高校に一本化し、全員が参加できる研修と１

ヶ月程度の短期海外留学制度の２本立ての内容で検討しています。派遣先や内容等に

ついて今年度中に具体化し、平成２８年度実施をめざします。

また、高等学校で特別な配慮を要する生徒への適切な教育環境の確保・進路実現な

ど高等学校における特別支援教育を継続的に支援してまいります。

目標２、緊密な連携と確かな接続の確立

知内町教育は「一貫教育」理念の下で教育活動が取組まれてまいりました。そのた

め、「連携」「接続」を指標とし、学校・関係機関が協力した教育活動を生み出して

まいりました。

今年度は、幼小連携、小中連携などの取組みについて、成果の検証と課題の整理を

行います。また、英語教育推進協議会、学校保健会、インクルーシブ教育推進会議な

どによる学校間連携が示す成果に期待も大きくしています。

一方、函館附属学校との連携において、授業公開の他に、子ども同士の交流を実施

するなど、学校独自の取組みを応援し、子どもたちの学習意欲向上に役立てたいと思

っています。

目標３、学校・教職員の力を高める取組み

家庭や地域の方々の教育に対する熱い思いと、子どもの自立を第一に考える教職員

によって知内町教育は築かれてきました。学び続け、成長を続ける教職員の姿なしに

は、学校への信頼、家庭や地域との連携・協働も進みません。

①信頼される教職員の育成

知内町立学校教職員は、自ら進んで研鑽に励み、学校の総合力を生かした公開研究

会の開催など、率先して実施しております。今年度は、初任者研修制度や十年経験者

研修制度の見直しが予定され、実践的指導力を備えるための取組みが始まります。

この時期にあたり、各種協議会や知内町教育研究所など、縦につながる教育と学校

・家庭・地域などが連携した横に繋がる教育の二面性を生かした取組みにより、視野

の広い教職員の育成に取組んでまいります。

教職員の指導力向上や教職員の資質向上のため、教職員評価の取組みを継続して進
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め、信頼される学校づくりをめざします。

更に、多様な視点を生かした学校づくりをめざすコミュニティースクールの取組み

において、柔軟で創意に満ちた「学校の総合力」を高めていく取組みを進めます。

②学校を支援するシステムの整備

学校の教育環境の改善、教育の質の向上のためには、信頼関係を深めるとともに、

成果、検証を踏まえた支援体制作りが必要です。今年度は、子どもの基礎学力を保証

するための教員等の配置、特別支援教育支援員・嘱託支援員によるきめ細かな指導体

制を充実します。また、若手教員指導に向けた、巡回指導研修の継続実施、合理的配

慮協力員による特別支援教育指導、子どもの心に添う、教育相談事業の継続実施を進

めます。更に、教職員の時間外勤務の縮減など適正な勤務態様がとれるなど、服務管

理を徹底します。

目標４、家庭・地域と連携した教育の推進

家庭教育は、すべての教育の出発点であり、子どもが基本的な生活習慣・生活能力、

豊かな情操、善悪の判断など、自立心や自制心、社会的マナー等を身に付ける重要な

役割を果たしています。今年度は、「いじめ」防止、ネットトラブル防止のための研

修機会の提供、生活習慣確立のための取組み、「食育」に係わる学習機会など、家庭

と学校が互いに情報を共有し、共に子どもを育てていくことができるような取組みを

進めます。

更に、教育の今日的課題として次の事項について各関係機関の協力の下、取り進め

てまいります。

①幼児教育の充実

国の施策により、幼児教育の形態が今後変化していくこととなります。併せて、知

内町における幼児期の教育等について総合的な検討がなされることとなります。この

様な変化の時こそ、就学前の子どもに質の高い幼児教育を提供できるよう、これまで

の取組みを検証し、知内町幼児教育の礎とします。

また、今年度は、全道幼児教育研究大会が、渡島地区において開催されます。この

機会を活用し、幼稚園同士の連携と幼児教育の充実につながるネットワークづくりを

進めます。

②キャリア教育の充実

「働くとはどういうことか」といった職業観を教育していくには、早い段階からの

教育が必要です。今年度は、自ら課題を発見し、論理的に考え、解決策を見出す力を

身に付けさせるための指導計画づくりと社会性を育むソーシャルスキル講座を実施し

ます。

③安全・安心な学校給食の充実

「和食」の無形文化遺産登録がなされ、「食」は「いのち」を支える源としての認

識が深まっています。これをきっかけに、日本の伝統的な食文化を見つめ直し、次世

代を担う子どもたちにしっかりと継承していくことの重要性が指摘されています。今

年度は、栄養教諭を中心とした食育授業を継続し、「食」に関する知識を学ぶ機会と

します。併せて、地場産物の学校給食への活用、調理教室等での活用により、地元産

物への関心を高め、安全な食生活を学ぶ機会といたします。

また、アレルギー疾患等については、「学校生活管理表」を利用し、疾患のある子

どもを把握するとともに、家庭と連携しながら適切な対応を取ってまいります。

④防災教育の充実
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防災教育は、災害から命を守るだけではなく、人々と協働した、新たな社会秩序づ

くりなど、社会性の育成と地域づくりの視点を重視した教育活動とします。

今年度は、管理職不在時の学校体制の整備、防災研修の実施、マニュアルの見直し

を整備するとともに総合防災訓練の実施に向け、関係機関と協議を進めます。

４、社会教育の充実

社会教育は、学ぶことを通じ、人や地域社会とのつながりを通して、自分を成長さ

せる機会です。更に、いつでもどこででも学べることは、子どもたちを始め、家庭や

地域社会の教育力を向上させ、活力に溢れた町づくりとなる重要な役割を担っており

ます。

そのため、町民の皆さんが学ぶための拠点整備や学びを選択できる多様な事業構成、

社会貢献できる機会の提供などの工夫をすることが必要です。

今年度は、次の６点に重点を置いた取組みを進めます。

(１) 生涯学習活動における学習情報提供と相談機能の充実

多様な学習ニーズに対応するため、関係機関、民間団体が相互に連携・協力し、学

習内容の充実を図ることや学習情報の提供・相談機能を整えます。きめ細かな情報提

供と相談しやすい雰囲気づくりを大切にして取組んでまいります。

(２) 生涯各期における学習活動の促進

家庭や地域社会を取り巻く様々な課題に対処するため、学校、関係団体等が相互に

連携・協力しながら歩んでいく教育活動に努めます。特に、読書環境づくりについて

は、公民館図書室環境の整備と道立図書館や学校と連携した取組み、「知内町読書推

進計画」の再策定に向けた取組みを進めてまいります。また、知内みらい大学の運営

では、学生間の交流を図りながら、学習ニーズや地域づくり等に対応するなど、参加

者の要請や社会貢献できる学習機会を提供する運営に努めます。更に、子どもが携帯

電話やパソコンを利用する機会が増加し、「ネットいじめ」や犯罪に巻き込まれる危

険性が社会問題化しており、学校・家庭・地域で連携した対策が必要となっているこ

とから、「タブレットパソコン活用教室」を開催し、必要な知識を身に付ける機会を

拡充します。

(３) 社会教育推進のための基盤整備

多様化・高度化する学習ニーズや地域課題など、様々な要請に対応するため、指導

者の養成や研修機会の充実を図るとともに、社会教育関係諸機関との連携を進めてい

きます。情報収集、指導者育成の機会として、教育主事等研修会への参加を通して、

地域住民が求める事業などの開発等に対応する力量を向上させます。また、全道公民

館協会と連携し、学習拠点としての公民館のあり方や施設整備について検討してまい

ります。

(４) 自主的・創造的な文化活動の推進

文化芸術は、過去から未来へと受け継ぎ、人々に喜びや感動を与えると同時に、地

域社会の全ての営みの基盤として重要です。今年度は、管内文化団体と連携した事業

推進、大学等の支援を受けた学習機会の提供、音楽に親しむ機会の充実など、これま

での活動や実績を踏まえつつ、これからを展望した事業を取り進めます。

(５) 地域の教育力向上に向けた取組み

地域全体で子どもたちを見守り育てていこうとする意識を高め、地域の大人たちの

協力を得て、異世代間の交流や社会体験活動、文化・スポーツ活動など主体的に関わ

ることができる取組みを進めます。具体的には、子どもを見守り・育てる活動への支
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援、放課後子ども教室の実施による、安全安心な子どもの活動拠点の整備、子ども会

リーダー養成事業への積極的な参加など地域の教育力の向上を図り、大人と子どもと

の結びつきを強める取組みを進めます。

(６) 家庭教育支援事業

社会構造の変化などで家庭の様相が大きく変化してきています。家庭教育支援にお

いては、保護者への共感と、親としてのニーズの把握が何より大事なことです。今年

度は、子どもの発達時期に親としてなすべき大事なことへの情報提供、親世代の交流

を深め、情報交換や悩みなど気軽に相談できる機会づくり、料理教室など、親世代が

生活力を獲得する機会の提供を検討してまいります。

５、生涯スポーツの振興

知内町体育施設の充実と町民各位の支援により、スポーツ合宿誘致や高校野球交流

大会の開催等、数多くの人々が知内町に足を運んでいます。また、町民プールの新設

は、町民のスポーツ選択を拡大し、健康増進の機会として期待されるところです。

今年度は、次の五点に重点を置き取組んでまいります。

(１) 各種スポーツ大会の開催誘致・スポーツ合宿による町の活性化に努めます。

(２) 中の川総合スポーツクラブの運営支援のため、専門的な知識を有する人材やス

ポーツ指導者による研修会を開催します。

(３) スポーツ少年団指導者研修会やスポーツ少年団大会などを開催し、競技人口の

底辺拡大を図りながら競技力の向上を目指します。特に、スポーツ活動における体

罰の防止については、引き続き啓蒙を図ってまいります。

(４) 町内スポーツ施設の維持管理に適切に取組み、安全で快適な場の提供に努めま

す。

(５) スポーツ活動の充実を図るため、管内スポーツ推進委員研修会等でニュースポ

ーツ等の普及奨励を進めます。

６、文化財の保存・活用と地域文化の振興

知内町郷土資料館事業は、全道博物館協会と連携し、知内町のかけがいのない文化

財の保存・活用など幅広い事業展開をしております。今年度は次の取組みを進めてま

いります。まず、地域にある学校や団体、幅広い町民の参加を得ることにより、広範

なネットワークを形成し発展させる事業の推進。また、地域の歴史や文化などの文化

資源をテーマとして、その特色や魅力を共有し、地域の活性化などに貢献する事業を

取り進めます。特に「知内学」や「ふるさと」講座、「ミュージアム・パル」など知

内町文化の象徴的な事業は、郷土資料館の活動を支援する人々やグループなど、地域

の人材を育成する場となっており、全道に誇れる取組みに成長しています。

また、「知内町史」編纂については、幅広い年齢層に活用していただけるよう編集

し、今年度完成を目指した作業を進めてまいります。

知内町文化交流センターでは、各種団体等による独自活動並びに展示活動を継続し、

人々の交流を生み出しながら文化創造に一層積極的な役割を果たすことができるよう

努めてまいります。同時に、将来の活用について多様な観点から検討し、知内町の財

産として町民の要請に応えていけるような方向を示してまいります。

７、むすびにあたって

平成２６年度は、「知内町学校教育中期教育推進計画」、「第６次知内町社会教育中

期教育推進計画」の実施、４年目であり成果検証と今後の見通しについて検討を重ね

ていく年度となります。
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地域社会の活性化の基本となる人材の育成や、子どもたちが安心して学校生活を送

ることができるよう、活力ある教育行政の推進に取組んでまいります。

平成２６年度知内町教育行政執行にあたり、町民の皆様並びに議会議員の皆様のご

理解とご協力を心からお願い申し上げます。ありがとうございました。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで教育行政執行方針は終わりました。

● 追跡質問

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１６、『追跡質問』を行います。

順に発言を許します。追跡質問ありませんか。

（「なし」の声あり）

質問がないようですから、これで追跡質問を終わります。

暫時休憩します。

（ 休憩 午後 ４時５６分 ）

（ 再開 午後 ４時５６分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

● 議案第８号 知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１７、議案第８号、『知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の一部を改正する条例について』から日程第３１、議案第２２号『平成２６年度

知内町水道事業会計予算について』の１５議案は、いずれも平成２６年度予算に関す

る議案であります。したがって、この１５議案は、一括議題としたいと思いますが、

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、以上の１５議案は、一括議題とすることに決定

致しました。

議題となった議案第８号から順次、提案理由の説明を求めます。

議案第８号、『知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例について』説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第８号、知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例について。

知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正す

る。
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次のページです。知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例。

知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２４年条例第１号）の

一部を次のように改正する。

今回の改正内容につきましては、人事院勧告に基づく条例改正でありまして、内容

は平成１８年の給与構造改革で昇級抑制されたものの回復措置であります。

附則と致しまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

以上で説明を終わらせていただきます。

● 議案第９号 知内町と松前町における電子情報処理組織による戸籍等に関す

る事務の受託について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に議案第９号、『知内町と松前町における電子情報処理組織による戸籍等に関す

る事務の受託について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第９号、知内町と松前町における電子情報処理組織による戸籍等に関する事務

の受託について。

地方自治法第２５２条の１４第１項の規定により、電子情報処理による戸籍等に関

する事務の管理及び執行を北海道松前町から受託するため、次のように規約を定め、

事務の受託を受けることについて、同条第３項の規定に基づき議会の議決を求める。

本議案提案理由並びに趣旨につきましては、戸籍の電算処理を実施するにあたり単

独運用、共同運用、それぞれの観点から検討するとともに住民記録、住民基本台帳ネ

ットワークシステムなどの共通のシステム利用をしている渡島・檜山管内で、戸籍電

算化未整備の松前町・江差町・奥尻町の各町と協議を進めてきたいところでありま

す。導入費用、運用費用のいずれの面からも戸籍の電算処理を共同で行うことにより、

費用の負担軽減が図られることから、本町に設置するサーバーを複数町で共同利用す

るため、この度、戸籍等事務の受託をするため規約の制定をするものであり、平成２

６年４月１日からの施行を予定しております。また、本規約の議決をいただいた後、

３月２７日に構成四町により、戸籍システム電算共同化調印式を実施する予定であり

ます。規約の内容につきましては、生活福祉課長より説明をさせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（大野 樹）

只今、提案理由につきましては、副町長より説明がありましたので、電算共同化の

イメージにつきまして、まず、説明させていただきたいと思います。

予算説明資料、見だし２の生活福祉課の２ページで説明致したいと思いますので、

ご覧いただきたいと思います。

生活福祉課の資料の２ページであります。戸籍システムの電算共同化事務委託のイ

メージ図であります。共同化につきましては、松前町・江差町・奥尻町・当町の四町

で実施し致しますが、正サーバー及び副サーバーナンバー１につきましては、過去の
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津波被災等の状況を考慮しまして、当町の庁舎内に設置し、副サーバーのナンバー２

につきましては、委託業者選定後に民間データセンターに配置するものであります。

したがいまして、当町が電子計算機、その他の機器を設置し、使用し、管理すること

から、他の３町の戸籍事務を受託することになります。また、３町とは、専用の光回

線を使用することになっております。更に法務省のバックアップセンターには、ＬＧ

ＷＡＮ回線で当町から接続することとなるわけであります。

次に資料の１ページをご覧いただきたいと思います。（１）の経過につきましては、

省略を致したいと思います。それで、昨年４月現在、道内で１７９自治体中１４５の

自治体が電算化を完了している状況にあり、渡島・檜山では、４町が残っている状況

になっております。それから、２番目の（２）の総事業費でありますが、現在３億２

千万円ほどの予定価格を想定してございます。したがいまして、４町の紙戸籍をデー

タ化する経費５年間のシステム構築及び保守管理運用にかかる費用を含めた金額でご

ざいます。次に事業の効果でありますが、１つ目としては、個別でシステムを導入す

るより、約１億４，２００万円の経費削減が図られるということで、約３０％ほどに

なります。２つ目として、システムの導入により戸籍の作成までの日数や戸籍証明書

の発行時間が大幅に短縮されることにより住民サービスの向上が図られるというもの

であります。

それでは、規約について説明を致します。議案に戻っていただきたいと思います。

この規約につきましては、松前町が知内町に委託するという内容の規約でございます。

規約の第１条につきましては、委託でありますが、地方自治法の第２５２条の１４

第１項の規定により普通地方公共団体の事務の一部をほかの普通地方公共団体に委託

できるとされていることから、知内町に委託するものであります。

第２条は、委託事務の範囲であります。市町村長の業務として、戸籍法第３条第１

項では、戸籍事務の処理、住民基本台帳法第１６条第２項では、戸籍の附表の調整、

人口動態調査例第３条では、人口動態調査表の作成が規程されております。これらの

業務を処理するため、サーバー機やその他の関連機器を知内町に設置し、使用及び保

管を委託するものであります。

次に第３条につきましては、管理及び執行の方法であります。

第４条は、経費の負担について記載しております。

第５条は、委託事務の収支の分別について整理をしてございます。

第６条は、決算の場合の措置であります。

第７条は、連絡会議等で調整するものとしております。

第８条は、条例等改廃の場合の措置を整理してございます。

第９条は、事務委託の廃止について、整理をしてございます。

附則として、この規約は、平成２６年４月１日から施行するという内容でございま

す。以上で説明を終わらせていただきます。

● 議案第１０号 知内町と江差町における電子情報処理組織による戸籍等に関

する事務の受託について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に議案第１０号、『知内町と江差町における電子情報処理組織による戸籍等に関
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する事務の受託について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１０号、知内町と江差町における電子情報処理組織による戸籍等に関する事

務の受託について。

地方自治法第２５２条の１４第１項の規定により電子情報処理による戸籍等の事務

の管理及び執行を北海道江差町から受託するため次のように規約を定め、事務の受託

を受けることについて同条３項の規定に基づき、議会の議決を求める。

本議案の趣旨、内容につきましては、議案第９号と同様でありますから省略をさせ

ていただきます。

附則として、この規約は、平成２６年４月１日から施行する。以上で説明を終わら

せていただきます。よろしくお願いします。

● 議案第１１号 知内町と奥尻町における電子情報処理組織による戸籍等に関

する事務の受託について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に議案第１１号、『知内町と奥尻町における電子情報処理組織による戸籍等に関

する事務の受託について』説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１１号、知内町と奥尻町における電子情報処理組織による戸籍等に関する事

務の受託について。

地方自治法第２５２条の１４第１項の規定により電子情報処理による戸籍等の事務

の管理及び執行を北海道奥尻町から受託するため次のように規約を定め、事務の受託

を受けることについて同条３項の規定に基づき、議会の議決を求める。

本議案の趣旨、内容につきましては、議案第９号と同様でありますから省略をさせ

ていただきます。

附則として、この規約は、平成２６年４月１日から施行する。以上で説明を終わり

ます。よろしくお願いします。

● 議案第１２号 知内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に議案第１２号、『知内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について』

説明を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第１２号、知内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について。

知内町道路占用料徴収条例の一部を次のように改正する。

予算説明資料によりご説明致します。見だし４の４ページをお開きください。
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条例改正の趣旨でございます。道路占用料は、道路法の第３９条におきまして、条

例により徴収できるとされております。料金につきましては、地価水準を勘案して算

定され、当町は平成１２年度に徴収条例を制定し、道路法施行令に準じて料金を制定

しておりました。今回、道路法施行令の改正に伴い、占用物件として新たに太陽光及

び風力による発電施設が加えられたこと、占用料算定の基礎となる所在地区分の見直

しが発生したこと、それにより占用料を改正するものであります。

５ページをお開きください。新旧対照表が付いてございます。新旧対照表を見ます

と、平成１２年制定時の単価のおよそ４０％程度の単価となります。

議案に戻っていただきまして、附則と致しまして、この条例は、平成２６年４月１

日から施行する。以上でございます。よろしくお願い致します。

● 議案第１３号 知内町公共下水道条例の一部を改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に議案第１３号、『知内町公共下水道条例の一部を改正する条例について』説明

を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第１３号、知内町公共下水道条例の一部を改正する条例について。

知内町公共下水道条例の一部を次のように改正する。

これも予算説明資料でご説明致します。見だし４の９ページをお開きください。平

成２６年４月１日から消費税率が５％から８％に改定されます。更に平成２７年１０

月には１０％に改定される可能性も取り出されていることから、従来、内税で下水道

料金を制定しておりましたが、外税表記にし、使用料と消費税の関係を明確にするた

めに条例改正をするものでございます。現行の料金から消費税分を除いた金額を基本

料金と超過料金に定めて、この金額に消費税相当額を加えた額が下水道使用料となり

ます。

議案に戻っていただきまして、附則と致しまして、平成２６年８月１日から施行す

る。この８月１日から施行することついて、ちょっと説明させていただきたいと思い

ます。当町の水道の検針は、４か月に１回の実施となっておりまして、したがいまし

て、基本料金が当月分、超過料金については、後払いとなります。例えば、７月分の

請求金額については、７月の基本料金と４か月前の３月の超過料金となります。そう

しますと、町民の皆様方の請求金額につきましては、５％と８％の消費税が混在する

ということになります。多少の混乱が予想されることから、消費税率の混在がしなく

なる８月１日からの施行と致しました。以上で説明を終わらせていただきます。よろ

しくお願い致します。

● 議案第１４号 知内町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に議案第１４号、『知内町水道事業給水条例の一部を改正する条例について』説
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明を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第１４号、知内町水道事業給水条例の一部を改正する条例について。

知内町水道事業給水条例の一部を次のように改正する。

予算説明資料見だし４の１１ページをお開きください。改正趣旨につきましては、

先ほどの下水道条例、議案第１３号、下水道条例の改正と全く同じでございます。内

税での扱いから外税にする基本料金、超過料金、メーター使用料の５％分の消費税を

除いた金額を基本料金として、その金額に消費税相当額を加えた額を水道使用料金と

するものでございます。

議案に戻っていただきまして、附則として、この条例は、平成２６年８月１日から

施行する。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

● 議案第１５号 北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例

について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に議案第１５号、『北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例

について』説明を求めます。

教育次長。

◎ 教育次長（村上芳二）

議案第１５号、北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例につい

て。

北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を次のように改正する。

次のページをお開き願います。北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を改正

する条例。

北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例（昭和４１年条例第３

号）の一部を次のように改正する。

なお、資料で説明したいと思いますので、予算説明資料見だし５の１ページをお開

き願います。

北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部改正案の概要について、ご説明を致し

ます。

１点目の改正の趣旨でありますが、この度の条例改正につきましては、公立高等学

校にかかる授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の改正に伴

い、規定の整理を行うための本条例の一部を改正するものであります。この法律の改

正により、高等学校などにおける教育にかかる経済的負担の軽減や高等学校等就学支

援金を支給することにより家庭の教育費負担の軽減を図ることを目的としています。

２点目の高等学校等就学支援金の内容についてでありますが、この新制度では、国

公、私立を問わず、高校等の授業料の支援として市町村民税所得割が３０万４，２０

０円未満、給与年収に換算しますと、標準世帯で９１０万円程度未満の世帯に就学支

援金が支給されますが、市町村民税所得割が３０万４，２００円を超える世帯には、

授業料を納めていただくことになります。就学支援金の支給までの流れについては、



- 89 -

図にお示しのとおりでございますが、この就学支援金は、学校設置者の町が生徒本人

に変わって受取り、授業料に充てることとなり、生徒本人が直接受け取るものではご

ざいません。また、就学支援金の受給所得を得るため、生徒から学校を通じて申請書

と課税証明書等の所得を証明する書類を提出することになります。なお、就学支援金

の支給回数については、年４回となっております。

３点目は、附則の施行期日でありますが、この改正条例につきましては、平成２６

年４月１日から施行しまして、平成

２６年４月以降に入学する生徒にこの就学支援金制度が適用され、平成２５年度まで

に高等学校を通り、在学されている生徒につきましては、経過措置として、従来どお

り授業料徴収制度が適用されることとなります。なお、一番最後の方に私立高等学校

の世帯に対する就学支援金の加算金については、記載のとおりとなっておりますので、

ご参照ください。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

● 延会宣言

◎ 議 長（伊藤政博）

お諮りします。本日の会議は、これで延会したいと思いますが、ご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定しました。

本日はこれで延会します。どうもご苦労様でした。

（ 延会 午後 ５時１５分 ）


